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○基本計画の名称：小田原市中心市街地活性化基本計画 

○作成主体：神奈川県小田原市 

○計画期間：平成 25年 4月～平成 30年 3月 

 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

 

[１] 小田原市の概要  

（１）歴史 

本市は、市内外の遺跡や古文書などにより歴史をさかのぼると、原始・古代より人々が居住してい

たことがうかがわれ、古くから“ムラ”や“まち”が形成されていた。 

平安時代末期には、足柄道と箱根道の分岐点（合流点）に位置し、酒匂川の渡渉地として交通の要

地であった酒匂が宿駅として栄えたが、鎌倉時代中期以降になると、箱根越えが東海道の本道として

用いられるようになったことから、東海道筋にあたる小田原も多くの人々が行き交うようになった。 

室町時代の明応 4（1495）年には、伊勢宗瑞（北条早雲）

が小田原城に入城し、戦国時代には関東一円を支配した戦

国大名北条氏の本拠となってからは城下町として栄えた。 

江戸時代には、江戸幕府の西の守りを固める譜代大名が

治めた小田原藩が置かれ、江戸に近い地方都市であった。

城下町の人口は最も多い 17 世紀末（元禄期）で、武士・町

人層を合わせて 2 万人弱と推定され、東海道では江戸出発

後の旅人が初めて立ち寄る都市だった。交通網や宿場など

の交通施設の整備により、交通の要衝として、人や物の交

流が活発に行われるようになった。 

明治 4（1871）年の廃藩置県により、260 年にわたる小田原藩は終焉し、小田原に県庁が置かれ、

明治 22（1889）年には、市制町村制に基づき、新玉町、万年町、緑町、幸町、十字町からなる小田

原町が誕生した。大正 9（1920）年に小田原駅が開設されてから、小田原町内は活気に満ち溢れた。 

このように、本市は古くから交通の要衝として栄え、明治維新後は、小田原の風光明媚・温暖な気

候風土に価値を見出した政財界人の別荘・別邸が数多く構えられ、神奈川県の西の要として発展を続

けた。現代においては、東京までの距離が約 80km とあって神奈川県西部地域の生活拠点として、ま

た富士・箱根・伊豆の観光交流拠点として、地域を担う地方中核都市となっている。 

 

（２）位置・地勢 

本市は、神奈川県の南西端に位置し、東京から南西へ約 80 

km の距離に位置し、南西部は真鶴町、湯河原町、箱根町と、

北部は南足柄市、開成町、大井町と、東部は中井町、二宮町

とそれぞれ境を接している。昭和 15（1940）年に市制施行さ

れて小田原市となったが、昭和 28（1953）年の「町村合併促

進法」の施行により、小田原市は大きく市域を拡張した。現

在、東西 17.5 km、南北 16.9 kmで、その面積（114.06ｋ㎡）

小田原城天守閣 

神奈川県内における小田原市の位置図 
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は神奈川県の面積の 4.7%を占め、横浜市、相模原市、山北町、川崎

市に次いで 5番目の広さを有している。 

酒匂川が流れる足柄平野を中心に、東は大磯丘陵の南西端である

曽我丘陵と呼ばれる丘陵に、西は箱根に連なる火山の外輪山の跡で

ある山地となっており、南は相模湾に面しているなど、市域は変化

に富んだ地形となっている。また、背後に山地を控え、南部に相模

湾を望んでいることから、年平均気温が 16℃前後と比較的温暖な気

候となっている。 

また、本市を含む一帯は、湘南地域の西側に位置することから西

湘地域とも呼ばれている。 
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[２] 中心市街地の現状分析  

（１）中心市街地の概況 

江戸時代は小田原宿が東海道有数の宿場町としてにぎわい、大正 9（1920）年に熱海線国府津・小

田原間が開通し、さらには昭和 9（1934）年に丹那トンネルが完成して小田原・沼津間が開通したこ

とにより、熱海線は東海道線に改められ、小田原は交通の結節点として脚光を浴びるようになった。 

これにともない、小田原駅周辺が商業活動の中心となり、昭和 30 年代以降、百貨店などの大型店

が相次いで出店したことにより、店舗の集積がさらに進み、昭和 51（1976）年には地下街も開設さ

れ、小田原駅周辺の中心市街地が県西部を商圏とする一大商業地となるに至った。 

しかしながら、平成に入り、鴨宮駅周辺の川東地区や近隣市町に郊外型大型商業施設が次々に出店

したことなどにともない、本市の中心市街地の商圏は徐々に縮小し、周辺商店街が衰退したり、駅前

の百貨店が撤退したりするなど、平成 17（2005）年 6 月に小田原ラスカが開店したものの、中心市

街地の空洞化が生じている。 

 

 

 

本計画で定める本市の中心市街地は、

小田原駅周辺の商業・近隣商業地域（南

側は小田原駅・ＪＲ東海道本線沿線以南

の地域から海岸線まで、北側は小田原駅

西口北側（城山 1 丁目）の地域、東西は

浜町 3丁目から南町 4 丁目までの地域）

の約 170ha としている。（「2．中心市街

地の位置及び区域」参照） 

現在、中心市街地の土地利用は、小田

原駅から御幸の浜に広がる区域の商業

系、それらの周りに形成された住居系・

商業系共存、あるいは住居系の土地利用

となっている。 

店舗名称 店舗面積 開業年月 撤退年月 

箱根登山ベルジュ 2,216㎡ 昭和 34年 10月  

クレディセゾン志澤店 7,599㎡ 昭和 43年 9月 平成 10年 8月 

長崎屋サンショッピングセンター小田原店 6,017㎡ 昭和 46年 11月 平成 20年 4月 

ナック小田原（新第一ビル・相産ビル） 6,315㎡ 昭和 47年 11月 
 

アプリ（小田原ショッピングデパート） 11,691㎡ 昭和 47年 11月  

丸井小田原店（小田原駅前ビル） 6,469㎡ 
（丸井小田原店外 4店舗） 

昭和 50年 2月 平成 13年 10月 
（丸井小田原店のみ） 

小田原地下街 2,281㎡ 昭和 51年 11月 平成 19年 6月 

エポ（小田原市栄町二丁目Ａブロック商業ビル） 10,206㎡ 平成 5年 4月  

小田原ラスカ 7,669㎡ 平成 17月 6月  

ドン･キホーテ 6,017㎡ 平成 21年 12月  

 

中心市街地における主な大規模小売店舗の出退店一覧（資料：小田原市産業政策課） 

中心市街地の区域図 

小田原城址公園 

小田原駅 
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（２）中心市街地におけるこれまでの取組み 

本市の中心市街地における近年の取組みについては、基本的には、平成 11（1999）年 3 月に策定

した小田原市中心市街地活性化基本計画（以下、「旧基本計画」という。）に基づいて推進してきた。 

この旧基本計画は、平成 10（1998）年 7 月に施行された「中心市街地における市街地の整備改善

及び商業等活性化の一体的推進に関する法律」のもと、中心市街地の特性や資源を最大限に活用した

市街地の活性化を図り、市民はもとより来街者にとっても魅力的な地域を再生・創出することによっ

て街のにぎわいを取り戻し、本市の観光・商業及び関連産業の活力ある発展を促すことを基本的な目

的として策定したものである。 

内容としては、計画期間を平成 22（2010）年まで、中心市街地の区域を小田原駅、箱根板橋駅周

辺の商業・近隣商業地域及び市役所周辺を包括する地区の約 300haとしており、中心市街地の持つ「強

み」と「弱み」を勘案したうえで 7 つの基本課題を抽出し、「歴史・生活文化に根ざした『あじわい』

と『にぎわい』の街・小田原中心市街地の形成」を将来像とした。この将来像を実現するため、5つ

の「市街地整備改善の基本テーマ」と、4つの「商業等の活性化の基本テーマ」に基づき事業を行っ

た。 
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基本テーマ 

＜将来像＞ 
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＜基本課題＞ 
 

①中心市街地を発展

させた大きな力の

機能強化 
 

②顧客像を明確にし

たテーマ性のある

個店・商店街づくり 
 

③市民のライフスタ

イルを支援する街

機能の多様化 
 

④街のおもしろさを

満喫できるアーバ

ンツーリズム（都市

型観光事業）の振興 
 

⑤奥行きと回遊性の

ある街づくり 
 

⑥東西の均衡ある発

展を促す駅周辺の

再構築と交通環境

の改善 
 

⑦定住化を促進する

居住機能の強化 

●広域交流コアの整備 

●広域交流の機能・連携を支える交通

ネットワークづくり 

 

●中心市街地のモビリティとアメニ

ティを高める交通システムづくり 

 

●歴史・文化の拠点づくり 

●伝統あるまちなみや歴史を生かし

た回廊づくり 

 

●人・組織・心づくり 

 

●商業・観光の拠点づくり・街づくり 

●新しい中心市街地の商業文化づくり 

 

●商店街の活力づくり 

 

小田原市中心市街地活性化基本計画（平成 11年 3月策定、旧基本計画）の体系図 
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①中心市街地を発展させた３つの大きな力（駅・城・高密商業系市街地）の機能強化         

■小田原駅 

平成 12（2000）年に工事着工した東西自由連絡通路（通称：

アークロード）が平成 15（2003）年に開通し東西の往来が可能

となり、平成 16（2004）年に工事着工したペデストリアンデッ

キは平成 17（2005）年に整備が完了した。 

また、アークロード内には小田原駅観光案内所を設置し、観光

客の多様なニーズに対して効果的な情報提供が可能となるよう

サービス向上を図った。 

■小田原城 

平成 12（2000）～22（2010）年に、小田原城の大手筋にあた

る馬出門・馬屋曲輪などの整備を行った。また、史跡内の民有

地を買い上げて遺構を保護し、将来の整備に向けた環境を整え

るとともに、史跡内の動物園の撤去及び移設を行うことにより、

小田原城の歴史的・文化的な価値を高めた。 

さらに、平成 13（2001）年に城址公園内に花菖蒲園を整備し、

平成 17（2005）年からは花菖蒲園コンサートを開催するなど、

城址公園の景観的魅力による新しい観光価値を創出した。 

■小田原駅東口お城通り地区再開発事業 

平成元（1989）年 3月に民間地権者及び市により「小田原駅東口お城通り地区再開発準備組合」を

設立し、「小田原駅周辺地区整備基本計画」（昭和 61（1986）年 3 月）や県・市共同で策定した「広

域交流拠点整備構想」（平成 11（1999）年 3月）をもとに再開発事業を進めてきた。 

また、平成 22（2010）年 3月に完了した事業化検討調査業務の成果に基づき、同年 6～8月にかけ

て事業者意向調査を実施した。その調査で得られた事業者からの意見などを踏まえ、同年 8月の「基

本的な事業化方針」の決定を経て、同年 10 月に基本的な地区整備方針として「基本構想」を策定し

た。 

 

⇒【課題】アークロード内の流動客数や、城址公園入場者数及び天守閣入場者数は、増加しているに

も関わらず、商店街の流動客数は減少していることなどが挙げられる。 

 

②顧客像を明確にしたテーマ性のある個店・商店街づくり                     

■小田原箱根商工会議所 

商業者をはじめ消費者代表、自治会代表など多数の方々の意見を集約した形で平成 12（2000）年 2

月に「小田原ＴＭＯ構想」を策定し、商工会議所内に小田原ＴＭＯが設置された。小田原ＴＭＯでは、

ＴＭＯ構想を実現し、中心市街地の活性化を推進するための民間組織として、市や関係機関などとも

協力しながら、中心市街地の特性や資源を最大限に活用し、街の活性化や交流人口の増加など、小田

原を中心とした地域経済の発展強化を目標に、小田原宿観光回遊バスの運行、ミュージアムショップ

の運営、花の商店街活性化事業、小田原の物産を活用した集客の場づくり、街づくりコンテストの開

催、小田原ちょうちん型ペットボトル「旅名水」の販売などの事業を行ってきた。 

 

観光案内所 

小田原城馬出門 
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平成 17（2005）～19（2007）年度には、おもてなしマイスタ

ー研修を実施し、講座修了者を「おもてなしマイスター」とし

て認定することで、生業（なりわい）にこだわりを持った商業

活性化に向けた人づくりに取り組んできたほか、商店街へはア

ドバイザーを派遣し、各商店街のＣＩ戦略や将来像の形成を図

り、企画立案能力や実現可能性を高めるための支援を行った。 

■小田原市商店街連合会 

加盟する各商店会及び個店の情報提供、販売拡大を推進する

ための事業として、平成 12（2000）年度にインターネット事業「0465．net」を立ち上げ、平成 13

（2001）年度には物品売買やオークション機能を付加したバーチャルモール「小田原市場．com」が

拡充され、加盟店舗数 330、１か月平均アクセス数 9,000を数えた。イベントや観光情報などを幅広

く扱うことで、地域随一のポータルサイトとして広く市内外のユーザーに利用されており、商店街及

び個店の売り上げの増加、周知に寄与している。平成 16（2004）年度には新たな取組みとして二次

元バーコードを活用したガイドブックを発行し、観光回遊拠点情報を含むインターネットサイトと連

携し、個店や観光拠点などの魅力を紹介し、来街者の回遊性や滞留性を確保することに成功した。  

さらに、平成 17（2005）年度には、サービス券つき無料情報誌「Ange（アンジュ）」（隔月発行：

80,000 部）を発行し、新聞折込や市内のお店の店頭などで配布するなどして、新たな顧客開拓を図

っており、インターネットの「0465．Net」とも連携した相乗効果を狙い、商業の活性化に寄与して

いる。 

また、平成 16（2004）年度からゴールデンウィークなどの観光シーズンに市内商店の出店や骨董

市などによる小田原城北條六斎市を開催することで、市内外消費者への訴求を強めている。 

■個別商店街の主な取組み 

・竹の花商店会：周辺に多く立地するクリニックへ通院するための高齢者の通行者が多いこと、その

方たちが竹の花商店会内店舗で「ついで買い」されることに着目し「お年寄りにや

さしい商店街」をテーマとし、高齢者が「ついで買い」しやすい商品を店先に配置

するなどの取組みを行った。 

・ダイヤ街商店会：「人と環境にやさしい小さな感動の散歩道」をコンセプトにし、店舗前スペース

を活用した季節に応じたイベントを設け、買物客が椅子に座ってゆっくり音楽を

聴くことができるような取組みを行った。 

・お堀端商店街振興組合：通行人の多くが小田原城を目的としていることに着目し、「お城に続く散

歩道」といったコンセプトを見出し、樽に花を配したものを店頭に置いた

り、小田原鋳物風鈴を飾ったり、季節に応じたおもてなしの取組みによる

事業展開を図った。 

 

⇒【課題】ＴＭＯが取り組んだ事業のうち、現在も継続して行われている事業が少なく、活性化に効

果を発揮する事業の取組みが少なかったこと、商店街アドバイザー派遣によりＣＩ戦略や

将来像の形成を図っても、人手不足・資金不足などから事業化へ結びついていないこと、

廃業により、店舗が空いたままになったり、駐車場になったりすることで、商店街として

の形成が保たれなくなっていることなどが挙げられる。 

 

旅名水 
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③市民のライフスタイルを支援する街機能の多様化                        

住民票・戸籍謄抄本の発行などを行う住民窓口として、平成 5（1993）年に「小田原駅前窓口コー

ナー」を小田原駅前に開設し、平成 15（2003）年には、小田原駅東西自由連絡通路（アークロード）

開通に伴い「アークロード市民窓口」として駅なかに移転し、市民生活の利便性向上に寄与している。 

平成 13（2001）～15（2003）年には、空き店舗活用支援を受けたチャレンジショップ事業として、

女性経営者の育成を図るため、女性経営者による 11 店舗で「小田原ミュージアムショップ」が取り

組まれた。 

また、ライフスタイルによって必要となる機能が異なることから、平成 10（1998）年に「おだわ

ら国際交流ラウンジ」、平成 13（2001）年に「おだわら市民活動サポートセンター」、平成 16（2004）

年には空き店舗を活用した「女性プラザ」、平成 17（2005）年にも空き店舗を活用した「市民学習フ

ロア」「おだわら街なか起業家支援センター」といった市民の活動拠点を充実させ、中心市街地の価

値向上を図った。このうち、稼働率や費用対効果の観点から、市民学習フロアは平成 23（2011）年 1

月をもって閉鎖、おだわら街なか起業家支援センターは平成 23（2011）年 2 月に中心市街地内の他

の空き店舗へ移転した。 

 

⇒【課題】市民のライフスタイルを支援する施設を整備してきたが、市民活動の活発化など多様な市

民活動への対応や、利便性と機能性を高めた施設の整備を、より進めていくことなどが挙

げられる。 

 

④街のおもしろさを満喫できるアーバンツーリズム                        

■小田原ブランド元気プロジェクト 

内閣官房地域活性化統合事務局による「平成 20年度地方の元気再生事

業」に採択された「小田原ブランド元気プロジェクト」は、平成 20（2008）

～21（2009）年度は本市が経済産業省と委託契約を結び国の委託事業と

して実施したが、平成 22（2010）年度以降は民間の自主事業として実施

している。 

本プロジェクトは、小田原の優れた地場産品である小田原漆器や箱根

寄木細工などを生産する木製品の業界団体である（社）箱根物産連合会

と、城下町小田原の歴史が育てた食文化を複合的に発信していくもので

ある。事業は大きく分けて、「小田原手形」事業、「小田原どん」事業、

「小田原の匠」事業の 3つに区分できる。 

＜「小田原手形」事業 ＞ 

ＱＲコードと箱根寄木細工を施した携帯ストラップ型

の木札を「小田原手形」と銘打ったもので、商店街の加

盟店舗を利用する際に提示すると、料金割引やドリンク

サービスなど、各店独自のサービスを受けられる。 

＜「小田原どん」事業 ＞ 

“小田原の地場の食材を一品以上使用した”オリジナル

のどんぶり料理を、“小田原地方の伝統工芸品である小

田原漆器の食器”に盛って、“小田原をもっと好きにな

小田原手形 

小田原どん 
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ってもらえるおもてなし”でお客様に饗することで「小田原どん」を名乗ることができ、現在、

23 店舗で取り組んでいる。 

＜「小田原の匠」事業 ＞ 

本プロジェクトを全国に発信するために構築したインターネットのポータルサイト『元気おだわ

ら』において、小田原の伝統あるなりわい産業を担う職人の熟練した技を動画にして紹介するサ

イトを構築し、小田原ブランドの魅力をさらに発信している。 

■小田原の“なりわい” 

小田原の生活文化から生まれた“なりわい”に着眼し、昭和 7（1932）年に建設された旧網問屋を

平成 13（2001）年 9月に再整備した「小田原宿なりわい交流館」や、平成 9（1997）年度から地域に

根ざした店舗を「街かど博物館」として整備し、来街者に小田原の生活文化を感じてもらう取組みを

行っている。 

 

⇒【課題】「小田原どん」や「小田原の匠」事業などに取り組んでいるものの、街のおもしろさを満喫

できるさらなる資源の掘り起こしや認知性の向上を進め、継続して人を呼び込める仕掛け

づくりを行っていくことなどが挙げられる。 

 

⑤奥行きと回遊性のある街づくり                               

■小田原宿なりわい交流館 

1 階は市民や観光客の「お休み処」や市内の名所旧跡のパ

ンフレット配布など情報発信場所として、2階は市民活動の

発表の場などとして幅広く利用されており、中心市街地にお

ける回遊拠点として大きな役割を果たしている。 

■街かど博物館 

地域産業の振興を図り、中心市街地の回遊性を向上させ、

街なかの賑わいの創出を図っている。現在は、かまぼこ、漬

物、和菓子、干物、塩辛、木工などの地場産業を主とした

18 館が街かど博物館として整備されている。 

■街かどお休み処 

平成 15（2003）年から、中心市街地内において観光案内な

どを積極的に行う商店などを「街かどお休み処」として指定

し、観光パンフレットなどを配置し「街かど観光案内所」機

能に加え、店先にベンチを置くなどして、観光客などの休憩

所として活用し、中心市街地を歩いて回る観光客へのサービ

ス向上を図っており、現在までに 33箇所を指定している。 

■小田原宿観光回遊バス 

平成 14（2002）年度から、小田原ＴＭＯによる「小田原宿観光回遊バス」が春・秋の観光シーズ

ンにあわせて観光スポットなどを結ぶ巡回バスとして運行し、平成 20（2008）年度からは中心市街

地整備推進機構の事業として実施しており、一夜城歴史公園、松永記念館（板橋地区）、小田原漁港

（早川地区）、街かど博物館などの各拠点のネットワークの強化が図られ、観光客などの利便性の向

上と中心市街地の回遊性の向上に寄与している。 

小田原宿なりわい交流館 

街かど博物館（済生堂薬局小西本店） 
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■小田原漁港周辺 

平成 15（2003）年 8 月、小田原漁港の近くに、特産物である「さかな」のイメージアップと鮮魚

販売・その他小田原の名産品などの販売を行う「小田原さかなセンター」が開業した。これにより、

以前から実施されていた「港の朝市」や魚のおいしい飲食店の存在とも相まって、小田原漁港周辺は

小田原の新しい観光スポットのひとつとして多くの来街者を集めており、回遊拠点として中心市街地

活性化に寄与している。 

 

⇒【課題】観光回遊バスや街かど博物館などの事業に取り組んでいるが、小田原の歴史や文化など、

地域に根付いた人々のなりわいや生活を資源と捉え、まちなみやルートとして整備してい

くことで、いかに回遊性を向上させていくかということなどが挙げられる。 

 

⑥東西の均衡ある発展を促す駅周辺の再構築と交通環境の改善                   

■アークロードとペデストリアンデッキ 

小田原駅東西自由連絡通路（アークロード）が

平成 15（2003）年に開通し、小田原駅東西の連携

を図ることができるようになるとともに、小田原

駅西口駅前広場を平成 16（2004）年に整備し、駅

前ロータリー沿いにシェルターを設置し、駅とタ

クシーなど乗降場が傘をささずに往来できるよ

うになったほか、平成 16（2004）～18（2006）年

の小田原駅東口駅前広場整備にあわせ、ペデストリアンデッキを平成 17（2005）年に整備した。 

歩道の段差解消や東口駅前広場のペデストリアンデッキ新設により、バリアフリー化を実現すると

ともに、バスアイランドの見直しを行うことで安全で便利な歩行者動線を確保し、利用者の利便性の

向上が図られた。 

■景観行政 

本市は平成 17（2005）年 2 月に景観法に基づく景観行政団体となり、平成 18（2006）年 2 月に全

国に先駆けて市域全域を対象とする景観計画及び景観条例を施行した。特に、中心市街地内の小田原

城や小田原駅周辺については、景観計画重点区域として位置付け、建築物・工作物の建築などの届出

に際して一件ごとの審査を行い、屋外広告物についても色彩の基準を取り入れた市条例により重点区

域内の規制誘導を行っている。 

平成 20（2008）年 3 月には、旧東海道筋である国道 1 号線沿道の自主的景観形成地区及びその周

辺地区についても景観計画重点区域に位置付け、また、平成 22（2010）年 5 月には市域全域を対象

とする市屋外広告物条例を施行し、美しいまちなみづくりを進めるとともに、電線類地中化による防

災面の安全性や景観の向上が図られた。 

 

⇒【課題】アークロードの開通や東西駅前広場の整備で小田原駅を挟んだ東西の連携は図られるよう

になり、アークロード内の歩行者通行量は増えたものの、いかに街なかへ人の流れをつく

るのか、その仕掛けや拠点づくりなどが挙げられる。 

 

 

小田原駅東西自由連絡通路（アークロード） 



１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［２］中心市街地の現状分析 

- 10 - 

⑦定住化を促進する居住機能の強化                               

平成 15（2003）年度に、小田原の街なか居住のあり方を検討する場として「街なか居住研究会」

を組織し、市民、学識経験者、行政間で街なか居住について活発な議論を行った。 

平成 16（2004）年度には、市民のまちづくり気運の醸成を図るため、「街なか居住研究会成果報告

会」を開催し、街なか居住研究会により示された今後のまちづくりの方針や街の将来像などを報告し

た。 

 

⇒【課題】少子高齢化社会を迎え、市全体の人口が減少傾向にある中で、快適な居住環境の整備はも

とより、防災・防犯、高齢者対策、子育て支援など総合的に住みやすい環境づくりを進め

ていくことなどが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆取組みの成果と反省 

旧基本計画では、「市街地の改善」と「商業等の活性化」の 2 つに、大きくテーマを分

けて事業を進めてきた。 

まず、「市街地の整備改善」では、小田原駅東西自由連絡通路（アークロード）、小田原

駅東西駅前広場、小田原駅東口ペデストリアンデッキなどの整備行うとともに、小田原城

馬出門・馬屋曲輪の整備や、景観計画重点区域の指定、さらには小田原宿観光回遊バスの

運行などにより、広域交流や歴史・文化の拠点づくり、伝統あるまちなみや歴史を生かし

た回廊づくり、交通ネットワークやモビリティを高める交通システムづくりにおいて一定

の成果があった。 

次に、「商業等の活性化」では、小田原ＴＭＯが推進する事業、小田原ブランド元気プ

ロジェクト、商店街連合会のインターネット及び無料情報誌の発行、小田原城北條六斎市

の開催、個別商店街の取組み、小田原宿なりわい交流館や街かど博物館の整備、観光案内

所の設置などにより、商業・観光の拠点づくり、商店街の活力づくり、人づくり・組織づ

くりなどにおいて一定の成果があった。 

しかしながら一方で、小田原駅東口お城通り地区再開発、芸術文化創造センター（市民

ホール）の整備、定住化促進などは事業が道半ばであるとともに、小田原地下街の営業終

了、歴史的・文化的な地域資源の発掘とブラッシュアップ、小田原ちょうちん型ペットボ

トル「旅名水」の販売や街づくりコンテストなどのソフト事業終了など、新たな課題への

取組みの必要性や事業の継続性、さらには、地域コミュニティの核を形成してきた商店街

機能の低下など、反省すべき点も生じてきている。 

◆これまでの取組みを踏まえて 

これまで、ハード・ソフト両面にわたりさまざまな事業を実施してきたが、短い事業年

限で終始している事業や廃止されている事業が多くあるとともに、依然として、中心市街

地における年間商品販売額、事業所数、売場面積などが減少し、居住人口や歩行者及び自

転車通行者数が伸び悩んでいる状況が続いている。 

「これまでの取組み」についてのまとめ（成果・反省と今後） 
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また、売上の低迷や後継者不足などにより空き店舗が増加し、商店街としての形成が保

てなくなっていることや、少子高齢化の進展、東日本大震災後の人々意識の変化などによ

り、生活、福祉、防災などさまざまな対応が必要となっている。 

こうした中で、旧基本計画の取組みの反省も踏まえ、道半ばとなっている事業のさらな

る推進に努めるとともに、新たな課題への対応や、中心市街地に活気とにぎわいを取り戻

していくためには、一過性のイベントなどの事業による一時的な活性化ではなく、取組み

の継続と多様な主体間の連携による効果的な事業の展開、人々の生命、生活、暮らしぶり

に根付いた継続性、蓄積性のある活性化策により、中心市街地や商店街コミュニティの再

生を進めてく必要がある。 



１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［２］中心市街地の現状分析 

- 12 - 

（３）中心市街地の既存ストック 

①歴史的・文化的資源                                     

明応 4（1495）年に伊勢宗瑞（北条早雲）が小田原城に入城し、以後 5代およそ 100年にわたって

小田原は東日本最大の城下町として繁栄し、江戸時代には、幕府の西の守りを固める譜代大名が治め

る小田原藩が置かれるとともに、東海道屈指の宿場町として発展した。明治維新後は、風光明媚・温

暖な気候風土や鉄道の開通などにより、政財界人の別荘・別邸が数多く構えられた。 

城下町、宿場町を礎として発展してきた本市の中心市街地には、「小田原城天守閣」「常盤木門」「銅

門」「馬出門」、貴族院副議長を務めた黒田長成侯爵の別邸である「清閑亭」、幕末の志士で元宮内大

臣である田中光顕伯爵の別邸を活用した「小田原文学館」などをはじめとした、歴史的・文化的な資

源が豊富に存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自然的・産業的資源                                     

本市の東南から南にかけて相模湾が広がり、南西部は箱根外輪山から延びる山地・斜面・台地、東

部は大磯丘陵につながる丘陵地帯となっている。 

黒潮の影響もあり気候は温暖で、丘陵地やその周辺ではミカンやウメなどの果樹栽培が盛んに行わ

れ、足柄平野では豊富で良質な水を資源とする水田農業や工場が営まれている。また、古くから沿岸

漁業が盛んで、かまぼこ、削り節、干物などの水産加工品の製造・販売や、寄木・漆器・木象嵌など

の木製品の匠の伝統の技が継承され、中心市街地でもこうした伝統的な産業文化に触れることができ

る「街かど博物館」（中心市街地には 11館）や、旧網問屋を整備し市民や観光客のお休み処・活動の

発表の場として活用されている「小田原宿なりわい交流館」をはじめとした、自然的・産業的な資源

が豊富に存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原宿なりわい交流館 小田原漆器 街かど博物館（籠常商店（削り節）） 

小田原城天守閣 清閑亭 小田原文学館 
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③景観的資源                                           

歴史的、文化的、産業的資源が豊富に存在する中心市街地には、小

田原城址、千度小路、西海子小路周辺をはじめとして、城下町・宿場

町の名残を今に伝える街並みや佇まいが残されている。 

本市は、平成 17（2005）年に景観法に基づく小田原市景観計画及び

景観条例を制定したが、中心市街地については、小田原城周辺地区、

小田原駅周辺地区、国道１号本町・南町地区を景観計画重点区域とし

て指定している。 

 

 

 

④社会資本資源                                         

ア．鉄道と道路 

小田原駅にはＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、小田急小田原線、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄

道大雄山線の鉄道 5路線が乗り入れをしており、1 日約 9.4万人（平成 22年度）が利用するターミ

ナル駅としての役割を担っている。 

また、道路網は、西湘バイパス、小田原厚木道路などの自動車専用道路が東西方向に配置され、

外環状機能を有する穴部国府津線、環状機能を補完する栄町小八幡線、小田原駅西口東町線、国道

1 号、国道 255号などが中心市街地へのアクセス道路として配置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西海子小路 

中心市街地における鉄道と道路 

小田原城址公園 

小田原駅 

西湘バイパス 

栄町小八幡線 

小田原駅西口東町線 

国道１号 

ＪＲ東海道本線 

ＪＲ東海道新幹線 

小田急小田原線 

箱根登山鉄道 

伊豆箱根鉄道 

（大雄山線） 

国道 255 号 
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イ．都市福利施設 

中心市街地内には、小田原駅東西自由連絡通路（アークロード）内にアークロード市民窓口があ

るほか、小田原公証役場、小田原公共職業安定所、法務省横浜地方検察庁小田原支部、横浜地方裁

判所小田原支部、小田原簡易裁判所など、主として国の公共機関が多く立地している。 

また、小田原市立図書館、小田原市郷土文化館、小田原市民会館、おだわら女性プラザ、おだわ

ら市民活動サポートセンター、おだわら国際交流ラウンジ、小田原スポーツ会館、小田原市御幸の

浜プールといった文化・スポーツ施設や、救急・入院機能を持つ複数の病院などの医療機関、小学

校や高校、大学などの教育機関も立地している。 

 

 

分類 主な施設 

公共機関 

小田原駅 
小田原市アークロード市民

窓口 
小田原市中央連絡所 

小田原市社会福祉センタ

ー 
小田原公証役場 小田原公共職業安定所 

小田原警察署交番（小田

原駅東口、西口、三の丸） 
鉄道警察隊小田原分駐所 小田原市消防署南分署 

法務省横浜地方検察庁小

田原支部 
横浜地方裁判所小田原支部 小田原簡易裁判所 

横浜家庭裁判所小田原支

部 
小田原郵便局 

日本政策金融公庫小田

原支店 

教育 

子育て支援 

機関 

小田原市立城山乳児園 みどりの家愛児園 みゆき愛児園 

城山幼稚園 御濠端幼稚園 花園幼稚園 

おだぴよ子育て支援セン

ター 
小田原市立三の丸小学校 新名学園旭丘高等学校 

国際医療福祉大学   

文化 

スポーツ 

施設 

小田原城址公園 小田原市立図書館 小田原市郷土文化館 

小田原市民会館 小田原文学館・白秋童謡館 おだわら女性プラザ 

おだわら市民活動サポー

トセンター 
おだわら国際交流ラウンジ 小田原スポーツ会館 

小田原市城内弓道場 小田原市御幸の浜プール  

医療機関 医療法人同愛会小澤病院 医療法人小林病院 
医療法人社団温知会間

中病院 

 

 

 

 

 

 

中心市街地における主な都市福利施設 
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ウ．商業施設 

大規模小売店舗は、小田原駅の駅ビルまたは駅東口の隣接地に立地しており、これを囲むように

商店街が形成されている。この区域は小田原駅より概ね 1kｍ圏内にあり、商業・近隣商業地域の用

途地域指定を受け、市内の商店街の 60%にあたる 24商店街が集中するとともに、商店数においても

市内商店数の 30%を超える 850 店余りが同地区内で営業し、売場面積においても全市域のうち約

26％を占めている 

 

店舗名称 所在地 店舗面積 開業年月 

①小田原ラスカ 栄町 1-1-19ほか 7,669㎡ 平成 17年 6月 

②エポ（小田原市栄町二丁目Ａブロック商業ビル） 栄町 2-9-39ほか 10,206㎡ 平成 5年 4月 

③ドン・キホーテ 栄町 2-8-15 6,017㎡ 平成 21年 12月 

④ナック小田原（新第一ビル・相産ビル） 栄町 1-14-48 6,315㎡ 昭和 47年 11月 

⑤アプリ（小田原ショッピングデパート） 栄町 2-9-33 11,691㎡ 昭和 47年 11月 

⑥箱根登山ベルジュ 栄町 2-1-2 2,216㎡ 昭和 34年 10月 

⑦オービックビル 栄町 2-9-46 1,298㎡ 昭和 55年 8月 

⑧茶半家具センター 栄町 2-12-35 1,028㎡ 昭和 44年 9月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地における大規模小売店舗一覧 ※平成 24年 3月 31日現在 

（資料：神奈川県商業流通課『大規模小売店舗一覧』） 

2 

5 3 
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7 
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6 

小田原城址公園 

小田原駅 

1 
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エ．駐車施設 

中心市街地における主な駐車場の分布状況は以下のとおりで、小田原駅や小田原城周辺に点在し

ている。また、小田原城お茶壷橋（小峯橋）には観光バス専用駐車場と大型二輪車駐車場があり、

さまざまな交通手段による観光客などの来街者に対応している。 

 

1 小田急小田原第一駐車場    52台 12 栄町駐車場             388台 22 アップルパーク            50台 

2 杉山駐車場           66台 13 東口臨時駐車場         298台 23 本町臨時駐車場            40台 

3 ステーションパーキング    27台 14 ショウワパーク小田原駅前 27台 24 本町第二臨時駐車場     35台 

4 中野パーキング           41台 15 タイムズ小田原第 5      30台 25 さがみ信用金庫駐車場     58台 

5 大邦パーキング           73台 16 やえい駐車場            71台 26 パークインポケット       26台 

6 立川パーキング           56台 17 宏和パーキング          30台 27 パーキングマサ            41台 

7 箱根登山スカイパーキング 36台 18 シティパーク小田原      64台 28 ナビパーク小田原本町第 1  27台 

8 アットパーク小田原駅前   22台 19 パーキングイシダ        24台 29 三の丸駐車場              30台 

9 ザ・パーキング           27台 20 アプリ駐車場            60台 30 藤棚臨時駐車場            65台 

10 Ｋパーキング              92台 21 小田原 EPO駐車場       108台 31 観光バス専用駐車場        20台 

11 ル・パルク             21台   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地における主な駐車施設［平成 24 年 11月現在、収容台数 20台以上］ 

（資料：小田原市都市政策課） 

1 
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小田原城址公園 

小田原駅 

31 
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⑤ソフト事業と人的資源                                           

市民のまちづくりへの参加意欲が高く、中心市街地の活性化については、市内の経済関係をはじめ

とした団体などがさまざまな事業を展開している。 

小田原市商店街連合会の「小田原城北條六斎市」や「商店街フェア」、市民が出資して設立された

合同会社まち元気小田原の「小田原マルシェ」や「宅配サービス事業」、ほっとファイブタウンによ

る「まちなか賑わいプロジェクト」、提供店連絡会による「小田原どん」、各商店会による活性化事業、

館長連絡協議会による「街かど博物館体験ツアー」、各種組合などによる「梅まつり菓子展示会」「か

まぼこ桜まつり」「小田原おでん祭り」、特定非営利活動法人小田原ガイド協会による「観光ガイド」、

特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団による「清閑亭活用事業」などをはじめとしたソフト事

業と、それに携わる人的な資源が蓄積されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地には、地勢や歴史・文化に培われた自然的資源、産業的資源、歴史的・文化的

資源、景観的資源が多く存在しているとともに、古くから交通の要衝として、県西地域の中

心として栄えてきたことから、鉄道や道路、都市福利施設、商業施設などが充実している。 

また、これらの物的資源や施設といったハード面だけではなく、それらを支える人的資源

や事業、まちづくり活動、地域コミュニティなどのソフト面についても、同様に備わってい

ることがうかがえる。 

これらのストックは、中心市街地における生活利便性の面でも、中心市街地外からの誘客

の面でも、本市の中心市街地の強みであり、その活性化の可能性を高める素材であることか

ら、それらを十分に活かしていくべきでる。 

「既存ストック」についてのまとめ 

小田原マルシェ 街かど博物館体験ツアー 小田原おでん祭り 
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（４）統計的データによる把握・分析 

① 人口関連データ                                      

ア．人口及び世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市全体の人口は、平成 11（1999）年にピーク（200,692 人）を迎え、それ以降は少しずつ減少

している。一方で、中心市街地の人口は、平成 16（2004）年まで減少の一途をたどっている。 

・市全体における中心市街地の人口の占める割合（占有率）も、平成元（1989）年の 6.4%から、

平成 24（2012）年には 5.5%に減少している。 

・これは、古くから形成された中心市街地であることによる既存住宅の老朽化や居住者の高齢化、

さらには住宅圏の拡大などによるものと推察される。 

・なお、中心市街地の人口及び世帯数は、平成 17（2005）年から増加に転じているが、これには

マンション需要の高まりと高度地区（建築物の絶対高さの制限）の都市計画決定（平成 17年 6

月告示、平成 18年 10 月施行）に伴う加速化があるものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.0% 

減少 2.6% 

増加 

＜ 人口（H1→H24）の増減 ＞ 

●人口は、中期的にみると、市全体では微増して

いるのに対し、中心市街地では大幅に減少して

おり、中心市街地の人口占有率も低下してい

る。 

⇒中心市街地における人口減少が著しいことを

示している。 

中心市街地 市全体 

○高度地区（建築物の絶対高さの制限）の都市計画決定に伴う加速と推察されるマンションは 4棟 321世帯 

○中心市街地における 1 世帯当たりの人口（平成 24 年）は約 2.22 人であることから、人口想定は 713 人（321

世帯×2.22人） 

⇒これらを除くと、人口、世帯数とも、概ねそれまでのトレンドのとおりと見込まれる。 

市全体と中心市街地の人口の推移（資料：小田原市統計月報（各年 10月 1 日現在）） 
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イ．高齢化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年齢別人口構成比では、65 歳以上の割合を表す高齢化率が、市全体では 23.5%であるが、中心

市街地は 27.4%と大きくなっている。 

・中心市街地における高齢化率の推移をみても、平成 2（1990）年が 19.8%だったのに対し、平成

22（2010）年には 27.4%に上昇しており、この 20 年間で、5 人に 1 人にも満たなかった高齢者

が 4人に 1人以上となっている。 

 

 

 

 

27.4% 

●中心市街地は、人口の減少とともに、最近 20 年間の推移をみても、市全体と比べても、高齢化率が

上がっている。 

⇒中心市街地における高齢化が進展していることを示している。 

中心市街地（H2→H22） 市全体（H22） 

23.5% 

＜ 中心市街地の高齢化率の推移と市全体との比較 ＞ 

19.8% 

中心市街地の人口と世帯の推移（資料：小田原市統計月報（各年 10月 1日現在）） 
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② 商業関連データ                                      

ア．年間商品販売額 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年間商品販売額は、市全体がピークである平成 3年度の約 6,936.3 億円から平成 19（2007）年

度には約 4,288.7億円に 38.2%減少しているのに対し、中心市街地はピークである平成 3（1991）

年度の約 1,778.9億円から平成 19（2007）年度には約 793.8 億円に 55.4%減少している。 

・中心市街地の占有率も、平

成 3（1991）年度は 25.6%

だったのに対し、平成 19

（2007）年度は 18.5%にま

で落ち込んでいる。 

・これは、バブル崩壊などの

経済情勢や郊外への大規模

小売店舗の進出、歩行者及

び自転車通行者数や居住人

口の減少などによるものと

推察される。 

 

 

38.2% 

減少 

55.4% 

減少 

＜ 年間商品販売額（H3→H19）の増減）＞ 

●中心市街地における年間商品販売額は減少の

一途であり、その減少率も市全体として非常

に大きい。 

⇒中心市街地における消費活動、購買力の低下

が著しいことを示している。 

中心市街地 市全体 

H22年齢区分別人口の割合 

（資料：平成 22 年国勢調査） 

中心市街地の年齢区分別人口の推移 

（資料：国勢調査） 

年間商品販売額の推移（資料：商業統計） 

54,371,212  

69,363,096  

58,994,086  
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中心市街地 
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65 歳以上 

15～64 歳 
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イ．事業所（店舗）数及び売場面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業所（店舗）数は市全体も中心市街地も同程度減少しているが、売場面積は、市全体が 4 割

以上増加している一方で、中心市街地は 3 割以上減少している。 

・売場面積の中心市街地の占有率も、昭和 63（1988）年度は 49.3%で約 5 割であったのに対し、

平成 19（2007）年度は 23.8%で、1/4以下にまで落ち込んでいる。 

・中心市街地は、商品販売額が落ち込んでいるうえに、売場面積も縮小している状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.4% 

減少 

41.9% 

増加 

＜ 売場面積（S63→H19）の増減）＞ 

●中心市街地に売場面積は減少の一途であり、一

方、市全体としては増加傾向にある。 

⇒中心市街地の商圏の縮小と、販売力の低下が著

しいことを示している。 

中心市街地 市全体 

事業所数の推移（資料：商業統計） 
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市全体 

中心市街地 

売場面積の推移（資料：商業統計） 
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ウ．商店街流動客 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地の商店街流動客数は、平成元（1989）年の 161,810人から、平成 23（2011）年には

62,123人となり、約 10万人、61.6%減少しており、著しい衰退がみられる。 

・いずれの商店街も、昭和 61（1986）年から平成 3（1991）年あたりに流動客数のピークを迎え

ており、平成 16（2006）年ごろまで減少の一途をたどり、その後、横ばいの状態が続いている。 

・年度や商店街の位置によって多少の変動はみられるが、概括的には、小田原駅から離れるほど

流動客数が少ないことが分かる。 

・これらは、郊外への大規模小売店舗の進出や、中心市街地の大規模小売店舗の相次ぐ撤退など

の影響を受け、集客力と回遊性が低下していることなどによるものと推察される。 

 

 平成元年 平成 23年 増減率 

東通り 6,636 4,669 -29.6% 

駅前通り 20,495 5,843 -71.5% 

おしゃれ横丁 9,558 4,771 -50.1% 

お城通り 14,016 5,432 -61.2% 

錦通り 29,486 14,847 -49.6% 

中央通り 6,234 2,406 -61.4% 

栄通り 4,654 1,990 -57.2% 

お堀端通り 20,403 4,060 -80.1% 

ダイヤ街 23,761 6,420 -73.0% 

緑一番街 6,021 2,738 -54.5% 

銀座通り 7,659 2,467 -67.8% 

竹の花通り 3,870 2,263 -41.5% 

大工町通り 5,475 2,817 -48.5% 

国際通り 1,718 720 -58.1% 

青物町通り 1,824 680 -62.7% 

合計 161,810 62,123 -61.6% 

 

 

 

 

6.2 
万人 

16.2万人 

＜ 中心市街地における商店街流動客数の推移 ＞ 

●中心市街地の通行量（商店街流動客数）は、大

幅に減少しており、小田原駅から離れるほど少

なくなっている。 

⇒中心市街地における著しい消費活動、購買力の

低下につながっていることを示している。 

平成 23年 平成元年 

61.6%減少 

中心市街地の各商店街の 1 日あたりの流動客数 

（資料：小田原駅周辺主要商店街流動客調査） 
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中心市街地の主要商店街の合計流動客数の推移（資料：小田原駅周辺主要商店街流動客調査） 

中心市街地の主要商店街の流動客数の比較（資料：小田原駅周辺主要商店街流動客調査） 

中心市街地の主要商店街の流動客数イメージ 

（資料：平成 23 年小田原駅周辺主要商店街流

動客調査） 

小田原駅 

流動客数 4,000 人以上 

流動客数 2,000 人以上 

     4,000 人未満 

流動客数 2,000 人未満 

【 凡 例 】 
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【近】← 小田原駅からの概ねの距離 →【遠】 
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③ 土地・建物関連データ                                      

ア．空き店舗数・空き店舗率 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地における店舗・オフィス系の建築物のうち、空きが 322 店舗、約 18%（空店舗率）

を占め、平成 15（2003）年度に比べて 96.3%増加している。 

・この中には、通りに面した路面店も多く、中心市街地の商店街の空洞化を象徴する光景にもな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．未利用地・低利用地 

 

 

 

 

 

 

 

 

・宅地のうちの更地や雑種地を未利用地、低利用地としてみると、中心市街地におけるそれらは、

平成 3（1991）年は 55,804㎡であったのに対し、平成 24（2012）年には 140,440㎡に、151.7%

増加している。 

・これは、空き店舗の増加とともに、経済の低迷に伴う利活用の需要の減少や、経営者の高齢化

や後継者不足などによるものと推察される。 

164 店舗 

9.3% 

322 店舗 

17.9% 

＜ 中心市街地における空き店舗数、空き店舗率の推移 ＞ 

●中心市街地における空き店舗数と空き店舗率

は、この 10 年足らずの間に倍増している。 

⇒中心市街地の空洞化が進んでいることを示し

ている。 

平成 15年度 平成 23年度 

55,804 

㎡ 

140,440

㎡ 

＜ 中心市街地における未利用地・低利用地の推移 ＞ 

●中心市街地における未利用地・低利用地の面積

は、これまでの約 20 年で、2.5 倍以上に増加

している。 

⇒中心市街地における土地利用が後退し、空洞化

が進んでいることを示している。 

平成 3 年 平成 24年 

151.7%増加 
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調
査
を
実
施
せ
ず 

空き 

営業中 

中心市街地における空店舗数の推移（資料：小田原市中心市街地商店街実態調査） 
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ウ．地価水準 

・中心市街地における地価は、平成 6（1994）年から平成 24（2012）年までの間で、各地点の平

均で 71.8%減少しており、特に小田原駅周辺で比較的下落率が大きい。 

・一方で、近年は下げ止まりの傾向をみせている。 

 

－公示地価の推移－                      （単位：千円／㎡、各年 1月 1日現在） 

区分 公示地点 平成 6年 平成 12年 平成 18年 平成 24年 
増減率 

（H6→H24） 

商業地 1 栄町 2-1-29 3,340 1,460 710 696 -79.2% 

商業地 2 栄町 2-15-22 595 259 170 162 -72.8% 

商業地 3 栄町 1-13-18 1,500 569 231 217 -85.5% 

商業地 4 南町 1-9-25 405 247 168 154 -62.0% 

商業地 5 栄町 2-12-4 1,150 465 263 241 -79.0% 

商業地 6 浜町 1-1-43 590 268 174 171 -71.0% 

商業地 7 栄町 2-9-10 2,500 1,080 493 468 -81.3% 

商業地 8 城山 1-14-1 809 383 212 204 -74.8% 

住宅地 9 南町 2-4-28 285 227 166 169 -40.7% 

      平均 -71.8% 

（資料：国土交通省地価公示） 

 

 

 

 

中心市街地における更地（宅地）及び雑種地の推移 

（資料：小田原市資産税課（各年 1月 1日現在）） 
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④ 交流活動関連データ                                    

ア．小田原駅利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小田原駅の 1日あたりの乗車人員は、平成 7（1995）年の 108,902人をピークに、平成 22（2010）

年には 94,082人にまで減少している一方、平成 12（2000）年からはほぼ横ばいである。 

・利用者には、定期利用と定期外利用があり、定住人口、交流人口の停滞、減少に影響している

ことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．入込観光客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,381 人 

＜ 小田原駅の 1 日あたり利用者数の推移 ＞ 

●小田原駅の利用者数が、最近 20 年で、1 割

以上減少している。 

⇒小田原駅を利用する定住人口、交流人口の停

滞、減少を示唆している。 

平成 2 年 平成 22年 

94,082 人 

11.6%減少 

＜ 入込観光客数の増減（H4→Ｈ22）＞ 

●入込観光客数が、市全体では中期的には横ばい、

短期的には増加傾向にあるのに対し、中心市街

地では中期的には減少傾向、短期的にも横ばい

となっている。 

⇒中心市街地の魅力の減退と、それによる回遊性、

集客性の低下がうかがえる。 

3.8% 
減少 

34.3% 

減少 

中心市街地 市全体 

小田原駅の乗車人員（1 日平均）の推移 

（資料：平成 23 年神奈川県交通関係資料集） 
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・入込観光客数のピークである平成 4（1992）年と平成 22（2010）年（平成 23（2011）年は東日

本大震災の影響があるため除外）を比較すると、市全体では 3.8%の減少（約 20 万人）にとど

まっているのに対し、中心市街地では 34.3%（約 123万人）の減少となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中心市街地における商業活動の停滞、にぎわいの喪失 

・中心市街地における人口の減少や商店街流動客数の減少、入込観光客数の減少などが、

商業活動の停滞やにぎわいの喪失につながっていることがうかがえる。 

・このことは、年間商品販売額や売場面積が減少したり、空店舗や未利用・低利用地が増

加したりしていることからも、明らかである。 

■中・長期的にみた中心市街地の再生 

・ここで示したデータのすべてが中期的にみると（平成元年前後と比べると）中心市街地

の衰退を示しているが、人口と世帯数、商店街流動客数、入込観光客数などについては、

短期的にみると（ここ数年で比べると）微増か横ばいの傾向にある。 

・しかしながら、昭和 30～40 年代に百貨店などの大型店の相次ぐ出店やそれに伴う店舗集

積が進んだ本市の中心市街地の形成の経緯を踏まえると、中・長期的にみた中心市街地

の再生を図っていく必要があるといえる。 

「統計的データ」についてのまとめ 

入込観光客数の推移（資料：神奈川県入込観光客調査） 
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（５）地域住民等のニーズの把握・分析 

① 総合計画策定時における市民アンケート（小田原市）                            

■調査目的 

平成 23（2011）年度からスタートした第 5 次小田原市総合計画『おだわらＴＲＹプラン』（平

成 23 年 3 月）の策定にあたって、「まちづくりの基本理念・将来像」及び「まちづくりの目標」

を定めるうえで不可欠であった「小田原の都市イメージ・魅力・課題」「地域活動への参加意欲」

などに係る市民意識を把握するため 

 

■調査方法 

実施期間：平成 20（2008）年 9月中旬から 11 月中旬 

調査内容：自由記載による定性調査を基本 

調査方法：学校や各種団体などを対象として配布、公共施設へのアンケート用紙配架、本市ホー

ムページ上のＷＥＢアンケート 

配 布 数：7,030枚 

回 収 数：4,401枚 

回 収 率：62.6% 

 

■分析方法 

・設問に対する自由記述のテキストデータを単語などに分割し、その出現頻度や相関関係などによ

り解析するテキストマイニング手法で分析 

・分析には、テキスト型データを計量的に分析するためのソフトウェアを使用 

 

■アンケート結果（都市イメージなどの概要） 

＜（良い）都市イメージ＞ 

「小田原城を中心とした歴史ある城下町」が 53.6%と突出している。次いで、「豊かな自然（山・

川・海）に恵まれた街」「外国人をはじめ多くの観光客が訪れる観光都市」が 20%を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答含む   Ｎ=4,401 

無回答含まない Ｎ=2,793 
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＜（悪い）都市イメージ＞ 

「小田原駅周辺が寂れ、活気がない」が 39.7%で最も多く、次いで、「歴史ある城下町だが、そ

れを活かせない街」「中途半端な観光都市」「都会でもなく田舎でもなく中途半端な街」が 20%

を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜10～20 年後の将来都市像＞ 

「子供やお年寄りに優しい、安全で安心して暮らせる街」が 43.1%で最も多く、次いで、「子供

達が伸び伸びと遊べ、安心して子育てができる街」が 20%を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答含む   Ｎ=4,401 

無回答含まない Ｎ=1,473 

無回答含む   Ｎ=4,401 

無回答含まない Ｎ=3,709 
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＜小田原の魅力・誇れる点＞ 

「豊富な歴史・文化遺産を有する城下町（城を除く）」が 39.9%と最も多く、次いで、「豊かな自

然（海・山・川）に恵まれている」「小田原城」が 20%を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まちづくりの課題・改善点＞ 

「道路交通に関する課題」が 50.4%で最も多く、大きな分野で括っているため、その他いずれも

20%を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答含む   Ｎ=4,401 

無回答含まない Ｎ=3,291 

無回答含む   Ｎ=4,401 

無回答含まない Ｎ=3,600 
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② 中心市街地活性化勉強会の報告・提言                            

■目的 

平成 21（2009）年 4 月に小田原市中心市街地活性化協議会の開催したセミナーがきっかけとな

った自主的な勉強会であり、参加者が小田原の住民として、事業者として、未来につなげる中心市

街地活性化のためには「どんなまちにしたいか」「どのようなまちがふさわしいか」を討議する場

として開催し、その結果を具体的に実行するための提言とした。 

 

■開催時期と回数 

平成 21（2009）年 5～12 月（全体会議 5 回、グランドデザインを考える分科会 9 回、地下街と駅

周辺地域活性化分科会 8回 開催） 

 

■参加者 

延べ 332 名 

 

■主たる意見 

・コンパクトなまちづくり 

・街なかに出ていきたくなる小田原スタイルのまちづくり 

・駐車場と案内表示、パークアンドライド 

・グランドデザイン 

→ 時代の流れとともに変遷をした小田原には各地区に根ざしたものがあり、さらに引き出し 

ていく。 

→ ①東海道や甲州道、海との関係、②松原神社を中心とした大きな小田原の「へそ」、③江

戸口・箱根口・井細田口の周辺地域にスポットを当てることでお城を広く囲んで発展した

まちが形成される。 

→ 松原神社を中心とした周辺が「小田原駅」「小田原城」と並ぶもう一つの核とすべき。 

・公共でも民間でもできない中心市街地活性化の取組みを行う「まちづくり会社」の早急な立ち上

げ（ギャンブル性がなく、公益性を保ちながらも会社として自立できる次のような事業を行う） 

①来街者のアクセス向上につながる事業 

②にぎわいを創出する事業 

③情報発信事業 

④魅力ある商業活性化を図る事業 

⑤人材育成事業 
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③ 中心市街地活性化戦略調査（小田原箱根商工会議所）                    

■調査目的 

平成 18（2006）年にはいわゆる「まちづくり三法」が改正され、新たな中心市街地活性化の試

みが模索され始めた中、本市においても、小田原箱根商工会議所を中心に民間主導の中心市街地

活性化の方向性が検討され、「団塊の世代」に代表される「元気な中高年」をターゲットとする方

向性が示された中で、今後の中心市街地活性化を議論、検討、推進していくうえで「小田原の実

情や特性」「将来像」を明確にするため（平成 20（2008）年 2 月） 

 

■調査方法 

アンケート配布：合計 13,424 部配布 

・市内の 255 単位自治会に対し、各自治会 5世帯、各世帯 6部の割当てで、自

治会役員経由で 7,960 部配布 

・市内で最近 5年間に建設された総戸数 30戸以上の集合住宅の計 1,066戸に、

各戸 4部の割当てで、4,264 部をポスティング配布 

・市内の協力企業に、各人 6 部の割当てで、1,200部配布 

アンケート回収：郵送による返送の結果、2,204部の有効回答（回収率 16.4%） 

 

■主な調査結果 

＜中心市街地の望ましい将来像＞ 

テーマ 選択肢＝将来像の方向性 ① ② 

生鮮食料品 1. 商店街にある店が充実する 34% 26% 

回答数：2,002 2. 大型スーパーができる 35% 27% 

 3. 「デパチカ」（デパートの地下食品売場）ができる 30% 23% 

  4. どう変わっても増えない 33% 25% 

衣料品 1. 商店街にある店が充実する 38% 30% 

回答数：1,979 2. 量販店（ユニクロやしまむらなど）ができる 36% 29% 

  3. 高級ブランドショップができる 22% 18% 

  4. どう変わっても増えない 29% 23% 

家具・家電製品 1. 商店街にある店が充実する 21% 17% 

回答数：1,958 2. 量販店（ヨドバシカメラやビックカメラなど）ができる 53% 42% 

  3. アンティークやアジアンの家具・雑貨店が増える 21% 17% 

  4. どう変わっても増えない 30% 24% 

営業形態 1. 郊外の大規模店と同じ品揃えになる 47% 36% 

回答数：1,915 2. 夜遅くまで営業する店が増える 40% 31% 

 3. 高級品の品揃えを充実させる 19% 14% 

  4. どう変わっても増えない 25% 19% 

病院・介護・福祉 1. 病院の診療時間が延びる 59% 42% 

回答数：1,930 2. 保育施設が充実する 18% 13% 

  3. 高齢者介護施設が充実する 40% 28% 

  4. どう変わっても増えない 23% 17% 
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テーマ 選択肢＝将来像の方向性 ① ② 

飲食店 1. 小田原を売り物にした飲食店が増える 42% 33% 

回答数：1,914 2. 夜遅くまで営業する飲食店が増える 40% 32% 

  3. 高級レストランが増える 21% 17% 

  4. どう変わっても増えない 24% 19% 

駐車場 1. 1時間 300円程度の駐車場がもっと増える 19% 16% 

回答数：1,959 2. 無料駐車場が増える 76% 63% 

  3. 路上のパーキングメータが増える 10% 8% 

  4. どう変わっても増えない 15% 13% 

イベント 1. 古くからの祭りにしぼって充実させる 35% 30% 

回答数：1,866 2. 一般市民が自由に参加できる祭りを増やす 43% 36% 

  3. 一般市民が企画や運営に携われる祭りを増やす 16% 13% 

  4. どう変わっても増えない 26% 22% 

環境 1. 歴史を感じさせる町なみを広げる 60% 38% 

回答数：1,969 2. 子どもも遊べる公園などを増やす 40% 26% 

  3. 街路樹など緑が増える 43% 27% 

  4. どう変わっても増えない 13% 8% 

※（複数回答のため）①は回答者数に対する割合、②は回答数に対する割合 

 

将来像のイメージを、選択肢の順に次の 4

つの傾向に分類 

■改善志向 

現在の商店街の商品やサービスを前提に、

その「改善」を求める傾向 

■郊外志向 

中心市街地に、量販店や大型店のような

「郊外」型の商品やサービス求める傾向 

■高級志向 

中心市街地に、百貨店のような、「高級」

な商品やサービスを求める傾向 

■否定志向 

中心市街地が足を向ける可能性を完全に

「否定」する傾向 

テーマ 
改善 

志向 

郊外 

志向 

高級 

志向 

否定 

志向 

生鮮食料品 34% 35% 30% 33% 

衣料品 38% 36% 22% 29% 

家具・家電製品 21% 53% 21% 30% 

営業形態 47% 40% 19% 25% 

病院・介護・福祉 59% 18% 40% 23% 

飲食店 42% 40% 21% 24% 

駐車場 19% 76% 10% 15% 

イベント 35% 43% 16% 26% 

環境 60% 40% 43% 13% 

 

＜小田原駅周辺での観光の認知度と満足度＞ 

  
最近 5 年間 

行ったこと 

あり 

行ってみたい 

＋ 

また行きたい 

「また」 

行きたい 

「これから」 

行きたい 

行った 

＋ 

「これから」 

認知度 

満足度 
回答計 

小田原城天守閣 51% 21% 32% 7% 28% 低低 2,065 

小田原駅周辺まちあるき 42% 26% 42% 8% 24% 低低 2,066 

街かど博物館 16% 15% 44% 9% 12% 低低 2,065 

ひものやかまぼこの製作体験 8% 12% 30% 11% 9% 低低 2,066 

寄木細工やちょうちんの製作体験 6% 14% 28% 13% 9% 低低 2,066 
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最近 5 年間 

行ったこと 

あり 

行ってみたい 

＋ 

また行きたい 

「また」 

行きたい 

「これから」 

行きたい 

行った 

＋ 

「これから」 

認知度 

満足度 
回答計 

小田原おでんを食べる場所 14% 19% 41% 13% 13% 低低 2,066 

城下町おだわらツーデーマーチ 11% 14% 53% 9% 10% 低高 2,066 

小田原城周辺の花見（梅、桜、菖蒲など） 60% 48% 65% 18% 34% 低高 2,066 

北條五代祭り・神社祭り 46% 32% 51% 15% 28% 低高 2,064 

ちょうちん夏祭り 28% 21% 45% 11% 18% 低低 2,066 

小田原・港の朝市、みなと祭り 19% 29% 57% 23% 19% 低高 2,066 

御幸の浜花火大会 26% 29% 60% 16% 20% 低高 2,066 

小田原映画祭 4% 15% 42% 13% 9% 低低 2,066 

産業まつり 20% 18% 54% 8% 15% 低高 2,066 

板橋・秋の交流会 5% 9% 64% 7% 6% 低高 2,065 

※中心市街地の区域外のものも一部含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民などに対するアンケートや調査によると、中心市街地を中心とした都市のイメー

ジや魅力、誇れる点については、小田原城や城下町、なりわいなどの歴史的・文化的資産や、

豊かな自然、交通の利便性が挙げられている。また、中心市街地におけるニーズとしては、

生鮮食料品や衣料品、家具・家電製品などについて、大型量販店と商店街の店舗の充実が望

まれているほか、将来都市像としては、安全で安心して暮らせるまち、安心して子育てがで

きるまちが望まれている。一方で、小田原駅周辺における観光の認知度や満足度については、

低いものが多くなっている。 

今後、中心市街地の活性化を図っていくうえでは、歴史的・文化的な資源を活かすととも

に、その認知度、満足度を上げていくことと、交通の利便性を活かしつつ、安全で安心して

暮らせるまちを目指していくことが必要になるといえる。 

「地域住民等のニーズ」についてのまとめ 
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（６）中心市街地における課題 

中心市街地の現状やニーズ、これまでの取組みや既存ストックなど踏まえ、中心市街地の活性化に

向けた課題を、次の 3つに整理する。 

 

 

 

これまでの推移と現状をみると、入込観光客数の減少（H4比 34.3%、年間約 123万人減少）や通行

量の減少（H1 比 61.6%減少）、小田原駅利用者数の減少（H2 比 11.6%減少）などから、本市の中心市

街地に訪れる人、滞在する、回遊する人が少なくなってきていることが推察される。 

本市の中心市街地には、「小田原城天守閣」をはじめ、「清閑亭」「小田原文学館」「街かど博物館」

など歴史的、文化的資源や、小田原城址公園を中心としたイベントや「小田原どん」などの地域資源

を活用したソフト事業などといった、地域資源と言えるストックが存在しているとともに、商店街な

どの一定規模の商業エリアが展開されている。 

しかしながら、小田原駅周辺での観光の認知度と満足度に係る調査によると、多くのコンテンツが

認知度も満足度も低い結果となっていることから、その潜在的なニーズも踏まえ、来街者を増やすこ

と、滞在する人、回遊する人を増やすことが課題となっている。 

そのためには、認知度を高めるためのプロモーションを前提として、既存ストックを活かしながら、

交通拠点と回遊スポットの連携の向上や回遊性に配慮したもてなし空間づくり、培われてきた歴史

的、文化的な地域資源のブラッシュアップなどが必要となってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地における人口は、近年のマンション需要等に伴う短

期的な増加はあるものの、中期的なトレンドとしては減少傾向が

みられるとともに、高齢化も市全体に比べると大きく進行してい

る。 

中心市街地は、鉄道 5 路線が乗り入れ、東京駅まで東海道新幹

線で約 35分である小田原駅を徒歩圏内としており、交通至便性が

非常に高く、また、中心市街地及びその隣接地域には公共公益施

設や医療機関、福祉施設、教育機関、商業施設などが集積しており、生活利便性は非常に高いといえ

る。 

一方で、中心市街地の望ましい将来像の調査によると、医療施設や高齢介護施設、さらには街なみ

や公園、街路樹などの住環境に対するニーズが多い実態となっているほか、東日本大震災を経て、防

【課題①】交流人口の減少  ⇒ 滞在性・回遊性の向上、来街者の増加 

【課題②】定住人口の減少  ⇒ 生活利便性の向上、良好な住環境の整備、居住者の増加 

小田原城天守閣 

小田原駅 

清閑亭 小田原文学館 
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災対策や暮らしを支えるコミュニティなどに対するニーズに高まってきていることが推察される。 

こういったことから、快適に暮らせる住環境の形成や暮らしを支える商店街の再生、安心安全ネッ

トワークの構築など、良好な住環境を整備していくことが求められている。 

 

 

 

中心市街地の経済活動は、年間商品販売額の長期的かつ大幅な減少傾向をみても分かるとおり、低

迷を続けており、売場面積と従業員数の減少にもつながっている。 

本来消費をする定住人口と交流人口の減少が中心市街地における購買力の低下につながっている

と考えられることから、それらを回復基調に乗せるとともに、消費する場や機会を創出することが、

地域（中心市街地）経済の再生につながっていくといえる。 

そのために、購買意欲の沸く商業・業務機能の集積に向けた整備や、これまでとは異なる、地域性

や地域資源を活かした産業振興などを図っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題③】地域経済の低迷  ⇒ 交流・定住人口の増加、消費の場と機会の創出 

【課題①】 

交流人口の減少 

↓ 

滞在性・回遊性の向上 

消費の場と機会の創出 

来街者の増加 

【課題②】 

定住人口の減少 

↓ 

生活利便性の向上 

良好な住環境の整備 

居住者の増加 

【課題③】 

地域経済の低迷 

↓ 

交流・定住人口の増加 
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[３] 中心市街地の活性化に関する基本的な方針  

（１）テーマと基本方針、目指すべき将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■テーマ 

これまで、旧基本計画に位置付けられた事業など、さまざまな中心市街地活性化の取組みを進めて

きたものの、依然として、商品販売額や売場面積、事業所数、居住人口、歩行者通行量などが減少、

あるいは伸び悩み、中心市街地の活性化の必要性が浮き彫りとなっている。 

これまで取り組んできた事業には、形を変え発展する形で現在に引き継がれているものもあるが、

多くは短い事業年限で終始している。また、長引く景気の低迷や少子高齢化社会の進展、東日本大震

災後の人々の価値観の変化をはじめ、社会経済情勢が大きく変わりゆく中で、それは中心市街地にお

いても例外ではなく、物質的な豊かさよりも心の豊かさが優先されてきているように、一過性の活性

化策ではなく、地域資源を限りなく活かし、人々の生活や暮らしぶりに根付いた継続的で蓄積性のあ

る活性化策を進めていく必要がある。 

これらのことから、中心市街地の活性化のテーマを、「フローからストックによる中心市街地の再

生 ～一過性の活性化策から蓄積性のある活性化策へ～」とする。 

 

■基本方針 

交流人口や定住人口の減少、中心市街地の経済の低迷などのこれまでの課題、中心市街地の活性化

のテーマ、目指す将来像を踏まえ、その基本方針を次のとおり定める。 

なお、これらの基本方針の推進にあたっては、中心市街地における“歴史・文化・ないわいの息吹”

や“まちづくりの熱・地域コミュニティの力”を生み出し、活かし、高めることをエッセンスとして

取り組み、小田原ならでは地域性を活かした、質を伴った交流人口及び定住人口の増加を図っていく

こととする。 

 

【課題①】交流人口の減少 ⇒ ＜基本方針①＞ 訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり 

【課題②】定住人口の減少 ⇒ ＜基本方針②＞ 住みたくなる・暮らしやすいまちづくり 

【課題③】地域経済の低迷 ⇒ ＜基本方針③＞ 持続可能な地域経済の再構築 

歴史都市として培われてきた地域資源や人々のなりわいを通じて、 

多くの人が行き交い、豊かな時間を味わうことができるにぎわいのある中心市街地 

 

将来像 

フローからストックによる中心市街地の再生 

～ 一過性の活性化策から蓄積性のある活性化策へ ～ 

テーマ 
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＜基本方針①＞ 訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり 

・歴史的、文化的な地域資源の活用と、商業・業務機能などの都市基盤の整備、集積と、それら

の連携により、中心市街地への来街者の増加とその滞在性、回遊性の向上を図る。 

・まちづくりを担う多様な主体の活動に支えられる小田原の歴史・文化・なりわいなどを活かし、

高めながら、質の高い魅力を発信、提供し、交流人口の増加につなげる。 

 

＜基本方針②＞ 住みたくなる・暮らしやすいまちづくり 

・街なかで快適に暮らすことのできる居住空間の創出と、人々が安心して暮らしやすい街なかの

住環境づくりを進める。 

・中心市街地の歴史、文化、なりわいの息吹や、まちづくりへの参画、地域コミュニティとの調

和などを意識した、質を伴った優良な居住空間や住環境を創り込むことにより、定住人口の増

加につなげる。 

 

＜基本方針③＞ 持続可能な地域経済の再構築 

・交流人口の増加と定住人口の増加をきっかけとして、中心市街地における継続的なにぎわいの

創出を持続可能な地域経済の構築につなげる。 

・地域経済を持続可能なものとするために、地域における生産から製造、流通・販売、消費に至

る経済的な循環型のシステムづくりだけでなく、地域における人のつながりやネットワークづ

くりも合わせて図り、地域コミュニティの再生にもつなげる。 

 

■目指すべき将来像 

小田原城や各地区のお祭り、地域住民の生活など、歴史、伝統、文化が息づく「歴史・伝統・生活

文化のある街」の特性を活かし、歴史的背景を踏まえたまちの姿を随所に取り入れながら、それぞれ

の地域特性を活かしたゾーニングをすることで、中心市街地の独自性を育み、住民にとってより暮ら

しやすく、生活スタイルが向上するまちが将来像の原点となる。そして、こうした取組みが来街者に

とっても中心市街地の魅力となり、交流人口の拡大や定住人口の増加にもつながっていくことになる

といえる。 

これまでの課題も踏まえ、住民と来街者でにぎわいのあるまちを目指し、その将来像を「歴史都市

として培われてきた地域資源や人々のなりわいを通じて、多くの人が行き交い、豊かな時間を味わう

ことができるにぎわいのある中心市街地」とする。 

 

（２）将来像を見据えたゾーン形成【ゾーン形成によるライフスタイルの追求】 

各ゾーンが持つ特性を強みと捉え、それを最大限に発揮することで、戦略的に来街者へ魅力を発信

するとともに、住民にとっての居住価値を高め、豊かな時間や空間を創出する。 

 

○小田原駅周辺： 広域交流ゾーン 

県西地域の生活拠点及び富士・箱根・伊豆交流圏の玄関口である小田原駅を中心に、商業・観光・

交通・情報などの拠点としての機能を集中的に配置し、広域交流を促進する。 
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○小田原城周辺： 歴史・文化ゾーン 

小田原城跡を中心に、市民や来街者が小田原の歴史・文化に関する理解や認識を深めることので

きるゾーンとする。 

 

○千度小路周辺： 伝統の街なみ形成ゾーン 

かまぼこや削り節、干物などの水産加工業にみる歴史と伝統を受け継ぐなりわいと一体となった

良好な環境を形成し、観光商業の充実を図る。 

 

○城山・栄町三丁目・国際通り周辺： 複合市街地ゾーン 

居住環境と生活サービス、商業・業務機能が調和した、地域コミュニティの再生による商店街の

活性化を目指す。 

 

○西海子小路周辺： 住居・文教ゾーン 

武家屋敷の面影を残す閑静な街なみ景観の保全に努めるとともに、小田原文学館の活用を進め、

本市にゆかりのある文学者の発掘・紹介などを行い、歴史と文学のまち・小田原の個性を強化す

る。 

 

（ゾーン形成図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域交流ゾーン 

歴史・文化ゾーン 

伝統の街なみ形成ゾーン 

複合市街地ゾーン 

住居・文教ゾーン 

小田原城址公園 

小田原駅 
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２．中心市街地の位置及び区域 

 

[１] 位置 

位置設定の考え方 

本市は、神奈川県西部に位置し、戦国時代から江戸時代にかけて、現在の小田原駅周辺である小田原

城や東海道を中心に繁栄した。 

明治後期から大正中期にかけては、国府津・湯本間に馬車鉄道、のちに電気鉄道、小田原・熱海間に

人車鉄道、軽便鉄道が開通し、鉄道の要衝として栄えた。大正 9（1920）年に熱海線が国府津から小田

原まで通じ、さらに昭和 9（1934）年に丹那トンネルが開通して熱海線が東海道本線になると、小田原

は交通の要衝として脚光を浴びるようになった。現在、小田原

駅にはＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、小田急線小田原線、

箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道大雄山線の 5 路線が乗り入れ、近

隣県市町への交通の結節点となっている。 

このような背景から、小田原駅周辺は、小田原の中心として

都市づくりの歴史・文化と都市機能の集積を持つとともに、広

域交流拠点として多くの人が行き交う中で都市成長を続けてき

た地域であり、今後も、小田原市の都市基盤を担う地域である

ことから、この地域を本市の中心市街地に位置付ける。 

なお、『小田原市都市計画マスタープラン』（平成 23年 3月）においては、小田原駅周辺を広域交流拠

点として位置付け、県境を越えた都市づくりを念頭に置きながら、県際の交流拠点にふさわしい商業・

業務の集積地として、高度利用の促進と駅前広場など、公共空間の再整備や確保により快適な市街地形

成の再編を図ることとしている。 

（位置図） 

 

小田原駅 
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[２] 区域 

区域設定の考え方 

■区域についての考え方 

中心市街地の区域は、概ね次の視点に基づき、次の「区域の境界となる部分」及び区域図のとおり、

約 170ha とする。 

【視点①】交通機能の集積している区域 

鉄道 5 路線が乗り入れ、多くのバス路線も発着している小田原駅や、東西を走る国道 1 号など、交通

機能が集積している区域であることから、交流人口の増加や回遊性の向上につながると考えられる。 

【視点②】商業・都市機能が集積している区域 

城下町・宿場町として栄えた歴史や小田原駅に商業的な発展を遂げてきた背景から、すでに一定程度

の商業・都市機能が集積している区域であり、これらの活用、再生を図ることで、来街者や居住者の

増加につながると考えられる。 

【視点③】商業・都市機能の集積や街なか居住を進める区域 

新たな商業・都市機能の集積や街なか居住を進めることが、その活性化に大きく寄与すると考えられ

る区域で、中心市街地活性化に係る事業を総合的かつ一体的に進めることにつながると考えられる。 

 

■区域（大字） 

栄町一～三丁目、浜町三丁目、本町一～四丁目、城内、南町一～四丁目、城山一（一部）・二（一部）

丁目 

 

■区域の境界となる部分 

・北側：ＪＲ東海道本線、小田原駅西口北側（城山一丁目（一部）） 

・東側：市道 0015、浜町三丁目 

・南側：海岸線 

・西側：早川、南町四丁目 

（区域図） 

 

 

 

小田原城址公園 

小田原駅 
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[３] 中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第 1号要件 

当該市街地に、相当数

の小売商業者が集積

し、及び都市機能が相

当程度集積しており、

その存在している市

町村の中心としての

役割を果たしている

市街地であること 

■商業機能の集積 

・中心市街地の商業の事業所数は、減少傾向にあるものの、市全体の事業所うち

約 30%が集積（平成 19（2007）年）しているのをはじめ、従業者数や年間商品

販売額、売場面積もいずれも市全体の 20%前後を占めていることから、地域経

済における中心的な役割を担っている。 

 

 市全体 中心市街地 占有率 

事業所数 2,460 事業所 746事業所 30.3% 

従業者数 18,455人 4,409 人 23.9% 

年間商品販売額 42,887,354万円 7,938,601万円 18.5% 

売場面積 245,769㎡ 58,544㎡ 23.8% 

（資料：平成 19 年商業統計） 

 

■業務機能の集積 

・すべての業種の市全体の事業所のうち、約 20%が中心市街地の集積し、約 24%

の従業員が働いていることから、業務機能の面においても、地域経済における

中心的な役割を担っている。 

 

 市全体 中心市街地 占有率 

事業所数 8,991 事業所 2,168 事業所 24.1% 

従業者数 93,492人 18,664人 20.0% 

（資料：平成 21 年経済センサス基礎調査） 

 

■都市機能の集積 

・中心市街地の中心には、鉄道 5 路線が乗り入れ、1 日に約 9.4 万人が利用（乗

降）する小田原駅が存在している。 

・中心市街地には、公共職業安定所、地方裁判所支部、公証役場、消防署、郵便

局、社会福祉センター、スポーツ会館、市民会館、市立図書館、郷土文化館、

市民活動サポートセンター、起業家支援センターなど、多数の公共公益施設の

ほか、一定規模以上の複数の病院や小学校、高校、大学も立地しており、都市

機能においても中心的な役割を果たしている。 

・また、区域に隣接する行政拠点エリアにも、市役所、市立病院、生涯学習セン

ター本館、県政総合センター、税務署、警察署などの公共公益施設の集積が図

られている。 

 

■広い交流圏の中心地 

・市内には 18 の鉄道駅があり、小田原駅は 5 路線が乗り入れる一大ターミナル

駅となっている。 



２．中心市街地の位置及び区域 

- 43 - 

要 件 説 明 

・1日の小田原駅利用者（乗車人数）は約 9.4万人（平成 22（2010）年度）で、

市内の各地域や近隣市町をはじめとした通勤・通学者、あるいは東京・横浜方

面からの観光客を有する中心地である。 

 

＜総括＞ 

中心市街地の区域は、商業・業務機能、都市機能が限られた範囲に高密度で集

積し、また、小田原駅を中心に交流拠点としてもさまざまな都市活動が展開され

ている。 

このように、本市では中心市街地を中心に商圏や通勤・通学圏が形成されてい

るほか、本市ばかりでなく、県西地域の市町においても経済的、社会的に中心的

な役割を担っている地域となっている。 

 

第 2号要件 

当該市街地の土地利

用及び商業活動の状

況等からみて、機能的

な都市活動の確保又

は経済活力の維持に

支障を生じ、又は生ず

るおそれがあると認

められる市街地であ

ること 

■商業機能の低下 

・昭和 63（1988）年と平成 19（2007）年の売場面積を比較すると、31.4%減少し

ている。市全体では 41.9%増加していることから、中心市街地の落込みが激し

いことを表している。 

・平成 10（1998）年 8 月のクレディセゾン志澤店（7,599 ㎡）、平成 11（1999）

年 1月の丸井電器館（1,486 ㎡）、平成 13（2001）年 10月の丸井小田原店（6,469

㎡）の撤退により販売活動ではない空間として利用されるようになったり、平

成 19（2007）年 6月のアミーおだちかの閉店により地下街が未利用のままにな

っていたりしていることが、売場面積の減少に影響を与えている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昭和 63（1988）年と平成 19（2007）年をそれぞれ比較すると、中心市街地と

市全体の事業所数はいずれも 28%前後の減少であるものの、商品販売額は市全

体が 21.1%の減少であるのに対して中心市街地が 49.2%の減少、従業員数は市

全体が 4.6%の減少であるのに対して中心市街地が 28.3%の減少となっており、

中心市街地における経済効果や雇用創出が落ち込んでいる。 

売場面積の推移（資料：商業統計） 
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要 件 説 明 
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従業員数の推移（資料：商業統計） 

事業所数の推移（資料：商業統計） 
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年間商品販売額の推移（資料：商業統計） 
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要 件 説 明 

■業務機能の低下 

・すべての業種の事業所数について、昭和 61（1986）年と平成 21（2009）年を

比較すると、中心市街地は 22.3%減少している。市全体では 11.1%しか減少し

ていないことから、中心市街地の落込みが激しいことを表している。市全体の

事業所のうち、中心市街地の事業所が占める割合も、昭和 61（1986）年が 27.6%

だったのに対し、平成 21（2009）年は 24.1%に減少しており、同様の傾向がう

かがえる。 

・すべての業種の従業者数について、昭和 61（1986）年と平成 21（2009）年を

比較すると、中心市街地は 12.3%減少している一方で、市全体では 2.5%増加し

ている。また、ピーク時である平成 8（1996）年と比較すると、中心市街地は

24.9%の減少、市全体は 10.7%の減少となっている。市全体の従業者のうち、中

心市街地の従業者が占める割合も、昭和 61（1986）年が 23.3%だったのに対し、

平成 21（2009）年は 20.0%に減少しており、中心市街地における経済活力の低

下を表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全業種の事業所数の推移 

（資料：S61～H18 は事業所・企業統計調査、H21は経済センサス基礎調査） 

全業種の従業者数の推移 

（資料：S61～H18 は事業所・企業統計調査、H21は経済センサス基礎調査） 
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■空き店舗の増加 

・平成 15（2003）年度から中心市街地の商店街において実態調査を実施している

が、空き店舗数は平成 23（2011）年度までにほぼ倍増しており、増加傾向にあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■未利用地・低利用地の増加 

・中心市街地において、未利用、あるいは低利用となっている土地の面積は、平

成 3（1991）年は 55,804 ㎡であったのに対し、平成 24（2012）年には 140,440

㎡にまで増加の一途をたどっており、2.5倍以上の増加となっている。 
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中心市街地における空店舗数の推移 

（資料：小田原市中心市街地商店街実態調査） 

中心市街地における更地（宅地）及び雑種地の推移 

（資料：小田原市資産税課（各年 1月 1日現在）） 
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要 件 説 明 

■歩行者通行量の減少 

・平成 23（2011）年の歩行者通行量は約 6.2万人で、ピークである平成元（1989）

年の約 16.2 万人と比べて約 10 万人、60%以上減少している。 

・駅からの距離と歩行者通行量の相関関係については、調査地点の通りの形状な

どにもよるが、概ね、小田原駅から離れるほど通行者数が少なくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地の主要商店街の合計流動客数の推移（資料：小田原駅周辺主要商店街流動客調査） 
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中心市街地の主要商店街の流動客数の比較（資料：小田原駅周辺主要商店街流動客調査） 
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要 件 説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口の減少 

・本市の人口は平成 12（2000）年にピークを迎え、それ以後減少しているが、中

心市街地については、昭和 30 年代半ばにピークを迎えた後、平成に入ってか

らも緩やかに減少を続けている。 

・中心市街地の人口は、中長期的には減少傾向にあるものの、近年は増加、横ば

いの傾向にある。これは、マンション需要の高まりと高度地区（建築物の絶対

高さの制限）の都市計画決定（平成 17 年 6 月告示、平成 18 年 10 月施行）に

伴う加速化があるものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市全体と中心市街地の人口の推移 

（資料：小田原市統計月報（各年 10月 1 日現在）） 

中心市街地の主要商店街の流動客数イメージ 

（資料：平成 23 年小田原駅周辺主要商店街流

動客調査） 
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要 件 説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総括＞ 

ここ数年は一部でやや回復傾向が見られる部分もあるものの、全体的かつ中長

期的には中心市街地のさまざまな集積が低下し、衰退傾向にあり、市全体の経済

活力が低下してきていることから、機能的な都市活動の確保や経済活力の推進に

支障を生ずるおそれがある。  

これ以上の衰退に歯止めをかけ、再びにぎわいと活力ある中心市街地とするた

めに喫緊の対応が求められている。 

 

第 3号要件 

当該市街地における

都市機能の増進及び

経済活力の向上と総

合的かつ一体的に推

進することが、当該市

街地の存在する市町

村及びその周辺の地

域の発展にとって有

効かつ適切であると

認められること 

■広い商圏を持つ市街地 

・小田原駅周辺の集客強度をみると、県西地域 2市 8町の住民が小田原駅周辺を

利用する割合は、平成 8（1995）年で約 89%、平成 13（2001）年で約 54%と、

高い商圏の吸引力がみられる 

・小田原駅周辺地域の一次商圏（集客強度 30%以上）は、県西地域 2 市 8 町（小

田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴

町、湯河原町）及び二宮町の 11 市町となっており、県西地域の中心となって

いる。 

 

－ 小田原駅周辺の集客強度の推移 － 

 平成 8年 平成 13年 

県西地域 2市 8町の集客強度 89.1% 54.4% 

集客が見られる市町村数 17 24 

 集客強度 10%未満 6 9 

 10%～30％ 0 6 

 30%～50％ 1 4 

 50%～ 10 5 

（資料：神奈川県消費行動調査） 

中心市街地の年齢区分別人口の推移 

（資料：国勢調査） 
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■第５次小田原市総合計画『おだわらＴＲＹプラン』（平成 23年 3月）における

位置付け 

・将来都市像の実現にあたり、貢献度や波及効果が大きく期待できる施策群を未

来への投資（先導的施策）として位置付けることで、基本計画全体を先導し、

各施策を有機的に連携させながら事業を進めるとしている。 

・その先導的施策のひとつとして「都市の顔をつくる」があり、消費拠点として

の商業地、中心市街地における都市機能の適正配置を進め、民間活力が発揮さ

れた取組を促すことで、交流と回遊が活発に行われるにぎわいのある中心市街

地をつくるとしている。 

※計画期間：平成 23（2011）年度～平成 34（2022）年度 

 

■『小田原市都市計画マスタープラン』（平成 23年 3月）における考え方 

・都市機能の集積や都市の魅力づくりの主要な展開として広域交流拠点を位置付

けている。 

・小田原駅周辺、小田原城周辺及び旧東海道沿線（歴史・文化拠点）を広域交流

拠点とし、歴史的、文化的資源の活用による回遊性の向上、都市環境の向上や

街なか居住促進による中心市街地の再生を図るとともに、長い歴史を持つ小田

原の特性を活かしたまちづくりを進め、魅力ある市街地形成を図ることとして

いる。 

※計画期間：平成 23（2011）年度～平成 34（2022）年度 

 

■小田原の歴史とともにインフラがストックされてきた地域 

・明治・大正期に鉄道が開通して以降、小田原市、ひいては神奈川県西部地域の

インフラは、小田原駅周辺を中心に整備されてきた。 

・現在 5路線が乗り入れる小田原駅の整備や、公共職業安定所、地方裁判所支部、

小田原駅周辺の一次商圏（資料：神奈川県消費行動調査） 
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要 件 説 明 

郵便局本局など、都市が機能していくために必要なインフラが、長い歴史の中

で築かれてきている。 

 

＜総括＞ 

本市、さらには神奈川県西部地域の中心として、当該市街地の都市機能の増進

及び経済活力の向上と総合的かつ一体的に推進することが、本市のみならず近隣

市町居住者のニーズを満たすことにつながり、また、広域交流拠点機能をより発

揮することにつながる。 

これらのことから、本市及び近隣県市町の発展にとって、当該市街地の活性化

が不可欠であると言える。 
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３．中心市街地活性化の目標 

 

[１] 基本方針と施策 

本市の中心市街地は、これまで培われた歴史都市、文化都市としてのストックや交通環境をはじめと

した生活利便性を最大限に活用しながら、営みやなりわいを通じて、“訪れたくなる・歩きたくなるまち”

“住みたくなる・暮らしやすいまち”“持続可能な地域経済の再構築”の 3 つを基本方針として掲げ、そ

れぞれ施策を定め、推進していく。 

これらの基本方針は、訪れる人が増えること（訪れたくなる・歩きたくなるまち）と住む人が増える

こと（住みたくなる・暮らしやすいまち）で、中心市街地の地域経済が持続可能なものとして再構築さ

れていく（持続可能な地域経済の再構築）ものとして、その相関関係を位置付けることとする。 

この相関関係のもと、その成果を図る指標として「歩行者及び自転車通行者数」及び「居住人口」を

設定するとともに、目標数値を定めたうえで、これらの基本方針の推進を図るものとする。 

また、これらの基本方針の推進にあたっては、中心市街地における“歴史・文化・ないわいの息吹”

や“まちづくりの熱・地域コミュニティの力”を生み出し、活かし、高めることをエッセンスとして取

り組み、単に数値だけではない、小田原ならでは地域性を活かした、質を伴った交流人口及び定住人口

の増加を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本方針③＞ 持続可能な地域経済の再構築 

 

 

＜指標①＞ 
 

歩行者及び 

自転車通行者数 

＜基本方針①＞ 
 

訪れたくなる 

歩きたくなる 

まちづくり 

 

＜指標②＞ 

居住人口 

＜基本方針②＞ 
 

住みたくなる 

暮らしやすい 

まちづくり 

“歴史・文化・なりわいの息吹” 

“まちづくりの熱・地域コミュニティの力” 
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歴史的、文化的な地域資源の活用と、商業・業務機能などの都市基盤の整備、集積と、それら連携

により、中心市街地への来街者の増加とその滞在性、回遊性の向上を図るものとする。 

前者については、歴史都市、文化都市として培われてきた地域資源に磨きをかけるとともに、その

ネットワーク化や訪れた人々が移動しやすい環境づくりを行うことにより、来街者の増加を図るとと

もに、滞在性、回遊性のあるまちづくりを進める。 

後者については、小田原駅周辺に、商業・業務機能をはじめとしたさまざまな交流を生み出す都市

基盤を整備、集積させることによって、来街者の増加を図るとともに、駅なかや駅周辺の流動客を街

なかに引き込み、中心市街地における回遊性を高めていくことを目指す。 

これらの取組みにあたっては、まちづくりを担う多様な主体に支えられる小田原の歴史・文化・な

りわいなどを活かし、高めながら、質の高い魅力を発信、提供し、交流人口（指標：歩行者及び自転

車通行者数）の増加につなげていく。 

 

 施策 1-1：交通拠点と回遊スポットのリンケージ

回遊の起点となる場所と回遊スポットのつながりを深めるとともに移動しやすい環境づくりを進

める。 

［関連事業］小田原地下街再生事業、小田原散策マップ等作成事業、安全・安心な道路環境の確保、

お堀周辺散策路整備事業、情報案内板設置事業、街かど博物館体験ツアー、小田原宿

観光回遊バス運行事業、ウォーキングタウン小田原（無尽蔵プロジェクト）、ぐるり

ん小田原（レンタサイクル事業） など 

 施策 1-2：歴史都市としてのまちづくりの推進

城下町として培われてきた歴史的・文化的な地域資源に磨きをかけることにより、何度も訪れたく

なる歴史都市としてのまちづくりを進める。 

［関連事業］清閑亭活用事業、小田原文学館整備事業、街かど博物館活用事業、歴史的風致形成建

造物等整備事業、史跡小田原城跡本丸・二の丸整備事業、文学のまちづくり（無尽蔵

プロジェクト） など 

 施策 1-3：回遊性に配慮したもてなし空間づくり

訪れた人々が快適に歩いて楽しめる、回遊性に配慮した、もてなし空間づくりを進める。 

［関連事業］お城通り緑化歩道整備事業、銀座・竹の花周辺地区におけるまちなみ環境の向上、都

市廊【もてなしの道路空間づくり事業】、小田原城あじさい花菖蒲まつり、街かどお

休み処事業、観光ガイド事業、観光案内所運営事業 など 

 施策 1-4：地域性を活かした産業振興

六次産業化によるブランド化や小田原固有のものづくりの付加価値を高めることなどにより、地域

性を活かした産業の振興を図る。 

［関連事業］小田原地下街再生事業、街かど博物館活用事業、小田原・箱根木製品フェア、小田原

おでんサミット、小田原ブランド元気プロジェクト など 

 

 

＜基本方針①＞ 訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり 
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 施策 1-5：まちのにぎわいづくり

何度も訪れたいと思えるような、魅力的かつ継続的なにぎわいを創出する。 

［関連事業］お城通り地区再開発事業、小田原地下街再生事業、芸術文化創造センター整備事業、

清閑亭活用事業、小田原文学館整備事業、街かど博物館活用事業、小田原ブランド元

気プロジェクト、小田原マルシェ、小田原城ミュージックストリート、小田原まちな

か市場 など 

 施策 1-6：小田原駅周辺の整備

商業・業務機能などの集積を図り、質の高い駅前都市空間の整備を推進するとともに、地域住民や

来街者の活動の拠点となる場づくりを進める。 

［関連事業］お城通り地区再開発事業、小田原地下街再生事業、芸術文化創造センター整備事業 

など 

 

 

 

 

街なかで快適に暮らすことのできる居住空間の創出と、人々が安心して暮らしやすい街なかの住環

境づくりを進める。 

これまでの中心市街地活性化策は、“商業空間”の活性化を中心的な課題とし、衣・食などの供給者

としての視点に重点が置かれ、生活者としての視点が不十分であったことから、生活する人にとって

暮らしやすく、小田原を訪れる人が中心市街地に魅力を感じて住んでみたいと思うような、質の高い

良好な“生活空間”の形成を目指す。 

これらの取組みにあたっては、中心市街地の歴史、文化、なりわいの息吹や、まちづくりへの参画、

地域コミュニティとの調和などを意識した、質を伴った優良な居住空間や住環境を創り込むことによ

り、定住人口（指標：居住人口）の増加につなげていく。 

 

 施策 2-1：快適に暮らせる住環境の形成

人々が安心して快適に暮らせる街なか居住を推進する。 

［関連事業］優良建築物等の整備事業、都市廊【住みよい居住空間づくり事業】、空き店舗活用事

業、家守事業、銀座・竹の花周辺地区におけるまちなみ環境の向上、子育て支援セン

ター（おだぴよ）運営事業、公共交通ネットワーク策定・推進事業 など 

 施策 2-2：暮らしを支える商店街コミュニティの形成

魅力ある商店街環境づくりや地域の人が利用していく意識づくりの醸成を行うことにより、人々の

暮らしを支える商店街の再生に向けた取組みを推進する。 

［関連事業］優良建築物等の整備事業、空き店舗活用事業、家守事業、都市廊【魅力ある商店街づ

くり事業】、高校生チャレンジショップ、持続可能な商店街づくり事業、らくらくカ

エル便（宅配事業）、若手クリエイター育成支援事業、おだわら街なか起業家支援セ

ンター管理運営事業 など 

 

＜基本方針②＞ 住みたくなる・暮らしやすいまちづくり 
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[２] 計画期間 

本基本計画の計画期間は、平成 25（2013）年度（平成 25（2013）年 4 月～）を基準年度とし、計画の

目標実現までの期間を 5年間、平成 29（2017）年度（～平成 30（2018）年 3 月）とする。 

 

[３] 数値目標 

（１）訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり 

 

 

 

 

＜指標の設定＞ 

中心市街地に訪れ、回遊するという行動が把握できる指標としては、「小田原駅周辺主要商店街流動

客調査」において調査している商店街流動客数を、歩行者及び自転車通行者の数として把握すること

が適切である。 

 

 施策 2-3：安心安全ネットワークの形成

海岸線に隣接していることから、地震や津波などの防災対策を進めることにより、人々が安全で安

心して暮らせる地域づくりを進める。 

［関連事業］緊急輸送路沿い建築物耐震診断事業費補助事業、安全・安心な道路環境の確保、津波

避難施設指定事業、地域防災事業、公共下水道管路更生事業、上水道老朽管更新事業 

など 

 施策 2-4：小田原駅周辺の整備（再掲）

商業業務機能等の集積を図り、質の高い駅前都市空間の整備を推進するとともに、地域住民や来街

者の活動の拠点となる場づくりを進める。 

［関連事業］お城通り地区再開発事業、小田原地下街再生事業、芸術文化創造センター整備事業 

など 

 

 

 

 

歴史的、文化的な地域資源の活用と商業・業務機能などの都市基盤の整備・集積による中心市街地

への来街者の増加とその滞在性、回遊性の向上を図って交流人口を増加させることと、街なかで快適

に暮らすことのできる居住空間の創出と人々が安心して暮らしやすい街なかの住環境づくりを進める

ことにより定住人口を増加させることで、中心市街地における継続的なにぎわいの創出を持続可能な

地域経済を構築することにつなげていく。 

地域経済を持続可能なものとするために、地域における生産から製造、流通・販売、消費に至る経

済的な循環型のシステムづくりだけでなく、地域における人のつながりやネットワークづくりも合わ

せて図り、地域コミュニティの再生にもつなげていく。 

＜基本方針③＞ 持続可能な地域経済の再構築 

【指  標】歩行者及び自転車通行者数（1日あたり） 

【目標数値】平成 29年度：68,069 人（← 平成 23年度実績：62,123 人） 
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この調査は、毎年 12 月の第 2土曜日に、小田原駅周辺の商店街の 15地点において、正午から午後 6

時まで行き交う歩行者及び自転車通行者をカウントしているもので、1日あたりの歩行者及び自転車通

行者数が把握できる。 

 

NO 商店街 

① 東通り（駅前東通り商店街） 

② 駅前通り（小田原駅前商店会） 

③ おしゃれ横丁（駅前おしゃれ横丁商店会） 

④ お城通り（駅前お城通り商店会） 

⑤ 錦通り（錦通り商店街協同組合） 

⑥ 中央通り（中央通り商店街） 

⑦ 栄通り（栄通り商店街） 

⑧ お堀端通り（お堀端商店街振興組合） 

⑨ ダイヤ街（ダイヤ街商店会） 

⑩ 緑一番街（緑一番街商店会） 

⑪ 銀座通り（小田原銀座商店会） 

⑫ 竹の花通り（おだわら竹の花商店会） 

⑬ 大工町通り（大工町商店会） 

⑭ 国際通り（国際通り一丁田商店会） 

⑮ 青物町通り（青物町商店会） 

 

 

＜目標数値の設定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 23年度の実績値：62,123 人 

■トレンドに基づく平成 29 年度の予測値：54,976人 

■計画事業の実施による平成 29 年度の目標値：68,069 人 

①清閑亭活用事業・小田原文学館整備事業・街かど博物館活用事業：13人 

②芸術文化創造センター整備事業 → 市民ホール整備事業：－人 

③小田原地下街再生事業：5,690 人 

④お城通り地区再開発事業：743 人 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

＜ 調査を行う 15商店街 ＞ 

小田原駅 

⑤旧ベルジュ新規建物建設事業、小田原城天守閣展示リニューアル整備事業 

けんせつ 



３．中心市街地活性化の目標 

- 57 - 

＜平成 29年度のトレンドに基づく予測値と計画事業の実施による目標値＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通行量が増加すると想定される主な計画事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,990  

161,810  

56,850  

62,123  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H29

（単位：人） 

①～⑤の計画事業に関連する施設の位置図 

小田原城址公園 

★…街かど博物館 

小田原駅 

清閑亭 

小田原文学館 

芸術文化創造センター 

→ 市民ホール 

なりわい交流館 

小田原地下街 お城通り地区再開発 

中心市街地の歩行者及び自転車通行者数の推移（実績・予測・目標） 

トレンドに基づく予測値 

（H23→H29：7,147 人減） 

計画事業実施による目標値 

（H23→H29：5,496 人増） 

● 

● 

54,976 

68,069 

小田原城天守閣 

旧ベルジュ 
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① 清閑亭活用事業・小田原文学館整備事業・街かど博物館活用事業（社会資本総合整備計画）    

清閑亭（旧黒田長成侯爵別邸）は国登録有形文化財であり、この地に根付いた邸園文化の回遊・交

流拠点としての価値を周知・発信するため、建物や庭園を公開しており、また、住居・文教ゾーンや

周辺に点在する政財界人の別邸を回遊する仕組みとして、小田原文学館、松永記念館（中心市街地外）

などとの邸園文化ネットワークの連携事業を実施することとしている。 

小田原文学館（旧田中光顕伯爵別邸）も国登録有形文化財で、別館である白秋童謡館と合わせて、

小田原の邸園文化を代表する建物、庭園であり、貴重な展示施設、回遊拠点として整備することとし

ている。 

また、街かど博物館は、小田原に古くから栄えたものづくりなどの地場産業を、その店舗や工場を

整備して博物館として紹介する施設で、全 18 館のうち 11 館が中心市街地に位置しており、それぞれ

が回遊ポイントとして位置付けられることから、伝統や街なみに調和した看板などを設置して、回遊

性の向上を図ろうとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの施設の年間来館者数について、社会資本総合整備計画「小田原城城下町地区における街な

み環境の向上」において、箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏推進協議会の『箱根・湯河原・熱海・

あしがら観光圏整備計画』（平成 24 年 2 月）で定められた 5 か年で 3.0%増加（各年 0.6%増加）とい

う入込観光客数の増加目標の基準と平成 22（2010）年度の年間来館者数の実績値に基づき、下表の

とおり、平成 27（2015）年度の目標値を算定している。 

また、本基本計画の最終年度である平成 29（2017）年度の目標値についても、この考え方を準用

して各施設における最終的な目標値を算定し、それから平成 22（2010）年度の実績値を減算して、

下表のとおり、施設ごとの増加人数を算出する。 

これに基づき、清閑亭及び小田原文学館の増加人数を、概ねの開館日数で除算し、小田原駅から往

復するにあたって通過する可能性のある調査地点（駅前通りまたはお城通り、お堀端通り）を乗算（ⅰ）

するとともに、街かど博物館（11 館）の増加人数を、概ねの開館日数で除算し、小田原駅を起点に

回遊するにあたって通過する可能性のある調査地点（モデルコースの 5地点（錦通り、銀座通り、青

物町通り、お堀端通り、駅前通りまたはお城通り））を乗算（ⅱ）し、1 日あたりの歩行者及び自転

車通行者数を算出（ⅲ）することで、数値の積み上げを行う。 

 

施設 
平成 22年度 

実績値 
平成 27年度 

目標値 
平成 29年度 

目標値 
増減 

（H22→H29） 

清閑亭 6,884 人 7,093 人 7,178 人 ＋294 人 

小田原文学館 8,046 人 8,290 人 8,390 人 ＋344 人 

街かど博物館（11館分） 7,560 人 7,790 人 7,883 人 ＋323 人 

合計 22,490人 23,173人 23,451人 ＋961 人 

 

清閑亭 小田原文学館 街かど博物館（籠常商店（削り節）） 
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ⅰ）清閑亭及び小田原文学館：638人（年間増加人数）÷312日（概ねの開館日数）×2地点（通過

調査地点）×2（往復）＝8人 

ⅱ）街かど博物館：323人（年間増加人数）÷312日（概ねの開館日数）×5地点（通過調査地点）

＝5人 

ⅲ）清閑亭及び小田原文学館による増加分：8 人＋街かど博物館による増加分：5 人＝13 人 

⇒ 「清閑亭活用事業」「小田原文学館整備事業」「街かど博物館活用事業」による 1 日あたりの歩

行者及び自転車通行者の増加：13人 

 

 

② 芸術文化創造センター整備事業 → 市民ホール整備事業（社会資本総合整備計画）                    

生活の質的な向上とともに、芸術文化への関心が高まり、優れた芸術文化に触れ、活動発表の場と

して活用できるよう、平成 28（2016）年度の完成に向け、芸術文化創造の拠点として芸術文化創造

センターを整備し、中心市街地の回遊拠点としての機能の向上につなげることとする。この芸術文化

創造センターは、建設から 50 年以上経過し、老朽化した小田原市民会館に代わる施設としても想定

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術文化創造センター 施設構成イメージ（資料：市民ホール基本計画（平成 24年 4 月）） 
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本事業は、社会資本総合整備計画「小田原の多様な芸術文化活動を生かした、まちのにぎわいと回

遊性の向上」において、次のとおり、平成 28（2016）年度の年間利用者数の目標値を 240,100 人と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この目標値から、現在の小田原市民会館の平成 23（2011）年度のホール機能の利用者の実績値で

ある 145,942人を減算して、年間の増加人数を算出（ⅰ）する。この増加人数を開館日数で除算し、

通過する可能性のある調査地点（駅前通りまたはお城通り、お堀端通り）を乗算し、1 日あたりの歩

行者及び自転車通行者数を算出（ⅱ）することで、数値の積み上げを行う。 

 

ⅰ）H23実績（市民会館のホール機能）：145,942人→H28目標：240,100人（社会資本総合整備計画）

＝94,158 人増加 

ⅱ）94,158 人（年間増加人数）÷300 日（概ねの開館日数）×2 地点（通過調査地点）×2（往復）

＝1,255人 

⇒「芸術文化創造センター整備事業」による 1日あたりの歩行者及び自転車通行者の増加：1,255人 

 

事業の遅延と変更（→市民ホール整備事業）により、本基本計画期間内における効果が見込め

ないため、目標値の積み上げから除く。（事業完了後には上記相当の効果を想定） 

 

 

③ 小田原地下街再生事業（社会資本総合整備計画）                       

昭和 51（1976）年に開業した小田原地下街は、平成 19（2007）

年 6月末をもって商業施設の営業が停止し、現在は公共地下

歩道機能のみとなっているが、広域交流拠点である小田原駅

前の顔として、中心市街地の核となる商業施設として、にぎ

わいのあるまちづくりには欠かせない施設となっている。 

小田原地下街の再生に向けては、平成 24（2012）年 6月に

『小田原地下街再生計画』を策定し、“小田原の魅力の再発

見（地域住民）と新発見（来街者）”“地下街から街なか・地

域への回遊促進”“「にぎわい」と「新たな価値」の創出”の

3 つをコンセプトに、地下街で小田原の魅力を発掘、編集、

発信し、地下街から周辺への回遊を促し、地下街をとおして

ヒト・モノ・コトが交流することを目指すとしている。 

 

●大ホール：580人（利用者数※1）×220 日（稼働日数※2）＝127,600人 

●小ホール：390人（利用者数※1）×230 日（稼働日数※2）＝89,700人 

●練習室：95人（定員の 50％）×240日（稼働日数）＝22,800 人 

⇒ 合計：240,100 人 

※利用者数は市民会館実績の 120％で算定（他市の類似事例で 26～30％増加のため） 

※稼働日数は営業日数の 80％で算定（市民会館は 70～80％で推移のため） 

 

平成 17年 12月 5,607 人 

平成 18年 12月 5,255 人 

平成 19年 6 月末で営業終了 

平成 19年 12月 1,849 人 

平成 20年 12月 1,654 人 

平成 21年 12月 1,544 人 

平成 22年 12月 1,264 人 

平成 23年 12月 1,161 人 

 

小田原地下街の流動客数 



３．中心市街地活性化の目標 

- 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業では、小田原地下街の平成 26（2014）年度のオープンを目指しており、平成 23（2011）年

度に実施した小田原地下街再生計画策定等業務において、地下街の売場面積と大規模小売店舗立地法

の運用指針に基づき、地下街の再生による 1日あたりの来街の純増人数が、次のとおり 2,845人と算

定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの来街者のすべてが、地下街の回遊促進機能により、中心市街地の通り（調査地点）を少な

くとも 1 か所通る（往復）と想定し、それを乗算（ⅰ）することで、本事業による歩行者及び自転車

通行者数の増加分を算定し、数値の積み上げを行う。 

 

ⅰ）2,845人（1日あたりの純増人数）×1地点（通過調査地点）×2（往復）＝5,690人 

⇒ 「小田原地下街再生事業」による 1日あたりの歩行者及び自転車通行者の増加：5,690人 

 

 

 

 

イメージパース（資料：小田原地下街再生計画（平成 24 年 6 月）） 

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（平成 19年 2月 1 日経済産業省

告示第 16号）における「店舗面積当たり日来客数原単位」の算定式に基づき算出 

●来客数原単位（千㎡）： 1,100-30×店舗面積（2.8千㎡（想定売場面積））＝1,016人 

⇒ 小田原地下街の来街純増人数：2.8 千㎡（想定売場面積）×1,016人≒2,845 人 
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④ お城通り地区再開発事業（社会資本総合整備計画）                          

お城通り地区再開発事業は、神奈川県と本市で策定した『広域交流拠点整備構想』（平成 11年 3 月）

において優先的に整備すべき事業として「事業優先区域」に位置付けられ、平成 22（2010）年 6 月

にお城通り地区再開発事業に係る事業者意向調査を実施、8 月にお城通り地区再開発事業に係る『基

本的な事業化方針』を決定、10月に『小田原駅東口お城通り地区再開発事業基本構想』を策定した。

それらに基づき、平成 27（2015）年度の事業完了を目指し、立体駐車場と公共・公益施設（会議室、

活動スペース等）などからなる駐車場施設ゾーンと商業・業務施設と公共・公益施設（コンベンショ

ン機能等）などからなる広域交流施設ゾーンを整備することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：小田原駅東口お城通り地区再開発事業 基本構想（平成 22年 10 月）） 

） 

〈お城通り〉
駅とお城

を結ぶ快
適な歩行

空間の
充実

○土地利用の方針図 

断面図 平面図（1 階部分） 

 
  

 

○広域交流施設ゾーン イメージプラン 

自動二輪車（50台）

自転車　二段式（270台）

駐車場（365台）

入庫ゲート

出庫ゲート

（仮称）歴史と緑の歩行廻廊（幅員約５ｍ）

レンタ
サイクル

 

レンタ
サイクル

○駐車場施設ゾーン イメージプラン 

平面図（1 階部分） 断面図 
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本事業では、平成 16 年度小田原駅東口お城通り地区再開発事業効果指標検討業務に基づき、既存

の人数も含め、年間来街者が次のとおり 2,111,000人に増加すると想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 1 日あたりのお城通りの歩行者及び自転車通行者数（ⅰ）を平成 23（2011）年の実績値で除

算し、その増加分を算出（ⅱ）することで、数値の積み上げを行う。 
 

ⅰ）事業想定による 1日あたりのお城通りの通行者数：2,111,000人÷365 日×2（往復）＝11,567人 

ⅱ）事業想定：11,567 人－平成 23年実績：5,432 人＝6,135 人 

⇒ 「お城通り地区再開発事業」による 1 日あたりの歩行者及び自転車通行者の増加：6,135 人 

 

事業の一部（広域交流施設ゾーン整備）の遅延により、本基本計画期間内における効果が一部見

込めないため、次のとおり、整備の完了する駐車場施設ゾーンを対象に目標値の積み上げ数値を

変更する。（事業全体完了後には上記相当の効果を想定） 
 

上記の年間来街者の算定式に、駐車場施設ゾーンのデータ（面積や事業費）を投入すると、1,127,000

人に増加すると想定される。 

ⅰ）事業想定による 1日あたりのお城通りの通行者数：1,127,000人÷365 日×2（往復）＝6,175人 

ⅱ）事業想定：6,175人－平成 23年実績：5,432 人＝743人 

⇒ 「お城通り地区再開発事業」による 1 日あたりの歩行者及び自転車通行者の増加：743人 

 

⑤ その他（歩行者及び自転車通行者の増加が見込まれる事業）                  

以下の事業の実施により見込まれる効果を積み上げて、指標の目標値を設定する。 

・旧ベルジュ新規建物建設事業 

・小田原城天守閣展示リニューアル整備事業 

 

＜数値目標の進捗状況の把握とフォローアップの考え方＞ 

中心市街地の歩行者及び自転車通行者数は、毎年 12 月の第 2 土曜日に、小田原駅周辺の商店街の

15 地点において、正午から午後 6 時まで行き交う歩行者及び自転車通行者をカウントする「小田原

駅周辺主要商店街流動客調査」において調査している商店街流動客数を、当該年の通行者数として捉

えていることから、毎年その実績値を把握し、進捗状況の確認が可能であるとともに、中間年度であ

る平成 27 年度の実績値によって目標の達成状況を検証しながら、必要に応じて事業効果を促進する

ための措置を講じていくこととする。また、計画期間の最終年度終了後にも検証を行う。 

●回帰分析による鉄道利用来街者数の推計（年間）：39.9万人 

← 推計モデルに、小田原市東口お城通り地区再開発事業用地事業化検討調査（平成 22 年

3 月）において得られている最新データ（面積や事業費など）を投入して算出 

非定期鉄道乗降客数（39.9万人） ≒ （業務床面積 2,620 ㎡×指数 0.0639） 

＋（公共施設床面積 2,494㎡×指数 0.0321） 

＋（商業床面積 5,824 ㎡×指数 0.0024） 

＋（事業費 6,400百万円×指数 0.0024） 

＋（基礎数値 122.50千人） 

●パーソントリップ調査における鉄道手段分担率：18.9％ 

⇒ 鉄道＋非鉄道＝39.9万人＋（39.9万人÷0.189×（1-0.189））≒211.1万人 
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（２）住みたくなる・暮らしやすいまちづくり 

 

 

 

 

＜指標の設定＞ 

中心市街地を暮らしやすく感じ、実際に住むという行動が把握できる指標としては、中心市街地に

おける居住人口を把握することが適切である。 

ここでいう居住人口とは、本市において、5 年に一度実施される国勢調査のデータをもとに、毎月の

増減データを反映させた推計人口のうち、毎年 10月 1 日現在のものを当該年の居住人口として捉える

こととする。 

 

＜目標数値の設定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜平成 29年度のトレンドに基づく予測値と計画事業の実施による目標値＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,321 

10,230 

10,841 
10,831 

11,054 

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H29

（単位：人） 

■平成 24年度の実績値：10,841 人 

■トレンドに基づく平成 29 年度の予測値：10,831人 

■計画事業の実施による平成 29 年度の目標値：11,054 人 

【指  標】居住人口 

【目標数値】平成 29年度：11,054 人（← 平成 24年度実績：10,841 人） 

①中心市街地における優良建築物等の整備事業：190人 

②都市廊【住みよい居住空間づくり事業】：22 人 

③空き店舗活用事業：11人 

中心市街地の居住人口の推移（実績・予測・目標） 

トレンドに基づく予測値 

（H24→H29：10 人減） 

計画事業実施による目標値 

（H24→H29：213 人増） 
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＜居住人口が増加すると想定される主な計画事業＞ 

① 中心市街地における優良建築物等の整備事業（社会資本総合整備計画）             

中心市街地において、事業者（地権者等）が土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物

等を整備する事業で、市街地の環境の整備改善や市街地住宅の供給を図るため、市は専門家派遣など

により事業化に向けた合意形成を促進したり、共用施設整備費等の一部を助成したりするなど、土地

利用の共同化、高度化等を図る優良建築物等整備事業の促進を図る。 

具体的な取組状況としては、権利者法人及び民間事業者が実施主体となっている「（仮称）緑一番

街居住推進プロジェクト」の検討が、次のとおり進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業においては、実施主体の想定する供給戸数やファミリー向けマンションというプランに基づ

き、平成 23（2011）年の合計特殊出生率を踏まえた 1 世帯あたりの居住人口を算出（ⅰ）し、その

供給戸数を乗算することにより、増加すると想定される居住人口を算出（ⅱ）し、数値の積み上げを

行う。 

 

ⅰ）1 世帯あたりの想定居住人口：2人（両親）＋合計特殊出生率（平成 23年）1.39人＝3.39人 

ⅱ）増加する居住人口：想定供給戸数 56戸×3.39人＝190 人 

⇒ 「中心市街地における優良建築物等の整備及び支援事業」による居住人口の増加：190人 

 

 

② 都市廊【住みよい居住空間づくり事業】                           

小田原駅周辺の恵まれた自然や歴史環境、交通や生活の利便性向上を図り、統一感のある調和のと

れた景観、にぎわいのある魅力的な商業空間及び花と緑あふれる街路（歩行者空間）の創造と同時に、

持続可能な街なか居住の実現を図るまちづくりの手法が都市廊であり、本事業は、その中で、街なか

居住を推進するために商店・住居が一体となった共同建替えを推進するものである。 

そのプランについて、平成 18（2006）年度に「街なか住まいづくり推進プラン作成業務」が行わ

れ、次の考え方に基づき、居住空間のフロア数を 5、各フロアの戸数を 1、その棟数を 2 とするモデ

ルが示されている。 

 

●取組箇所 

・所在地：小田原市栄町一丁目  

・用途地域：商業地域 

●建築計画（想定） 

・1階部分を商業施設、2階部分を業務施設、

3 階以上を住居とするファミリー向けマン

ション 

・供給戸数：56 戸 

・供給住戸の専用面積：70㎡後半～80㎡前半 

 

小田原駅 

想定位置 
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本事業においては、中心市街地における 1 世帯あたりの居住人口を算出（ⅰ）するとともに、モデ

ルプランのフロア数、各フロアの戸数、棟数を乗算することにより、増加すると想定される居住人口

を算出（ⅱ）し、数値の積み上げを行う。 

 

ⅰ）中心市街地における 1世帯あたりの居住人口（平成 24 年実績に基づく）：10,841人÷4,873 世

帯＝2.22 人 

ⅱ）増加する居住人口：10戸（5 階×1 戸×2棟）×2.22 人＝22人 

⇒ 「都市廊【住みよい居住空間づくり事業】」による居住人口の増加：22 人 

 

 

③ 空き店舗活用事業                                      

増加の一途をたどっている中心市街地の空き店舗のうち、特に住居一体型（1 階が店舗、2 階が住

居）の空き店舗の活用と解消を進め、中心市街地における商業機能の活性化や利便性、回遊性の向上

を図るとともに、合わせて、空き店舗の担い手による居住が進むことにより、居住人口の増加にも寄

与するといえる。 

空き店舗活用は、まちづくり会社や商店街、商工会議所の補助金を活用した若手民間事業者をはじ

めとした取組みが、ここ数年増加してきている。また、本市では起業家支援センターを設置し起業家

の育成・支援を行っており、その卒業生や利用者が中心市街地の空き店舗を使って起業することを奨

励している。こうした取組みは、単に空き店舗に入居させるだけでなく、地域コミュニティの核を形

成し、地域住民の暮らしを支え、交流の場ともなってきた商店街を再生するために、まちづくり会社

や商店街、商工会議所などと連携・協力して推進していくものであり、暮らしやすい環境づくりを進

め、居住の推進につなげるものである。 

 

●立地及び敷地の想定 

・商業地域：容積 400％、建ぺい 80％の立地 

・街区特性：70m×16m＝1120 ㎡の敷地 

●施設計画の条件の想定 

・居住対象者：ファミリー層、リタイア層夫婦 

・供給住戸の専用面積：60㎡後半～80㎡前半 

・その他：1 階部分に商業系床を設定（小田原市開発事業に係る手続き及び基準に関する条

例の対象として） 

●高さ及び階数の想定 

・小田原市景観条例及び景観計画に基づくとともに、街なか居住研究会の提案の要素である

中低層建物の提案を取り入れ 6階建て 

・日照、通風など良好な住環境維持に配慮し、階高を 1 階 4m、2～6階各 3m軒高 20m以内 

（2～6階を住居系としてプランニング） 

⇒ ［フロア数：5］［各フロア戸数：1］［棟数：2］とするモデルプラン 
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特に、複合市街地ゾーンや伝統の街なみ

形成ゾーンにおいては、平成 23 年度に実施

した空き店舗活用方策の検討における実態

調査において、住居と一体となった空き店

舗が目立って多く存在していることから、

このエリアを中心に活用を進めることとし

ている。まちづくり会社の家守事業も含め、

空き店舗の活用を推進し、商店街への補助

金などを活用した中で、住居と一体となっ

た空き店舗の活用を官民協働により進めて

いく。 

本事業においては、中心市街地における 1 世帯あたりの居住人口を算出（ⅰ）するとともに、事業

実施期間である平成 25（2013）～29（2017）年度の 5 年間で複合市街地ゾーンにおいて 2 軒、伝統

の街なみ形成ゾーンにおいて 3軒の空き店舗の活用（各年度 1 軒を目安）を図ることから、5戸を乗

算することにより、増加すると想定される居住人口を算出（ⅱ）し、数値の積み上げを行う。 

 

ⅰ）中心市街地における 1世帯あたりの居住人口（平成 24 年実績に基づく）：10,841人÷4,873 世

帯＝2.22 人 

ⅱ）増加する居住人口：5戸（1 戸×5 年）×2.22人＝11人 

⇒ 「空き店舗活用事業」による居住人口の増加：11人 

 

 

＜数値目標の進捗状況の把握とフォローアップの考え方＞ 

中心市街地の居住人口は、5 年に一度実施される国勢調査のデータをもとに、毎月の増減データを

反映させた推計人口のうち、毎年 10 月 1 日現在のものを当該年の居住人口として捉えていることか

ら、毎年その実績値を把握し、進捗状況の確認が可能であるとともに、中間年度である平成 27 年度

の実績値によって目標の達成状況を検証しながら、必要に応じて事業効果を促進するための措置を講

じていくこととする。また、計画期間の最終年度終了後にも検証を行う。 
 

中心市街地のゾーン形成図 

広域交流ゾーン 

歴史・文化ゾーン 

伝統の街なみ形成ゾーン 

複合市街地ゾーン 

住居・文教ゾーン 
小田原駅 

小田原城址公園 



４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備 

その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

- 68 - 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

[１] 市街地の整備改善の必要性  

（１）現状分析 

本市の中心市街地は、江戸時代は東海道沿いの宿場町を中心に形成されていたが、大正期の小田原

駅開設以降から徐々に駅周辺に商業重心が移動し、現在の地域に形成されてきた。県西地域はもとよ

り富士箱根伊豆交流圏の広域交流拠点となる小田原駅は、鉄道やバスが集中し、多くの利用客がある

ため、中心市街地が本市のみならず県西地域の経済・産業の発展を牽引してきたといえる。 

しかし、近年、市街地の郊外化や中心市街地の空洞化が進み、小田原駅前店舗の撤退・閉店が相次

いだことから、中心市街地の整備・活性化はまちづくりを進めていくうえで大きな課題となっている。 

昭和 51（1976）年に小田原駅東口に開設した小田原地下街は、平成 14（2002）年に小田原地下街

（株）による経営が破綻し、その後、平成 15（2003）年に（株）アミーおだちかによる運営がなさ

れたものの、平成 19（2007）年に閉鎖しており、それ以来、小田原地下街は地下歩道機能のみとな

ったままである。一方で、平成 15（2003）年には、小田原駅東西自由連絡通路（アークロード）が

開通させるとともに、駅前広場の整備などを行い、小田原の顔としての機能整備を進めてきた。 

小田原の玄関口である小田原駅を中心として広がる中心市街地は、城下町・小田原の顔として、そ

の特性や魅力を十分に活かした、人々が訪れたくなる、うるおいややすらぎの感じられる快適な都市

空間を整備する必要があることから、平成 17（2005）年に、緑化や色彩、ユニバーサル、案内板、「無

電柱化を柱にした『中心市街地アメニティデザインマニュアル』を策定し、アメニティを高めること

により、中心市街地のより一層の魅力向上に取り組んできた。 

同じく平成 17（2005）年に、良好な住居環境や都市環境を維持・保全していくために必要なルー

ルとして、市街化区域全域を対象に高度地区を都市計画決定し、さらに、景観法に基づく小田原市景

観計画及び景観条例を制定し、小田原城周辺地区と小田原駅周辺地区などを景観計画重点区域に位置

付けた。また、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、小田原固有の歴

史的風致を守り育て、次世代へ伝えていくために必要な事項を定めた『小田原市歴史的風致維持向上

計画』が平成 23（2011）年 6 月に国からの認定を受け、歴史的風致の維持向上を図り、次世代に継

承していこうとしている。 

 

（２）市街地の整備改善の必要性 

蓄積性のある中心市街地の活性化を図っていくため、街なみ環境の価値を高め、地域の特性を活か

した市街地の整備改善を進めるためのルールづくりなど、ソフト面の取組みが充実してきている中

で、より効果的な利活用を図るため、それらと連携した歴史的・文化的施設の整備改善や回遊ルート

の面的整備など、価値を高めるハード面での改善が必要となっている。 

また、これらの施設機能などをより効果的なものにするために、整備改善の核となる商業・業務機

能などの都市機能の集積も一体的、総合的に進めることが求められる。 

 

（３）フォローアップについての考え方 

本基本計画に位置付けた事業については、各年度末に事業の進捗状況の調査を行う。必要に応じて

事業促進のための改善措置を講じ、推進を図る。 
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［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

清閑亭保存整備活

用事業（清閑亭の整

備） 

【事業内容】 

老朽化が著しい国

登録有形文化財「清

閑亭」の適切な整

備・改修を行う。 

【実施時期】 

平成 23～32 年度 

小田原市  清閑亭の改修を行い、観光客や市

民の憩いの場、回遊ネットワークの

拠点として、また、邸園文化を発信

する施設として整備することで、ま

ち歩きなどの交流人口の増加に寄

与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の基幹事業（小田原

城城下町地区街なみ環境整備事

業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（街なみ環境整

備事業） 

【実施時期】 

平成 23～27年度 

 

 

【事業名】 

清閑亭保存整備活

用事業（清閑亭周辺

散策路整備） 

【事業内容】 

小田原城周辺施設

から清閑亭までの

回遊性を向上させ

るため、散策路や藤

棚西側広場などの

整備を行う。 

【実施時期】 

平成 24～31 年度 

小田原市  街なかの回遊性を向上させるた

め、散策路や広場などの整備を図

る。 

散策路整備に伴い清閑亭の観光

回遊拠点としての機能が強化され

る。 

この事業は“訪れたくなる•歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の基幹事業（小田原

城城下町地区街なみ環境整備事

業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（街なみ環境整

備事業） 

【実施時期】 

平成 24～31年度 

 

 

 

 

 

【事業名】 

清閑亭活用事業 

【事業内容】 

小田原市 国登録有形文化財（歴史的建造

物）である清閑亭（旧黒田長成侯爵

別邸）を、適切な維持管理のもと施

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

清閑亭の適切な維

持管理を行うとと

もに、利活用を図

る。 

【実施時期】 

平成 23～32 年度 

設運営する。 

この地に根付いた邸園文化の回

遊・交流拠点としての価値を周知・

発信するため、建物、庭園を公開す

る。また、住居・文教ゾーンや周辺

地域に点在する政財界人の別邸を

回遊する仕組みとして、邸園文化ネ

ットワークの連携事業を実施する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の効果促進事業 

【実施時期】 

平成 23～25年度 

 

【事業名】 

小田原文学館整備

事業（施設等整備改

修） 

【事業内容】 

文学館、文学館別館

（白秋童謡館）の整

備改修を行うとと

もに、歴史的価値の

発信のための案内

板などの設置を行

う。 

【実施時期】 

平成 25～28 年度 

小田原市  文学館、文学館別館を貴重な展示

施設、回遊拠点として整備する。 

〔白秋童謡館〕 

白秋と同時期に小田原に居を構え

た元宮内大臣、田中光顕の別邸。貴

重な文学資料を展示するとともに、

西海子小路界隈の歴史的風致の一

つの要素として保全を図る。 

〔公衆トイレ整備〕 

文学散歩、西海子小路散策の拠点と

して公衆用トイレを設置し回遊性、

滞留時間を高める。 

〔案内板、解説板〕 

周辺に点在する文学者の生家など

を「文学の道」のポイントとして整

備する。 

この事業により、来街者の回遊性

向上を図ることが期待できること

から、“訪れたくなる・歩きたくな

るまち”の実現に必要である。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の基幹事業（小田原

城城下町地区街なみ環境整備事

業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（街なみ環境整

備事業） 

【実施時期】 

平成 25～28年度 

 

 

 

 

 

【事業名】 

小田原文学館整備

事業（庭園整備） 

【事業内容】 

庭園整備により施

設全体の価値向上

小田原市 文学館、文学館別館（白秋童謡館）

の整備に合わせて、散策拠点として

庭園植栽を整備する。 

歴史的風致の向上にも寄与する。 

この事業により、来街者の回遊性

向上を図ることが期待できること

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 25～27年度 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

を図る。 

【実施時期】 

平成 25～27 年度 

から、“訪れたくなる・歩きたくな

るまち”の実現に必要である。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の効果促進事業 

【事業名】 

街かど博物館活用

事業  

【事業内容】 

小田原の産業に関

わる製品とものづ

くりの結びつきを

紹介する街かど博

物館に歴史や文化

が感じられる看板

を設置する。 

【実施時期】 

平成 23～32 年度 

小田原市  歴史的風致の維持向上に資する

ため、伝統や街なみに調和した看板

などを設置する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

〔看板の例〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の効果促進事業 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 25～27年度 

 

【事業名】 

歴史的風致形成建

造物等整備事業 

【事業内容】 

歴史的風致形成建

造物に指定した建

造物などの整備を

行う。 

【実施時期】 

平成 23～32 年度 

小田原市  歴史的建造物を、歴史的風致形成

建造物に指定し、修理、修景に対す

る助成を行うことにより、歴史・文

化資産の活用に寄与する。 

さらに、街なみ環境の形成に寄与

し、街の価値を向上させる。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の基幹事業（小田原

城城下町地区街なみ環境整備事

業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（街なみ環境整

備事業） 

【実施時期】 

平成 26～32年度 

 

 

 

【事業名】 

小田原散策マップ

等作成事業 

【事業内容】 

城下町としての歴

史資源を発信する

ため散策パンフレ

小田原市 観光客などのまち歩きを促進す

るため、情報の提供や回遊ルートを

設定した散策マップを作成し、城下

町としての歴史資源を発信してい

く。 

この事業により、観光客の回遊性

向上や滞留時間の増加を図ること

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 24～27年度 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

ットを作成する。 

【実施時期】 

平成 23～32 年度 

が期待できることから、“訪れたく

なる・歩きたくなるまち”の実現に

必要である。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の効果促進事業 

【事業名】 

銀座・竹の花周辺地

区におけるまちな

み環境の向上 

【事業内容】 

銀座通り～竹の花

通 り （ 総 延 長 約

800m）の街なみ環境

に配慮した道路整

備を行う。 

【実施時期】 

平成 23～32 年度 

小田原市  旧甲州道としての歴史を持つ銀

座・竹の花周辺地区についてまちな

みと調和した小公園、歩道緑化、路

面舗装、電線地中化、駐輪場整備な

どの通りの整備を行うとともに、エ

リア内建築物の色彩統一など景観

整備を行う。 

この事業により中心市街地の商

業集積のメインストリート（国道

255 号）が整備されることから、来

街者の誘引に寄与し、“訪れたくな

る・歩きたくなるまち”の実現に必

要である。 

※社会資本総合整備計画「小田原

城城下町地区における街なみ環

境の向上」の基幹事業（銀座・

竹の花周辺地区街なみ環境整備

事業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（街なみ環境整

備事業） 

【実施時期】 

平成 23～32年度 

 

 

 

 

 

【事業名】 

史跡小田原城跡本

丸・二の丸整備事業 

【事業内容】 

史跡小田原城跡本

丸・二の丸整備基本

構想に基づき、御用

米曲輪の整備を行

う。 

【実施時期】 

平成 22～30 年度 

小田原市 史跡小田原城跡本丸・二の丸整備

基本構想に基づき、御用米曲輪の整

備を行う。 

この事業により、小田原城がもつ

歴史的観光価値の拡大につながる

ことから“訪れたくなる・歩きたく

なるまち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

・文化庁国宝重

要文化財等保

存整備費補助

金 

・神奈川県指定

文化財保存修

理等補助金 

【実施時期】 

平成 22～30年度 

 

【事業名】 

史跡小田原城跡八

幡山古郭・総構整備

事業 

【事業内容】 

八幡山古郭・総構整

備の基本計画、基本

設計、実施設計を策

定し、保存と活用を

小田原市 歴史的価値の高い文化遺産であ

る史跡小田原城跡の八幡山古郭・総

構を保存管理し、整備活用していく

ため、史跡小田原城跡八幡山古郭・

総構保存管理計画を策定しており、

今後、基本計画、基本設計、実施設

計を策定して整備を行う。 

この事業により、城下町として培

われてきた歴史的・文化的な地域資

【支援措置】 

・文化庁国宝重

要文化財等保

存整備費補助

金 

・神奈川県指定

文化財保存修

理等補助金 

【実施時期】 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

図る。 

【実施時期】 

平成 24～32 年度 

源に磨きをかけることにつながる

ことから“訪れたくなる・歩きたく

なるまち”の実現に必要である。 

平成 24～32年度 

【事業名】 

緊急輸送路沿い建

築物耐震診断事業

費補助事業 

【事業内容】 

地震など災害時の

円滑な避難、救護、

物資輸送の緊急輸

送路を確保するた

め、耐震診断に補助

を行う。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

  

小田原市 中心市街地内の縦横に位置する

幹線道路は、災害時の緊急輸送路に

指定されている。緊急輸送路は災害

時の円滑な避難救急消防活動のた

めの大動脈である。 

旧耐震基準で建築された緊急輸

送路沿いの特定建築物について耐

震診断費用の一部を補助すること

により、既存建築物強化を図り安全

性の向上に寄与する。 

この事業は、“住みたくなる・暮

らしやすいまち”の実現に必要であ

る。 

〔対象となる道路〕 

国道 1号、国道 255号、県道 73 号、

県道 74号、市道 0001 号 

※社会資本総合整備計画「神奈川

県における住宅・建築物安全ス

トック形成事業」の基幹事業 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（住宅・建築物

安全ストック形

成事業） 

【実施時期】 

平成 24～27年度 

 

 

 

 

 

 

【事業名】 

計画的な維持管理

による安全・安心な

道路環境の確保（市

道 0002号改修事業） 

【事業内容】 

歩行者天国が行わ

れる市道 0002号を、

安全・安心で快適な

道路環境とするた

め、改修を行う。 

延長:240m 

幅員:10.3m 

【実施時期】 

平成 24、25 年度 

 

 

 

小田原市 本線は小田原駅と国道 255号を結

ぶ幹線市道であり、商業施設が並ぶ

コミュニティ道路でもある。経年劣

化が著しく舗装修繕を実施し安

全・安心な道路環境確保を図り、市

街地の活性化に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”と“住みたくな

る・暮らしやすいまち”の実現に必

要である。 

〔工事区間〕 

 

 

 

 

 

 

 

※社会資本総合整備計画「計画的

な維持管理による安全・安心な

道路環境の確保」の基幹事業 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（道路事業） 

【実施時期】 

平成 24、25年度 

 

 

【事業名】 小田原市、 小田原駅周辺の恵まれた自然、歴 【支援措置】  
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

都市廊（もてなしの

道路空間づくり事

業） 

【事業内容】 

民地歩道（セットバ

ック）の活用や駐輪

場、バス停の整備に

より、ゆとりある道

路空間を形成する。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

民間事業

者 

史環境を活かし、回遊性や利便性、

地域コミュニティの再生などに配

慮した、歩いて楽しい、快適で魅力

的な街なか空間づくりを進める。 

街なか緑化も含め、快適で魅力的

な街なか空間づくりを進めること

は、“訪れたくなる・歩きたくなる

まち” の実現に必要である。 

※社会資本総合整備計画「小田原

の多様な芸術文化活動を生か

した、まちのにぎわいと回遊性

の向上」の効果促進事業 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 26～28年度 

 

【事業名】 

下水道総合地震対

策事業及び下水道

長寿命化計画事業 

【事業内容】 

中心市街地約 50ha

の下水管の整備を

行う。 

【実施時期】 

平成 22～30 年度 

小田原市 地震被害対策として、第十七号汚

水幹線（中心市街地を東西に横断す

る）の更生工事を実施するととも

に、重要な下水管路の耐震化及び、

その他管路の効果的な維持延命工

事を実施する。 

この事業は、安全・安心な生活環

境に寄与することから、“住みたく

なる・暮らしやすいまち”の実現に

必要である。 

【支援措置】 

・社会資本整備

総合交付金（下

水道総合地震対

策事業） 

・社会資本整備

総合交付金（下

水道長寿命化支

援制度） 

【実施時期】 

平成 26～30年度 

 

【事業名】 

天守閣耐震補強事

業 

【事業内容】 

小田原城天守閣の

耐震補強などの基

本設計、実施設計を

策定する。 

【実施時期】 

平成 25、26 年度 

小田原市 

 

 小田原城天守閣耐震改修等検討

委員会により、耐震補強工法をはじ

め、バリアフリーの検討、展示リニ

ューアルの検討も行う。 

 この事業により、小田原の観光シ

ンボルである小田原城の安全性と

利便性の向上が期待できることか

ら、“訪れたくなる・歩きたくなる

まち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（住宅

建築物安全スト

ック形成事業） 

【実施時期】 

平成 25、26年度 

 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

景観形成修景事業 

【事業内容】 

景観計画重点区域

内における建築物

などの新築や外観

小田原市 市では、平成 5年に小田原市都市

景観条例を制定し、建築物や工作物

の景観誘導に取り組んできた。 

その後、景観法に基づく小田原市

景観計画において、小田原城周辺地

区、小田原駅周辺地区などを景観計
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

の色彩変更などの

行為のうち、優れた

景観への誘導を促

進し、景観形成に寄

与するものに対し、

屋根や外壁などの

外観部分に要した

費用の一部補助を

行う。 

【実施時期】 

平成 8年度～ 

画重点区域として、今後も景観形成

の取り組みを継続させ、小田原のま

ちをさらに美しく、快適で個性豊か

な都市に育て、次代に引き継ぐこと

とした。 

そこで、景観計画重点区域内の外

観改修費用を補助し、良好な景観形

成に寄与する。 

この事業は“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

【事業名】 

城址公園植栽管理

事務 

【事業内容】 

小田原城址公園の

桜の樹木の診断結

果などに基づき、桜

の植え替えを行う。 

【実施時期】 

平成 24～30 年度 

小田原市 小田原城址公園内の桜（ソメイヨ

シノ）は、樹木緊急診断の結果、Ｅ

判定（不健全・要植替）のものが 17

本あった。今後、桜を保存していく

ためには、対象樹木の補植・更新が

必要となる。 

 この事業により、誘客効果も絶大

である城址公園の桜を維持してい

くことが可能となることから、“訪

れたくなる・歩きたくなるまち”の

実現に必要である。 

  

【事業名】 

保存樹・保存樹林奨

励金交付事業 

【事業内容】 

中心市街地の良好

な緑樹環境を維持

するため、保存樹・

保存樹林の所有者

に対し奨励金を交

付する。 

【実施時期】 

昭和 49年度～ 

小田原市 地域で親しまれてきた老木や銘

木、良好な自然環境を形成する樹木

や樹林を保存することで、都市の美

観・風致を維持する。 

維持管理を行う所有者奨励金を

交付し、支援する。（中心市街地内

では 4か所指定） 

この事業により、うるおいとやす

らぎに満ちた都市空間創に寄与す

ることから、“住みたくなる・暮ら

しやすいまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

津波避難施設指定

事業 

【事業内容】 

小中学校をはじめ

とする公共施設な

どを、津波一時避難

施設として指定す

る。 

小田原市 海抜 10ｍ未満の区域のある 15 の

地区自治会連合会の区域の小中学

校やその他の市有の公共施設を津

波一時避難施設として指定すると

ともに、県施設とも協定締結する。 

また、当該地域の自治会役員など

との協働で、国の定める「3 階建て

以上」「鉄筋コンクリート構造」「新

耐震基準に適合」など、津波避難ビ
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

ルとして要件を満たすマンション

や業務施設・地区自治会・市と協定

を締結する。 

その結果、中心市街地 13 施設を

津波一時避難施設として指定した。 

 この事業により、安全で安心して

暮らせる地域づくりが期待できる

ことから“住みたくなる・暮らしや

すいまちづくり”の実現に必要であ

る。 

【事業名】 

市街地沿道ほか草

花等配布事業 

【事業内容】 

商店街を中心に市

民の協力を得てフ

ラワープランター

を設置する。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

小田原市 小田原駅本町線沿線などの 3路線

の商店街を中心にフラワーポット

を設置し、年 2回草花などを配布し、

市街地の環境緑化を推進する。 

この事業により、訪れた人が快適

に歩いて楽しめる、回遊性に配慮し

たもてなし空間づくりが期待でき

ることから、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

上水道老朽管更新

事業 

【事業内容】 

上水道の老朽管を

耐震性の高い管に

更新する。 

総延長：320m 

直径：200㎜ 

【実施時期】 

平成 25～27 年度 

小田原市 東海地震、神奈川県西部地震の被

害が懸念される中、ライフラインの

根幹である上水道設備のうち、国道

135 号（南町 4 丁目）に埋設されて

いる老朽管を耐震性の高い管に更

新する。 

この事業は、“住みたくなる・暮

らしやすいまち” の実現に必要で

ある。 

 

 

  

【事業名】 

小田原城天守閣展

示リニューアル整

備事業 

【事業内容】 

小田原城天守閣内

の展示を全面的に

見直す。 

【実施時期】 

平成 27～28 年度 

小田原市 小田原城天守閣は、昭和 35 年に

再建されてから 50 年以上が経過し

ているため、来館者の安全確保を第

一に耐震改修を行い、併せて来館者

の満足度の向上を図るため、展示の

全面リニューアルを実施する。 

この事業により、観光客などの小

田原城及び周辺施設への回遊性が

高まることが期待されることから、

“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”の実現に必要である。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

[１] 都市福利施設の整備の必要性  

（１）現状分析 

本市の都市福利施設で、中心市街地にあるもののうち、小田原市郷土文化館（昭和 30（1955）年）、

小田原市立図書館（昭和 34（1959）年）、小田原市民会館（昭和 37（1962）年）、御幸の浜プール（昭

和 45（1970）年）、小田原社会福祉センター（昭和 49（1974）年）、小田原スポーツ会館（昭和 54（1979）

年）などは老朽化している。一方で、中心市街地以外の都市福利施設は、保健センター（昭和 63（1988）

年）、上府中公園・小田原球場（平成 2（1990）年）、生きがいふれあいセンターいそしぎ（平成 4（1992）

年）、かもめ図書館（平成 6（1994）年）、小田原フラワーガーデン（平成 7（1995）年）、小田原アリ

ーナ（平成 8（1996）年）、小田原テニスガーデン（平成 9（1997）年）など、中心市街地の施設より

も比較的新しいものが多い。 

このような状況の中、大規模小売店の撤退などで中心市街地の空き店舗が増えたことなどから、女

性プラザ（平成 16（2004）年）、市民活動サポートセンター（平成 16（2004）年）、市民学習フロア

（平成 17（2005）年）、街なか起業家支援センター（平成 17（2005）年）が開設され、新たな活動拠

点として活用されてきたが、市民学習フロアは稼働率や費用対効果の観点から平成 23（2011）年に

閉館し、同じビルに入居していた街なか起業家支援センターは中心市街地内の他の空き店舗へ移転し

ている。 

一方、商業・業務機能などについても、平成 19（2007）年以来、公共地下歩道のみの利用になっ

ている小田原地下街の再生や、小田原駅東口に広がるお城通り地区の再開発など、中心市街地の停滞

を表す大きな課題が存在している。 

 

（２）都市福利施設の整備の必要性 

『広域交流拠点整備構想』により位置付けられ、小田原駅周辺の交流拠点として役割を担うことが

求められているお城通り地区再開発事業と、現在は公共地下歩道機能としてのみの使用となっている

小田原地下街の再生事業については、それらを取り巻くさまざまな事業も含め、商業・業務機能とし

ても都市福利の機能としても、本市の中心市街地活性化おいて、核となる重要な役割を担っており、

一体的、総合的な発展のために、整備が必要なものである。 

芸術文化創造センター整備事業とそれに付随する事業についても、建設後すでに 50 年以上が経過

し老朽化した小田原市民会館に代わり、これからの時代に相応しい芸術文化創造の拠点とするため、

また、中心市街地活性化のための回遊拠点として、お城通り地区再開発事業や小田原地下街再生事業

と並び、中心市街地の一体的、総合的な整備、発展のために必要となっている。 

 

（３）フォローアップについての考え方 

基本計画に位置付けた事業については、各年度末に事業の進捗状況の調査を行う。必要に応じて事

業促進のための改善措置を講じ、推進を図る。 

 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 
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（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

お城通り地区再開

発事業 

【事業内容】 

広域交流施設ゾー

ンは、商業・業務施

設と公共・公益施設

（コンベンション

機能等）による複合

集客施設及び広場

の整備を図る。 

駐車場施設ゾーン

は、立体駐車場の整

備と、駐車場施設の

1 階部分に公共・公

益施設（会議室、活

動スペース等）など

を配置する。 

【実施時期】 

平成 23～31 年度  

（一財）小田原

市事業協会、民

間事業者 

お城通り地区再開発事業につ

いては、神奈川県と小田原市で策

定した『広域交流拠点整備構想』

の中で、優先的に整備すべき事業

として「事業優先区域」に位置付

けられている。 

同事業は、駐車場施設ゾーンの

整備（駐車台数 350 台程度を目途

に確保、公共・公益施設（会議室、

活動スペース等）などの配置）及

び広域交流施設ゾーンの整備（商

業・業務と公共・公益（コンベン

ション機能等）の複合集客施設と

広場の整備）を推進することで、

小田原駅周辺地区に求められて

いる広域的な人・もの・情報など

の交流拠点としての役割を担い、

その交流の場を支える都市機能

の整備を図るとともに、中心市街

地の活性化に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・

歩きたくなるまち”と“住みたく

なる・暮らしやすいまち”の実現

に必要である。 

※社会資本総合整備計画「小田

原の豊かな地域資源を生か

した、まちのにぎわいと回遊

性の向上」の基幹事業（小田

原駅周辺地区暮らし・にぎわ

い再生事業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎ

わい再生事業） 

【実施時期】 

平成 25～31年度 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（都市再生整備

計画事業（小田

原駅周辺地区）） 

【実施時期】 

平成 27～31年度 

 

 

 

 

 

 

【事業名】 

小田原地下街再生

事業 

【事業内容】 

地域の魅力やその

情報を発信すると

ともに、地域の素材

を活かした商品の

販売などにより、市

内への回遊拠点と

地域経済振興の拠

点として、地下街を

再生する。 

【実施時期】 

小田原市 昭和 51年に開業した小田原地

下街は、平成 19 年 6月末をもっ

て商業施設の営業が停止し、現在

は公共地下歩道機能のみとなっ

ている。長年、小田原駅前の顔と

して、また中心市街地の核となる

商業施設として市民に親しまれ

てきた施設であり、にぎわいのあ

るまちづくりには欠くことので

きない施設である。 

中心市街地の活性化及び地域

経済振興の戦略拠点施設として、

地域資源の活用や回遊性の向上

など、新しい価値を備えた公共空

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎ

わい再生事業） 

【実施時期】 

平成 23～26年度 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

平成 23～26 年度 間を創出するための施設として

再生を目指す。 

この事業は、“訪れたくなる・

歩きたくなるまち”と“住みたく

なる・暮らしやすいまち”の実現

に必要である。 

〔施設概要〕 

施設名：小田原地下街 

階数：地上 3階、地下 2階 

構造：耐火構造 

敷地面積：6,531 ㎡ 

延床面積：7,983 ㎡ 

施設用途：地域交流施設（情報セ

ンター、屋内公開広場

等）、商業施設 

※社会資本総合整備計画「小田

原の豊かな地域資源を生か

した、まちのにぎわいと回遊

性の向上」の基幹事業（小田

原駅周辺地区暮らし・にぎわ

い再生事業） 

【事業名】 

市民ホール整備事

業 

【事業内容】 

芸術文化創造の拠

点として市民ホー

ルを整備する。 

【実施時期】 

平成 24～33 年度 

小田原市  現在の市民会館は、建設から

50 年以上が経過しているため、

最新の舞台装置や音響設備を備

えた新たな施設整備が求められ

ている。 

生活の質的な要求度とともに、

芸術文化への関心が高まり、優れ

た芸術文化に触れるとともに、自

らの活動発表の場として活用で

きるよう、芸術文化創造の拠点と

して市民ホールを整備し、回遊拠

点機能の向上に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・

歩きたくなるまち” の実現に必

要である。 

〔施設概要〕 

位置：本町一丁目 138 番 6 ほか 

階数：地上 3階、地下 1階（予定） 

構造：耐火構造 

敷地面積：9,346.91 ㎡  

延床面積：約 7,500 ㎡（予定） 

施設用途：地域交流施設、駐車場 

※社会資本総合整備計画「小田

原の多様な芸術文化活動を

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎ

わい再生事業） 

【実施時期】 

平成 24～33年度 

 

旧「芸

術文化

創造セ

ンター

整備事

業」 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

生かした、まちのにぎわいと

回遊性の向上」の基幹事業

（小田原城周辺地区暮ら

し・にぎわい再生事業） 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

お城通り緑化歩道

整備事業 

【事業内容】 

市道 2216 号（お城

通り）の再開発事業

用地側の歩道及び

滞留部分を整備す

る。 

延長：約 250ｍ 

幅員：約 13.5～ 

15.5ｍ 

【実施時期】 

平成 23～31 年度 

小田原市  市道 2216号（お城通り）は「（仮

称）歴史と緑の歩行回廊」の形成

における重要な一区間として整備

が必要であるとともに、駅と城を

結ぶ緑豊かでゆとりある歩行空間

を確保するため、再開発事業用地

側の現在の歩道幅員から、さらに

約 2.5ｍの拡幅を行い、電線類地

中化事業と連携を図りながら幅員

約 5ｍの緑化歩道として整備する。

また、併せて、歩行者の滞留に供

する部分(ポケットパーク約 160

㎡)の整備を行う。 

基幹事業である小田原駅周辺地

区暮らし・にぎわい再生事業（お

城通り地区再開発事業）に合わせ

て景観の向上と緑豊かでゆとりあ

る歩行空間を創出するとともに、

回遊性の向上を図る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”と“住みたくな

る・暮らしやすいまち”の実現に

必要である。 

※社会資本総合整備計画「小田原

の豊かな地域資源を生かした、

まちのにぎわいと回遊性の向

上」の関連社会資本整備事業 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 23～31年度 

 

 

【事業名】 

情報案内板設置事

業 

【事業内容】 

小田原市  主要な歩行者動線となる箇所

に、地域内に点在する歴史・文化

的遺産や観光資源、公共施設など

の情報の案内板を設置（お城通り

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

 

歩道部断面図（イメージ） 

ポケットパーク（イメージ） 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

小田原駅周辺地区

暮らし・にぎわい再

生事業の実施に伴

い、案内板を設置し

中心市街地の回遊

性を高める。 

【実施時期】 

平成 26～31 年度 

歩道内に 3 か所）し、来訪者の利

便性と交流・回遊性の向上を図る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要で

ある。 

※社会資本総合整備計画「小田原

の豊かな地域資源を生かした、

まちのにぎわいと回遊性の向

上」の効果促進事業 

平成 26～31年度 

【事業名】 

芸術文化活動活性

化事業 

【事業内容】 

中心市街地におい

て、ミュージックス

トリート（演奏活

動）やダンス、パフ

ォーマンスイベン

ト、まちなか美術館

などを随時開催す

る。 

【実施時期】 

平成 25～28 年度 

小田原市  新しい芸術文化創造センター

が、鑑賞活動の場としてだけでは

なく、音楽やアートなどあらゆる

ジャンルの人が関わりながら創り

上げていく芸術文化の拠点とな

り、活気と回遊を生み出し、街な

かのにぎわいを創出する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要で

ある。 

※社会資本総合整備計画「小田原

の多様な芸術文化活動を生か

した、まちのにぎわいと回遊性

の向上」の効果促進事業 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 25～28年度 

 

【事業名】 

芸術文化創造活動

担い手育成事業 

【事業内容】 

ワークショップな

どを開催し、芸術文

化創造の担い手を

育成する。 

【実施時期】 

平成 24～28 年度 

小田原市  新しい芸術文化創造センターを

拠点とした、アウトリーチ、ワー

クショップ・セミナーなどを開催

し、小田原の芸術文化創造活動の

担い手を効果的に育成する。 

クリエイティブな新しい活力が

起こり、芸術文化の担い手が、市

民芸術文化創造センターを拠点と

して活動するとともに、新しいに

ぎわいが生まれる。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要で

ある。 

※社会資本総合整備計画「小田原

の多様な芸術文化活動を生か

した、まちのにぎわいと回遊性

の向上」の効果促進事業 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 24～28年度 

 

【事業名】 

誘導サイン等設置

事業 

【事業内容】 

小田原市  小田原駅から芸術文化創造セン

ター建設地である三の丸地区まで

の周辺地域内に、案内板・表示板・

芸術文化創造センターなどの催事

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

小田原城周辺地区

暮らし・にぎわい再

生事業の実施に伴

い、お堀端通りを中

心に、案内板を設置

し中心市街地の回

遊性を高める。 

【実施時期】 

平成 26年度 

情報板などを設置（周辺市道の歩

道内など 22 か所）する。 

効果的に配置することにより、

地域内の回遊性を高め、各整備施

設などへの集客の拡大を図る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち” の実現に必要で

ある。 

※社会資本総合整備計画「小田原

の多様な芸術文化活動を生か

した、まちのにぎわいと回遊性

の向上」の効果促進事業 

平成 26年度 

【事業名】 

おだぴよ子育て支

援センター運営事

業 

【事業内容】 

子育て支援センタ

ーを開設し、育児相

談、子育て広場の運

営を行うとともに、

子育て情報を発信

する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

小田原市  小田原駅西口から徒歩 3 分の立

地にある子育て拠点としての役割

を担う施設で、親子で自由に過ご

すことやお母さんのリフレッシ

ュ、仲間づくりができるコミュニ

ティなど、立地を活かした利用し

やすい都市型子育て支援施設とし

て、“住みたくなる・暮らしやすい

まち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

・保育緊急確保

事業費補助金 

・安心こども交

付金事業費補助

金 

【実施時期】 

平成 25～26年度 

 

【支援措置】 

子ども・子育て

支援交付金 

【実施時期】 

平成 27年度～ 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

  該当なし 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該

事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

 

[１] 街なか居住の推進の必要性  

（１）現状分析 

本市の人口は、市全体では平成 7（1995）年まで、年間約 1,000人という安定した増加傾向にあっ

たが、平成 11年（1999）年の 200,692人をピークに減少に転じ、平成 23（2011）年は 197,733人と

なっている。その一方で、世帯については、緩やかに増加し続けている。 

中心市街地の人口は、平成元（1989）年は 12,321 人であったが、減少の一途をたどっていた。そ

の後、平成 17（2005）年以降は増加傾向に転じ、現在も概ね継続しており、平成 24（2012）年の人

口は、最も少なかった平成 16（2004）年から 611 人増加し、10,841人となっている。 

中心市街地の人口の増加の主な要因として、平成 15（2003）年ごろから中心市街地内で小田原城

天守閣や相模湾、箱根連山が望めるという眺望を付加価値とした大規模な高層マンションが建設され

たことや、平成 17（2005）年に市街化区域を対象とした高度地区の都市計画決定がなされたことで、

マンションの建築申請がさらに高まったことなどが推察される。 

また、神奈川県西部地震、東海地震などの危険性が指摘され、対策を講じてきたが、東日本大震災

以降、相模湾に面した海抜 10 メートル未満のエリアがある中心市街地においては、安全で安心な暮

らしを守るための防災対策がより重要度を増している。 

街なか居住という視点では、平成 15（2003）年度に市民、学識経験者、行政で「街なか居住研究

会」を組織し、小田原の街なか居住のあり方を検討したほか、平成 17（2005）年度には、街なかの

商業と住居が混在した地区の土地所有者などに対して、「街なか住まいづくりに関するアンケート調

査」を実施し、建物の建替えや低未利用地の利活用の意向、また、共同住宅などの建設の意向につい

て調査するとともに、共同化や建替えの課題や事業化に積極的な地区の抽出などを行っている。 

 

（２）街なか居住の推進の必要性 

中心市街地の居住人口は、ここ数年間、増加傾向から横ばいになりつつあるが、都市福利施設など

の建物の老朽化や更新時期の到来、空き店舗の増加などにより、公共サービス機能の低下や都市機能

の衰退などが進み、良好な街なか居住が進んでいるとは言えない。現在の人口減少社会において、中

心市街地への人口の集約化も視野に入れながら、それらの建物のリニューアルなども含め、居住と商

業集積を一体的に進める都市機能の集積による街なか居住の推進が求められる。 

さらに、子育て支援や防災対策など、街なか居住を支えるソフト部分に係るまちづくりも、合わせ

て推進する必要がある。 

 

（３）フォローアップについての考え方 

基本計画に位置付けた事業については、各年度末に事業の進捗状況の調査を行う。必要に応じて事

業促進のための改善措置を講じ、推進を図る。 

 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 
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（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

中心市街地におけ

る優良建築物等の

整備事業 

【事業内容】 

中心市街地におけ

る土地利用の共同

化、高度化等に寄

与する優良建築物

等を整備する。 

【実施時期】 

平成 26年度～ 

 

地権者、民間

事業者 

中心市街地において、事業者（地

権者など）が土地の利用の共同化、

高度化等に寄与する優良建築物等

を整備する事業で、市街地の環境

の整備改善や市街地住宅の供給を

図るため、市は専門家派遣などに

より事業化に向けた合意形成を促

進したり、共用施設整備費の一部

を助成したりするなど、土地利用

の共同化、高度化等を図る優良建

築物等整備事業の促進を図る。 

この事業は、“住みたくなる・暮

らしやすいまち”の実現に必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（優良建築物等

整備事業） 

【実施時期】 

平成 26年度～ 

 

 

【事業名】 

地震被害軽減化促

進事業 

【事業内容】 

危険な塀などの撤

去や木造住宅の耐

震診断、耐震設計、

工事監理及び耐震

改修工事に対する

経費の一部を補助

する。 

【実施時期】 

平成 8年度～ 

小田原市  危険な塀などの撤去や木造住宅

の耐震診断、耐震設計、工事監理

及び耐震改修工事に対する経費の

一部を補助し、地震被害を軽減化

していく。 

この事業により、地震に強い安

全なまちづくりを推進することが

期待できることから、“住みたくな

る・暮らしやすいまちづくり”の

実現に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（住宅

建築物安全スト

ック形成事業） 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

おだぴよ子育て支

小田原市  小田原駅西口から徒歩 3 分の立

地にある子育て拠点としての役割

【支援措置】 

・保育緊急確保

再掲 

【取組状況】（仮称）緑一番街居住推進プロジェクト［期間：平成 23～27年度］ 

［主体：権利者法人、民間事業者］ 

中心市街地において、共同化、高度化などを行い、魅力的な商業施設の配置により来街者

の回遊性の向上とにぎわい空間の創出につなげるとともに、ファミリー向けマンションの

整備により街なか居住を推進する。 
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 事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

援センター運営事

業 

【事業内容】 

子育て支援センタ

ーを開設し、育児

相談、子育て広場

の運営を行うとと

もに、子育て情報

を発信する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

を担う施設で、親子で自由に過ご

すことやお母さんのリフレッシ

ュ、仲間づくりができるコミュニ

ティなど、立地を活かした利用し

やすい都市型子育て支援施設とし

て、“住みたくなる・暮らしやすい

まち”の実現に必要である。 

事業費補助金 

・安心こども交

付金事業費補助

金 

【実施時期】 

平成 25～26年度 

 

【支援措置】 

子ども・子育て

支援交付金 

【実施期間】 

平成 27年度～ 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

都市廊（住みよい居住

空間づくり事業） 

【事業内容】 

街なか居住を推進す

るために商店・住居が

一体となった共同建

替えを推進する。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

小田原市、

民間事業者 

共同建替えを推進することにより、

連続した回遊性や利便性、地域コミュ

ニティの再生などに配慮した、歩いて

楽しい、快適で魅力的な街なか空間づ

くりを進める。 

この事業は、“住みたくなる・暮ら

しやすいまち” の実現に必要である。 

 

 

  

【事業名】 

はつらつ健康相談事

業 

【事業内容】 

心身の健康や生活習

慣病などに関する個

別の相談に応じ、生活

改善のための指導及

び助言を行う。 

【実施時期】 

平成 14年度～ 

小田原市 地域に出向き、健康おだわら普及員

の協力を得ながら、身近な公民館など

で、血圧、体脂肪、血管年齢測定など

の簡単な健康チェックや健康相談を

行う。 

この事業により、地域ぐるみで健康

づくりへの意識を高めることで快適

に暮らせる住環境の形成が期待でき

ることから、“住みたくなる・暮らし

やすいまちづくり”の実現に必要であ

る。 

【支援措置】 

市町村健康事

業費補助金 

【実施時期】 

平成 25～29

年度 

 

 

【事業名】 

共に育ち合う子育て

にやさしいまちづく

り事業 

【事業内容】 

民間事業者 おだぴよ利用者のママさんのクチ

コミ情報による城山商店会、小田原駅

周辺の「親子でさんぽＭＡＰ」を作成

し、子育て世代の利便性を図る。 

地域の絆を深める「子育てにやさし
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

城山商店会にある子

育て援センター（おだ

ぴよ）の周辺に特化し

た「親子でさんぽＭＡ

Ｐ」を子育ての視点か

ら作成するとともに、

異世代で楽しめるイ

ベントを開催する。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

いまちづくり」（セミナー）の定期的

開催を通して、異世代交流の場を提供

する（「子育て世代」「シニア層」「パ

パ」それぞれに限定したセミナーイベ

ントを開催）。 

小田原市子育て支援センターの施

設特性を活かし、地域で子育てするネ

ットワークコミュニティをつくるこ

とは“住みたくなる・暮らしやすいま

ち”の実現に必要である。 

【事業名】 

地域防災事業 

【事業内容】 

自主防災組織の強化

の推進を図る。 

【実施時期】 

平成 5年度～ 

自主防災組

織、小田原

市 

自主防災組織に対する防災資機材

の購入の補助や自治会連合会に対す

る防災訓練の補助を実施し、地域防災

力の強化を図る。 

この事業により、地域住民自らが自

助・共助の精神を養い、防災対策に取

り組むことで、災害に強い地域の形成

が期待できることから、“住みたくな

る・暮らしやすいまちづくり”の実現

に必要である。 

【支援措置】 

神奈川県市町

村地震防災対

策緊急推進事

業費補助金 

【実施時期】 

平成 25～26

年度 

 

【支援措置】 

神奈川県市町

村減災推進事

業費補助金 

【実施時期】 

平成 27年度 

 

【支援措置】 

神奈川県市町

村地域防災力

強化事業費補

助金 

【実施時期】 

平成 28 年度

～ 

 

【事業名】 

防災マップ作成事業 

【事業内容】 

地域防災計画の改訂

に合わせ、津波避難地

図など最新の情報を

盛り込んだ防災マッ

プを作成する。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

小田原市 最新の防災情報を盛り込んだ防災

マップを作成する。 

 この事業により、地震に強い安全な

まちづくりを推進することが期待で

きることから、“住みたくなる・暮ら

しやすいまちづくり”の実現に必要で

ある。 
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

津波避難施設指定事

業 

【事業内容】 

小中学校をはじめと

する公共施設などを、

津波一時避難施設と

して指定する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

小田原市 海抜 10ｍ未満の区域のある 15の地

区自治会連合会の区域の小中学校や

その他の市有の公共施設を津波一時

避難施設として指定するとともに、県

施設とも協定締結する。 

また、当該地域の自治会役員などと

の協働で、国の定める「3階建て以上」

「鉄筋コンクリート構造」「新耐震基

準に適合」など、津波避難ビルとして

要件を満たすマンションや業務施

設・地区自治会・市と協定を締結する。 

その結果、中心市街地で 13 施設を

津波一時避難施設として指定した。 

 この事業により、安全で安心して暮

らせる地域づくりが期待できること

から、“住みたくなる・暮らしやすい

まちづくり”の実現に必要である。 

 再掲 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特

例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

 

[１] 商業の活性化の必要性  

（１）現状分析 

中心市街地の区域は、商業・近隣商業地域の用途地域指定を受け、市内の商店街の約 60％にあた

る 24 商店街が集中するとともに、小売商店数でも市内の商店数の約 30％の 800店余りが中心市街地

内で営業しており、売場面積においても市全体における中心市街地の割合が約 26％を占めるなど、

市の経済の中心的な役割を担ってきた。 

商業統計によると、昭和 45（1970）年から順調な伸びを見せていた小売・卸売業の年間商品販売

額は、モータリゼーションの進展や消費者のライフスタイルの変化などに伴い、川東地区に相次いで

郊外型大型店が出店し、川東地区の商業集積地が小田原駅周辺の中心市街地と肩を並べ、本市の商業

機能が 2 つの核を持ったことにより、平成 3（1991）年を境に減少に転じ、平成 19（2007）年にはピ

ーク時と比較し半減と衰退している。同様に、中心市街地の商店数、従業員数、売場面積も年々減少

傾向にあり、中心市街地の商業を取り巻く環境は厳しくなっている。 

また、小田原駅周辺の流動客調査では、小田原駅東西自由連絡通路（アークロード）の開通や駅ビ

ル開業の影響もあり、小田原駅構内の流動客は増加しているが、駅から離れるにつれて流動客数が減

少傾向にある。これは小田原駅の中で消費・流通が完結していることの現れであり、周辺商店街は空

き店舗が増加し、中心市街地全体としても活性化が図られておらず、非常に厳しい状況にある。 

 

（２）商業の活性化の必要性 

来街者にとって本市の顔となる中心市街地の商業の活性化は、中心市街地全体の活性化や小田原の

イメージアップを図っていくうえで非常に重要である。 

中心市街地における商業の活性化には、来街する動機を喚起することが第一歩であり、商業的な吸

引力を持つ駅ビルの開業などに伴う来街者の増加を中心市街地全体へ波及させていくために、魅力あ

る個店を引き立たせたり、それらを結ぶ動線を確立したりするなど、中心市街地内の回遊性を向上さ

せることが必要である。また、それとともに、空き店舗対策のほか、集客イベントや施設の活用など

のソフト事業による来街者の増加も、官民一体となって継続的に進めていく必要がある。 

 

（３）フォローアップについての考え方 

基本計画に位置付けた事業については、各年度末に事業の進捗状況の調査を行う。必要に応じて事

業促進のための改善措置を講じ、推進を図る。 

 

 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業  

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の事

項 

【事業名】 

旧ベルジュ新規

箱根登山鉄

道株式会社 

駅東口に面した当該商業施設は、質の

高い駅前空間を創出するとともに、建

【支援措置】 

特定民間中心市

商店街まち

づくり事業
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建物建設事業 

【事業内容】 

小田原駅東口に

面する商業施設

の建替え。 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

物敷地内には小田原駅と周辺商店街

をつなぐ際の重要な通行帯を設け、駅

前から街なかへ向かう観光・交流の広

がりを生み出す拠点として整備事業

を行う。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きた

くなるまち”と“住みたくなる・暮ら

しやすいまち”の実現に必要である。 

〔施設概要〕 

所在地：小田原市栄町 2 丁目 544-3他 

施設規模：鉄骨造 3階建 

敷地面積：778.33㎡（公簿） 

延床面積：1,988㎡（計画） 

施設用途：飲食・サービス商業施設 

街地経済活力向

上計画の経済産

業大臣認定 

【実施時期】 

平成 26年度 

（中心市街

地活性化事

業） 

認定特定民

間中心市街

地経済活力

向上事業の

用に供する

不動産の取

得又は建物

の建築をし

た際の登録

免許税の軽

減 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の事

項 

【事業名】 

小田原宿観光回

遊バス運行事業 

【事業内容】 

春・秋の観光シ

ーズンに、中心

市街地で行われ

るイベントと連

動して駅やその

周辺を回遊する

バ ス を 運 行 す

る。 

【実施時期】 

平成 14年度～ 

小田原市 観光客の入込みが増加する春・秋シ

ーズンに、中心市街地と周辺のスポッ

トを回遊（周回）する、乗り降り自由

のバスを運行する。 

中心市街地で行われるイベントと

連動して小田原駅や小田原城址公園

周辺に集中する観光客などの各エリ

アへの交通ツールとして、回遊性の向

上に寄与する。 

加えて、中心市街地内の、小田原駅

からの徒歩移動には距離がある観光

ニーズの高いエリア（伝統の街なみ形

成ゾーン、居住・文教ゾーン）への公

共交通手段として、利便性向上による

誘客も図る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要である。 

〔運行概要〕 

・春・秋の観光シーズン（3 月～5月、

9 月～11 月） 

・土日祝日を中心に年間約 40 日間 

・1 日 12 便、中心市街地及び周辺地

域の 14か所のバス停を周回 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

【事業名】 

空き店舗活用事

業 

小田原市 空き店舗の増加に伴う通り（商店

街）全体の衰退抑制に着目し、調査研

究を行い活用の方向性を探り、活用方

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の事

項 

【事業内容】 

商店街ごとに応

じた空き店舗の

活用方策を研究

し、活用を図る。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

策を提案する。 

中心市街地の外郭部（伝統の街なみ

形成ゾーンなど）の通りに着眼するこ

とで、中心部からの回遊促進にもつな

がり、活性化、暮らしの利便性に寄与

することを目指す。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”と“住みたくなる・暮

らしやすいまち”の実現に必要であ

る。 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

【事業名】 

家守事業 

【事業内容】 

中心市街地の商

店街内の空き店

舗などの休眠不

動産の再活用を

進めていく。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

 

（同）まち

元気小田原 

空き店舗などの再活用を進めるた

めのリーシング支援を行う。 

空き店舗調査の結果、空き店舗が有

効に活用されずに休眠不動産となる

理由に所有者がテナントを選択でき

ないことが挙げられ、積極的なリーシ

ングにつながらず、シャッター街を助

長していることが判明したため、不動

産所有者の資産活用へのリスク軽減

と、起業の意欲を持つ事業者の負担軽

減をサブリースの手法（賃貸借にかか

る契約を「所有者と仲介者」「仲介者

とテナント」と二段階で行い仲介者が

契約に伴う双方のリスクを軽減する

手法）を活用し、空き店舗を減少させ

る。 

副次的な成果として、まちづくり会

社（（同）まち元気小田原）が不動産

所有者と起業者の仲立ちをすること

で、参画する業種・業態などのデザイ

ンが可能となり、地域や商業者が理想

とする商店街づくりにより、地域経済

の活性化、生活の利便性にに寄与す

る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”と“住みたくなる・暮

らしやすいまち”の実現に必要であ

る。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

小田原・箱根産

業まつり 

【事業内容】 

小田原・箱根の

地域経済活性化

のため、地域産

小田原箱根

商工会議所 

小田原・箱根の地域経済の活性化の

ため地域産業のＰＲと地域住民との

交流や生活の向上を図る。商工業のみ

ならず、漁業や農業の現場を知っても

らう体験型のイベントも実施する。 

この事業により、地域性を活かした

産業振興の促進が期待できることか

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の事

項 

業の紹介と地域

住民との交流を

目的とした事業

を実施する。 

【実施時期】 

昭和 56年度～ 

ら、“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”の実現に必要である。 

【事業名】 

菊花展 

【事業内容】 

多くの菊の作品

を城址公園内に

展示する。 

【実施時期】 

昭和 26年度～ 

小田原市観

光協会 

小田原城の模型を小菊で飾った総

合花壇をはじめ、厚物、管物、盆栽、

懸崖、スプレー菊など約 700 鉢の菊花

が展示される。 

この事業により、駅周辺のにぎわい

づくりに期待ができることから、“訪

れたくなる・歩きたくなるまち”の実

現に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

北條五代祭り 

【事業内容】 

総勢約 1,800 名

の武者隊・音楽

隊・まち衆隊が

小田原城周辺の

中心市街地を勇

壮に練り歩くパ

レードを中心と

した観光イベン

トを開催する。 

【実施時期】 

昭和 40年度～ 

小田原市観

光協会 

毎年 5月 3日、戦国時代に小田原城

を拠点とし、五代にわたり栄華を極め

た戦国大名・北条氏を称え偲ぶ祭りを

開催する。市内外からの約 20 万人の

観光客でにぎわう市内最大の観光イ

ベントである。 

この事業により、駅周辺のにぎわい

づくりやその後の商店街などの活性

化につながることが期待できること

から、“訪れたくなる・歩きたくなる

まち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

小田原ちょうち

ん夏まつり 

【事業内容】 

「小田原ちょう

ちん」をシンボ

ルとした夏祭り

を開催する。 

【実施時期】 

昭和 45年度～ 

小田原市観

光協会 

歴史に名を残した「小田原ちょうち

ん」をシンボルとした、毎年 7月下旬

に開催されるイベントで、小田原城址

公園内をメイン会場として、ちょうち

ん踊りや神輿が中心市街地を練り歩

く。  

周辺のお堀には地元の小学生が製

作した約 2,200 個の小田原ちょうち

んが飾られる。また、会場内には、オ

リジナルちょうちんを作れる体験コ

ーナーもある。 

この事業により、駅周辺のにぎわい

づくりやその後の商店街などの活性

化につながることが期待できること

から、“訪れたくなる・歩きたくな

るまち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の事

項 

【事業名】 

小田原桜まつり 

【事業内容】 

ソメイヨシノの

開花に合わせ、

季節感あふれる

イベントの開催

やライトアップ

を実施する。 

【実施時期】 

昭和 57年度～ 

小田原市観

光協会 

小田原城天守閣周辺の約 350 本の

ソメイヨシノが見ごろを迎える時期

に開催される桜の祭りで、期間中は、

「きもので街あるき」や「稚児行列」

といったイベントやぼんぼりの設置、

ライトアップなどが行われ、多くの人

でにぎわう。 

この事業により、駅周辺のにぎわい

づくりやその後の商店街などの活性

化につながることが期待できること

から、“訪れたくなる・歩きたくな

るまち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

小田原城あじさ

い花菖蒲まつり 

【事業内容】 

小田原城東堀の

花菖蒲の開花時

期に合わせて、

各種イベントを

開催する。 

【実施時期】 

平成 17年度～ 

小田原城あ

じさい花菖

蒲まつり実

行委員会 

毎年 6月、約 7,000株の花菖蒲と約

2,100 株のあじさいの見頃にあわせ、

出店や花々を背景とした野外コンサ

ートなどを開催するほか、夜はライト

アップの演出により幻想的な雰囲気

を醸し出し、集客を高めている。 

この事業により、駅周辺のにぎわい

づくりにつながることが期待できる

ことから、“訪れたくなる・歩きたく

なるまち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

旧ベルジュ新規

建物建設事業 

【事業内容】 

小田原駅東口に

面する商業施設

の建替え。 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

箱根登山鉄

道株式会社 

駅東口に面した当該商業施設は、質の

高い駅前空間を創出するとともに、建

物敷地内には小田原駅と周辺商店街

をつなぐ際の重要な通行帯を設け、駅

前から街なかへ向かう観光・交流の広

がりを生み出す拠点として整備事業

を行う。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きた

くなるまち”と“住みたくなる・暮ら

しやすいまち”の実現に必要である。 

〔施設概要〕 

所在地：小田原市栄町 2 丁目 544-3他 

施設規模：鉄骨造 3階建 

敷地面積：778.33㎡（公簿） 

延床面積：1,988㎡（計画） 

施設用途：飲食・サービス商業施設 

【支援措置】 

商店街まちづく

り事業（中心市

街 地 活 性 化 事

業） 

【実施時期】 

平成 26年度 

【支援措置】 

認定特定民間中

心市街地経済活

力向上事業の用

に供する不動産

の取得又は建物

の建築をした際

の登録免許税の

軽減 

【実施時期】 

平成 27年度 

再掲 

特定民間中

心市街地経

済活力向上

計画の経済

産業大臣認

定 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

都市廊（魅力あ

る商店街づくり

事業） 

【事業内容】 

まちづくりルー

ルの検討や空き

店舗等の利活用

などを進める。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

小田原市、

民間事業者 

魅力ある商店街づくりを推進するこ

とにより、回遊性や利便性、地域コミ

ュニティの再生などに配慮した、歩い

て楽しい、快適で魅力的な街なか空間

づくりを進める。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きた

くなるまち” の実現に必要である。 

 ※社会資本総合整備計画「小田原の

多様な芸術文化活動を生かした、

まちのにぎわいと回遊性の向上」

の効果促進事業 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

【実施時期】 

平成 26～28年度 

 

 

【事業名】 

ウォーキングタ

ウン小田原（無

尽蔵プロジェク

ト） 

【事業内容】 

地域資源を活か

したウォーキン

グコースづくり

に取り組み、市

内外に広く紹介

する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

（特非）小

田原まちづ

く り 応 援

団、小田原

市 

市内に点在する地域資源を活かし

た自然、歴史、文化、産業などの魅力

あるポイントを散策するウォーキン

グコースづくりに取り組み、市内外に

広く紹介する。また、東海道筋の周辺

地区において、小田原ゆかりの人物の

邸宅や邸園などを巡るまち歩きを促

進するための案内板を設置する。 

この事業により、まち歩きを促進

し、観光客の回遊性の向上や滞留時間

の増加が期待できることから、“訪れ

たくなる・歩きたくなるまち”の実現

に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（街な

み 環 境 整 備 事

業） 

【実施時期】 

平成 25年度 

 

 

【事業名】 

小田原ちょうち

ん夏まつり 

【事業内容】 

「小田原ちょう

ちん」をシンボ

ルとした夏祭り

を開催する。 

【実施時期】 

昭和 45年度～ 

小田原市観

光協会 

歴史に名を残した「小田原ちょうち

ん」をシンボルとした、毎年 7月下旬

に開催されるイベントで、小田原城址

公園内をメイン会場として、ちょうち

ん踊りや神輿が中心市街地を練り歩

く。  

周辺のお堀には地元の小学生が製

作した約 2,200 個の小田原ちょうち

んが飾られる。また、会場内には、オ

リジナルちょうちんを作れる体験コ

ーナーもある。 

この事業により、駅周辺のにぎわい

づくりやその後の商店街などの活性

化につながることが期待できること

から、“訪れたくなる・歩きたくなる

まち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

文化芸術振興費

補助金 

【実施時期】 

平成 26年度 

再掲 

【事業名】 小田原市商 各個店が市民や観光客に対し、自店 【支援措置】  
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

一店逸品運動 

【事業内容】 

各個店が自店の

「ONLY ONE」を

発信することで

魅力を創出し、

商店街の活性化

を図る。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

店街連合会 の「ONLY ONE」を発信し、存在意義

を明確にした商品などの提案活動を

行うことで、「行ってみたくなるお

店・商店街」「買いたくなるお店・商

店街」を創造し、インターネットを利

用したシステム及びリーフレットに

より情報発信を行い、誘客効果を高

め、商店街全体の活性化を図ってい

く。 

また、小田原地下街再開に合わせた

回遊性促進事業として位置付け、地下

街にも情報発信端末を設置し、一店逸

品の紹介、各商店街のイベント情報な

どを提供し、地下街から周辺商店街へ

の誘導を図っていく 

この事業は、魅力ある商店街づくり

に寄与するとともに回遊性の向上を

促進することから“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

地域商店街活性

化事業助成金 

【実施時期】 

平成 26年度 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

海水浴場管理運

営事業（御幸の

浜） 

【事業内容】 

安全で快適な海

水浴場を整備す

るための維持管

理を行う。 

【実施時期】 

昭和 45年度～ 

小田原市 地元住民はもとより、来訪者にと

っても安全で快適な魅力ある海水

浴場とすることで、観光資源として

の価値を高めていく。 

 この事業により、地域資源に磨き

がかかることが期待できることか

ら、“訪れたくなる・歩きたくなる

まち”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

ぐるりん小田原

（レンタサイク

ル事業） 

【事業内容】 

小田原城址公園

内（小田原城歴

史見聞館前）を

（特非）小田

原ガイド協会 

中心市街地を回遊する観光客の

利便性、周遊性を高めるためのレン

タサイクル事業（20台、9時～16時

30 分）である。 

この事業により、観光客の回遊性

向上や滞留時間の増加が期待でき

ることから、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

貸出し拠点とし

た、レンタサイ

クル事業を実施

する。 

【実施時期】 

平成 17年度～  

る。 

 

【事業名】 

小田原☆ウォー

カー（ウォーク

ラリー） 

【事業内容】 

フォトマップを

活用し小田原な

らではのスポッ

トをラリー形式

で、回遊する。 

【実施時期】 

平成 21年度～ 

小田原市シニ

ア・リーダー

ズ・クラブ 

多様な世代が参加できるウォー

クラリーを開催する。 

ゲーム性を持たせたまち歩きを

団体で行うことによって、世代間交

流や回遊が生まれるとともに、新た

なツーリズムの開拓として、小田原

の地域資源の発掘に寄与する。 

この事業により、回遊性向上を図

ることが期待できることから、“訪

れたくなる・歩きたくなるまち”の

実現に必要である。 

  

【事業名】 

街かど博物館体

験ツアー 

【事業内容】 

街かど博物館を

拠点に、古くか

ら受け継がれる

「なりわい」に

特化したまち歩

きツアーを実施

する。 

【実施時期】 

平成 19年度～ 

街かど博物館

館長連絡協議

会、小田原市 

街かど博物館ファンクラブ会員

など、市の歴史・文化・なりわいに

造旨の深い来街者と、博物館を拠点

に周辺の歴史的街なみや自然を散

策するまち歩きツアーを実施（年間

4～5回開催）することで、新たな小

田原の魅力の発見につなげる。 

この事業により、回遊性の促進

が期待できるため、“訪れたくな

る・歩きたくなるまち”の実現に

必要である。 

  

【事業名】 

小田原城門番事

業 

【事業内容】 

小田原城址公園

の銅門などで、

甲冑姿の武者に

よる観光案内や

記念撮影のサー

ビスを行う。 

【実施時期】 

平成 10年度～ 

小田原市 中心市街地を回遊する観光客の

利便性、周遊性を高めるため、甲冑

姿の武者が来訪者へのおもてなし

をする。 

この事業により、観光客の回遊性

向上や滞留時間の増加さらには、観

光客を温かくもてなすホスピタリ

ティの市民意識の醸成が期待でき

ることから、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

文学のまちづく

り（無尽蔵プロ

ジェクト） 

【事業内容】 

小田原文学館を

拠点に西海子サ

ロンを春・秋に

開催し「文学の

まち・おだわら」

のイメージを確

立する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

文学のまちづ

くり、小田原

市 

小田原出身・ゆかりの文学者、各

界の著名人が訪れ、居を構え残して

いった固有のまちの記憶や地域資

源に光を当てて磨きをかけること

で、来街者を誘引する。 

小田原文学館を拠点に西海子サ

ロンを春・秋に開催し「文学のま

ち・おだわら」のイメージを確立す

る。小田原文学館や市内の文学にま

つわる場所を目的とした回遊性が

高まり、活性化に寄与する。 

この事業は“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

市民による芸術

文 化 創 造 事 業

（無尽蔵プロジ

ェクト） 

【事業内容】 

市民芸術家が創

作意欲を増進す

るための支援、

場の提供、作品

展示などの活動

を行う。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

市民による芸

術文化創造、

小田原市 

邸園文化の拠点である、清閑亭で

現代美術作品を展示する「Art Now 

in 清閑亭」を開催する。 

駅周辺の商店街との連携・協力体

制を構築し、まちなかの活性化を目

指す「まちなかぶらりミュゼ」を開

催し、回遊動機を喚起するととも

に、地元の芸術家が活躍することで

芸術文化の意欲促進につなげる。 

この事業は“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

小田原宿なりわ

い交流館管理運

営事業  

【事業内容】 

旧東海道小田原

宿の拠点施設と

して、「小田原宿

な り わ い 交 流

館」を管理運営

し、活用する。 

【実施時期】 

平成 13年度～ 

小田原市  昭和 7年に建築された旧網問屋を

旧東海道小田原宿の拠点施設とし

て復元、整備した。 

小田原駅から距離のある伝統の

街なみ形成ゾーンに位置すること

で、観光客増に対応する施設とし

て、地域コミュニティ・文化活動の

拠点施設として、休憩（滞留）、観

光情報発信、回遊のあらゆるニーズ

に応える拠点として寄与する。 

出桁造りという建築方法を採用

し、旧来の旅籠の雰囲気を醸し出し

ており、このエリアの街なみの象徴

になっている。 

この事業は“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

る。 

【事業名】 

観光案内所運営

事業 

【事業内容】 

小田原駅東西自

由連絡通路内に

観光案内所を開

設し、観光情報

などを提供、発

信する。 

【実施時期】 

平成 15年度～ 

小田原市 観光客の利便性、周遊性を高める

ため、来訪者へのおもてなしを積極

的に実施する案内である。 

この事業により、観光客の回遊性

向上や滞留時間の増加さらには、観

光客を温かくもてなすホスピタリ

ティの市民意識の醸成を図ること

が期待できることから、“訪れたく

なる・歩きたくなるまち”の実現に

必要である。 

  

【事業名】 

街かどお休み処

事業 

【事業内容】 

お休み処となる

商店などに、の

ぼ り 旗 と 椅 子

（ベンチ）を設

置する。合わせ

て観光パンフレ

ットなどを配布

し、情報発信も

行う。 

【実施時期】 

平成 15年度～ 

小田原市 観光客の利便性、周遊性を高める

ため、来訪者へのおもてなしを積極

的に実施する。 

中心市街地内商店など 23 か所に

設置している。 

この事業により、観光客の回遊性

向上や滞留時間の増加さらには、観

光客を温かくもてなすホスピタリ

ティの市民意識の醸成が期待でき

ることから、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

 

  

【事業名】 

観光ガイド事業 

【事業内容】 

城址公園のガイ

ドや事前予約に

よる予約ガイド

のほか、市内を

巡る企画ガイド

を月 1～2回実施

する。 

【実施時期】 

平成 15年度～ 

（特非）小田

原ガイド協会 

観光客の利便性、周遊性を高める

ため、来訪者へのおもてなしを積極

的に実施する。 

この事業により、観光客の回遊性

向上や滞留時間の増加さらには、観

光客を温かくもてなすホスピタリ

ティの市民意識の醸成が期待でき

ることから、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

小田原ニューツ

ーリズムプロジ

民間事業者 松原神社界隈を中心とした旧宿

場町（伝統の街なみ形成ゾーン）の

持つ地域資源や歴史文化を活用す
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

ェクト 

【事業内容】 

伝統の街なみ形

成ゾーンをメイ

ンとした歴史的

建造物のリノベ

ーションによる

回遊拠点の整備

と、街歩きの誘

引による新しい

スタイルの観光

を提案する。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

るとともに、現在使用されていない

古民家の改修により、『食べる・泊

まる・楽しむ』を創生し、にぎわい

の復興と新たな観光スタイルを確

立する。 

 この事業により、近隣商店街を含

めた回遊性に配慮したもてなしの

空間づくりが期待できることから、

“訪れたくなるまち”の実現に必要

である。 

【事業名】 

商店街街路灯電

気料補助事業 

【事業内容】 

商店会が管理す

る街路灯などの

電気料の一部を

補助する。 

【実施時期】 

昭和 52年度～ 

小田原市 商店会が管理する街路灯・アーケ

ード灯などが歩行者の危険防止や

都市景観の美化などに資する公共

性に着目し、当該設備にかかる年間

電気料の一部を補助する。 

この事業により、商店街の安心・

安全な環境を維持し、回遊性の向上

を図り、さらには、商店会の経費負

担を軽減して、商店会の活性化への

取組みを促進することが期待でき

ることから“住みたくなる･暮しや

すいまち”を実現する事業として必

要である。 

  

【事業名】 

商店街フェア 

【事業内容】 

商店街連合会が

行う販売促進事

業を補助する。 

【実施時期】 

昭和 58年度～ 

小田原市商店

街連合会 

商店街連合会が、需要期にあたる

歳末に、単位商店街では提供できな

い魅力ある景品を用意し、参加商店

会がこれを活用した販売促進事業

を行う。 

この事業により、市内全域の商店

街でぎわいを創出することは、人々

の暮らしを支える商店街の再生を

推進することが期待できることか

ら“住みたくなる･暮しやすいまち”

を実現する事業として必要である。 

  

【事業名】 

高校生チャレン

ジショップ 

【事業内容】 

中心市街地の商

チャレンジシ

ョップ推進協

議会 

県立高校 3校による高校生チャレ

ンジショップの運営を小田原銀座

商店会が支援し、本市商業を担う人

材の育成と回遊性向上を図る。 

この事業により、中心市街地への
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

店会の空き店舗

を活用し、高校

生が商業実地就

業体験としてシ

ョップを運営す

る。 

【実施時期】 

平成 16～25年度 

回遊客を増加させ、にぎわいと活力

を生み出すことは商店街の再生を

推進し、“住みたくなる･暮しやすい

まち”を実現する事業として必要で

ある。 

【事業名】 

持続可能な商店

街づくり事業 

【事業内容】 

商店会が行う活

性化に資する事

業に対し、事業

費の一部を補助

する。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

各商店会 商店街の持続的な振興を図り、魅

力的でにぎわいにあふれる商店街

づくりを推進するために、商店街団

体などが実施する活性化事業に対

し、事業費の一部を助成する。 

この事業により、にぎわいが創出

され、人々の暮らしを支える商店街

の再生を推進することが期待でき

ることから、“住みたくなる･暮しや

すいまち”を実現する事業として必

要である。 

  

【事業名】 

らくらくカエル

便（宅配事業） 

【事業内容】 

買物困難者に対

する買物代行及

び宅配事業を実

施する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

（同）まち元

気小田原 

中心市街地居住者の高齢化やモ

ータリゼーションに伴う公共交通

の衰退による買物困難者などに対

する買物代行及び宅配を行う（5 店

舗で展開）。 

居住者の生活利便や商店の付加

価値、活性化の一つの手法として寄

与する。 

この事業は、“住みたくなる・暮

らしやすいまち” の実現に必要で

ある。 

  

【事業名】 

若手クリエイタ

ー育成支援事業

【事業内容】 

空き店舗を活用

し、昼はクリエ

イターの共同事

務所（コワーキ

ングスペース）

として、夜と休

日 は ギ ャ ラ リ

ー、カフェ、イ

ベントスペース

民間事業者 中心市街地の商店街で空き店舗

となっていたスペースを、共同オフ

ィス、イベントスペース、カフェと

して運営し、新たなビジネス・ライ

フスタイルを提案する。 

事務所を共有することで利用者

が刺激しあい、新たなビジネスが生

まれる場となる。新たな起業家を育

成するスペースとしての提案も行

う。 

この事業は、“住みたくなる・暮

らしやすいまち” の実現に必要で

ある。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

として活用し、

そこに集う人々

のコミュニティ

化を図る。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

【事業名】 

菓子祭り 

【事業内容】 

工 芸 菓 子 の 展

示、菓子類の実

演・販売、お菓

子作り教室など

を開催する。 

【実施時期】 

昭和 30年度～ 

 

小田原梅まつ

り菓子展示会

開催協議会 

市内菓子製造業者による創作菓

子や工芸菓子の展示、各種菓子類の

実演・販売、お菓子作り教室などを

開催する。 

平成 26 年度までは「梅まつり菓

子展示会」という催事名で実施して

いたが、平成 27 年度からは、本市

の菓子文化の認知度向上を見据え

小田原地下街ハルネ小田原で開催

するとともに「菓子祭り」に名称を

変更した。 

この事業により、地場産業である

和菓子等の魅力を広く発信し、参加

店舗の販売促進を図ることで、商店

街のにぎわいの創出が期待できる

ことから、“住みたくなる･暮しやす

いまち”を実現する事業として必要

である。 

  

【事業名】 

小田原駅周辺主

要商店街流動客

調査 

【事業内容】 

毎年 12 月の第 2

土曜日に小田原

駅周辺地区を対

象に流動客調査

を実施する。 

【実施時期】 

昭和 42年度～ 

主要商店街流

動客調査実行

委員会 

小田原駅周辺の主要商店街で流

動客調査とヒアリングを行い、顧客

流動の動向を把握し、小田原市独自

の経済指標の調査として、今後の中

心市街地活性化策へ反映させるこ

とで中心市街地活性化に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

街かど博物館整

備事業  

【事業内容】 

小田原のなりわ

いを伝える製造

小売業の店舗を

小田原市、 

街かど博物館

館長連絡協議

会 

小田原に古くから伝わる「なりわ

い」を見て、聞いて、体験できる製

造小売業の店舗を「街かど博物館」

として整備する。 

なりわいの魅力を高めることで、

第 1次産業、第 2次産業の価値を向

上させるとともに、観光・産業資源
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

「 街 か ど 博 物

館」として整備

する。 

【実施時期】 

平成 9年度～ 

 

 

として誘客に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

〔街かど博物館の概要〕 

・梅干し･漬物製造：3 館 

・漆器･寄木･木製品等製造：3館 

・かまぼこ･練製品製造：2館 

・干物製造：2館 

・和菓子、和紙、陶器、織物、鋳物、

薬、削り節、豆腐･大豆、魚・天

ぷら料理、各製造販売：各 1 館 

（平成 26年 4月現在 19館、うち中

心市街地に 12館） 

【事業名】 

農業まつり 

【事業内容】 

地場農産物の紹

介や農産物加工

体験などにより

消費者と生産者

の交流を図る。 

【実施時期】 

平成 11年度～ 

小田原市農業

まつり運営委

員会 

生産者である農家と消費者であ

る住民との相互理解を深め、地産地

消を広く紹介していく。 

農地のない中心市街地（城址公

園）で開催することで、農業体験や

収穫への喜びの理解など、都市農業

の発展につながることが期待でき

る。 

この事業は“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

小 田 原 ・ 箱 根

「木・技・匠」

の祭典（前 小

田原・箱根木製

品フェア） 

【事業内容】 

小田原の木製品

業界をあげて取

り組む、小田原

の木製品木製品

を広く発信する

ためのイベント

を開催する。 

【実施時期】 

平成 12年度～ 

小田原・箱根

「木・技・匠」

の祭典実行委

員会（前 小

田原・箱根木

製品フェア実

行委員会） 

小田原の木製品に触れるコーナ

ーや製作体験を行う「ふれあい広

場」、木製品の産地工芸品を広く発

信する「木のクラフトコンペ」、さ

まざまな木製品が揃う「（仮）箱根

物産木工市」のほか、木製品器類使

用方法の消費者への提案や、木製品

の製作実演を通して職人と消費者

の交流を図るなど、小田原の木製品

の価値を発信し、技術向上・商品開

発・販路開拓に繋げていくイベント

である。 

今年度は小田原地下街のオープ

ンを記念して、地下街のクリエイタ

ーゾーンを中心に実施することか

ら、中心市街地への集客が見込める

こと、また、小田原の地場産品であ

る木製品産業の振興を図ることか

ら“訪れたくなる・歩きたくなるま
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

ち”の実現に必要である。 

【事業名】 

小田原おでん祭

り 

【事業内容】 

おでんシーズン

の幕開けとして

10 月に、新作お

でん種の発表や

各店舗自慢の小

田原おでんの販

売など普及推進

を目指すイベン

トを開催する。 

【実施時期】 

平成 15年度～ 

小田原おでん

祭り実行委員

会 

小田原おでんの市民、観光客への

ＰＲ、小田原おでん販売店への加入

推進、おでんを通じた地場産品の情

報交換を目的に、新作おでん種の発

表や各種おでんの展示・販売など行

う。  

この事業により、小田原おでんの

ブランド化を進め、地域産業の振興

を図ることが期待できることから

“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

小田原おでんサ

ミット 

【事業内容】 

桜の開花する４

月上旬に、全国

からふるさとお

でんが大集合す

るとともに、小

田原おでん種コ

ンテストの最終

審査会など、小

田原おでんの普

及推進を目指す

イベントを開催

する。 

【実施時期】 

平成 16年度～ 

小田原おでん

サミット実行

委員会 

小田原おでんの市民、観光客への

ＰＲ、小田原おでん販売店への加入

推進、おでんを通じた地場産品の情

報交換を目的に、全国のふるさとお

でんとともに小田原おでんの紹

介・販売や、おでん種コンテストの

最終審査会などを実施する。 

この事業により、小田原おでんの

ブランド化を進め、地域産業の振興

を図ることが期待できることから

“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

中心市街地商店

街実態調査 

【事業内容】 

小田原駅周辺 21

商店街エリアの

建物の業種、事

業形態などの調

査を行う。 

小田原市 小田原駅周辺 21 商店街エリアの

業種、事業形態などについて個別に

調査を実施する。 

空き店舗の所有者の今後の賃貸

意思などの情報を把握することに

より、今後の中心市街地活性化策に

寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【実施時期】 

平成 15年度～ 

る。 

【事業名】 

小田原駅周辺流

動客調査 

【事業内容】 

毎年 6 月に小田

原駅周辺地区を

対象に流動客の

調査を行う。 

【実施時期】 

平成 17年度～ 

小田原箱根商

工会議所、小

田原市  

小田原駅東西自由連絡通路や東

西駅前広場の整備などが完了した

小田原駅周辺地区を対象に流動客

の調査を実施し、その状況を把握す

ることにより、商業振興施策をはじ

めとする中心市街地活性化策へ反

映させることで中心市街地活性化

に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

おだわら街なか

起業家支援セン

ター管理運営事

業 

【事業内容】 

新たな担い手と

なる起業家・創

業者の発掘とそ

の支援を行う。 

【実施時期】 

平成 17年度～ 

小田原市 中心市街地の空き店舗に起業家

支援施設を開設し、新たな担い手と

なる起業家・創業者の発掘とその支

援を図る。 

この事業により卒業者が市内で

開業し、地域産業の担い手なること

が期待できることから、“住みたく

なる・暮らしやすいまち”の実現

に必要である。 

  

【事業名】 

小田原ブランド

元気プロジェク

ト 

【事業内容】 

「小田原手形」

事業と「小田原

どん」事業を中

核とした回遊性

向上と交流人口

拡大を目指す。 

【実施時期】 

平成 20年度～ 

（特非）小田

原ブランド元

気プロジェク

ト 

小田原の優れた地場産品である

小田原漆器や箱根寄木細工などを

生産する木製品業界と、城下町小田

原の歴史が育てた食文化を有する

商業界とが協力して、小田原の地域

資源を複合的かつ魅力的に発信し

ていく事業で、「小田原手形」事業

と「小田原どん」事業を柱とした回

遊性の向上と交流人口の拡大を狙

った事業である。 

平成 25 年度からは、当プロジェ

クトの新事業、「ミニ丼」による食

べ歩き事業を展開させ、一層の回遊

性の向上を図っていく。 

この事業によりブランド化を定

着させ、来街者の誘引や地域産業の

振興を図ることが期待できること

から“訪れたくなる・歩きたくなる
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

まち”の実現に必要である。 

【事業名】 

ものづくり・デ

ザイン・アート

（無尽蔵プロジ

ェクト） 

【事業内容】 

小田原で「もの

づくり」や「ア

ート」に関わっ

て い る 人 た ち

が、それぞれ自

分達の活動を知

ってもらうこと

を目的に“もあ

展”を開催する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

ものづくり・

デザイン・ア

ート、小田原

市 

代々受け継がれてきた伝統ある

匠の技、新しい感覚を取り入れた次

世代を担うものづくり、地域に根付

いたアート活動など、小田原の街な

かにはさまざまなものづくりやア

ートが溢れており、これらを知って

もらうことを目的とした取組みを

推進する。 

この事業により、アートをテーマ

としたにぎわいの創出が期待でき

ることから、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

mame元 cafe 

【事業内容】 

地産地消に特化

したカフェを運

営する。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

（同）まち元

気小田原、民

間事業者 

緑一番商店街の空き店舗を地産

地消の拠点として運営する。平成 26

年 11月より「マルげん商店」を「mame

元 café」とリニューアルし、一次産

品の供給だけでなく、飲食やワーク

ショップ機能等を充実させ、交流拠

点とし地域に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

 

  

【事業名】 

「 小 田 原 経 営

塾」開催事業 

【事業内容】 

小田原在住・在

勤者を対象に、

地元経営者が講

師となり「小田

原経営塾」を実

施する。 

【実施時期】 

平成 24年度～ 

（同）まち元

気小田原 

熱意のある地元の学生、社会人を

対象に経営セミナーを開催する。講

師は地元経済界で活躍する経営者

が、地域に密着したテーマで講義を

行う。地域経済のための人材育成に

寄与する。 

この事業は、“住みたくなる・暮

らしやすいまち”の実現に必要であ

る。 

〔セミナー概要〕 

開催：年間約 10回 

会場：（同）まち元気小田原 カフェ

ブース 

※講師は全員ボランティア 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

市民文化祭 

【事業内容】 

市民による芸術

文 化 作 品 の 展

示、舞台、音楽

などの各種発表

を行う。 

【実施時期】 

昭和 28年度～ 

小田原市 小田原市文化連盟を中心に、市内

で活動する文化団体が日頃の活動

の成果発表を行う。9月下旬から 12

月上旬までの間、小田原市民会館、

小田原城址公園などで展示、舞台、

音楽などの各種発表を行う。 

小田原の歴史に裏付けられた文

化・芸術活動の振興を通し、地域資

源を大切にする住環境醸成に寄与

する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

城下町おだわら

ツーデーマーチ 

【事業内容】 

毎年 11月第 3土

曜日・日曜日の 2

日間、西さがみ

の魅力を味わう

ウォーキング大

会を開催する。 

【実施時期】 

平成 11年度～ 

城下町おだわ

らツーデーマ

ーチ実行委員

会 

歴史と文化が薫る西さがみを舞

台に、自然に親しみながら歩く喜び

や心と心のふれあいを体感するこ

とで人々の心身の健康づくりを促

進するとともに、西さがみの魅力の

発信を目的に開催する。 

スタート・ゴール地点は銅門広場

とするほか、中心市街地の街なみを

楽しめるコース設定となっている。 

この事業により、ウォーキングコ

ースを中心としたエリアのにぎわ

いづくりが期待できることから、

“訪れたくなる・歩きたくなるま

ち”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

小田原城北條六

斎市 

【事業内容】 

桜の時期やゴー

ルデンウィーク

などの観光シー

ズンに、小田原

城址公園内で市

内商店街の出店

や骨董市などを

行うイベントを

開催する。 

【実施時期】 

平成 16年度～ 

小田原市商店

街連合会 

小田原北條氏が小田原城下など

相模の国 5か所で「六斎市」を開き、

近隣諸国との経済交流を図ってい

たことにちなんだイベントを市の

代表的な歴史資源である城址公園

で開催することは、中心市街地にお

ける集客力と回遊性を高める。 

この事業により、駅周辺のにぎわ

いづくりや出店後における商店街

の活性化につながることが期待で

きることから、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 （特非）小田 中心市街地にはかつて 11 館の映   
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

小田原映画祭 

【事業内容】 

小田原ゆかりの

映像の発信や映

像文化の担い手

育成のため小田

原映画祭を実施

する。 

【実施時期】 

平成 16年度～ 

原映画祭実行

委員会  

画館があったことから、映画のまち

であることを伝えるとともに、多様

なジャンルの映画による映像文化

を発信していくことで活性化に資

するため、小田原ゆかりの映像の発

信や映像文化の担い手育成のため

小田原映画祭を実施する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

【事業名】 

市民による小田

原音楽フェステ

ィバル 

【事業内容】 

公募市民合唱団

とプロの音楽家

によるコンサー

トを開催する。 

【実施時期】 

平成 18年度～ 

市民による小

田原音楽フェ

スティバル実

行委員会 

公募の市民が、プロの音楽家とと

もにコーラスを作り上げること、本

格的なホールでの音楽を体験する

ことができる。 

音楽を通じた、まちづくりの醸成

に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 

  

【事業名】 

小田原城ミュー

ジックストリー

ト 

【事業内容】 

小田原城周辺に

ストリート会場

を数箇所設け、

多様なジャンル

の音楽を演奏す

る。 

【実施時期】 

平成 19年度～ 

小田原城ミュ

ージックスト

リート実行委

員会  

小田原駅と小田原城二の丸広場

を結ぶ通り、商店街に「ストリート

会場」を設け、多様な音楽芸術があ

ふれる空間を創出する。 

この事業により、年間を通して商

店街などのイベントに協力するな

ど人が憩い、にぎわうことで、活力

あるまちづくりに寄与することか

ら、“訪れたくなる・歩きたくなる

まち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

地域づくり活動

促進事業費交付

金 

【実施時期】 

平成 25年度 

 

 

【事業名】 

小田原マルシェ

【事業内容】 

小田原の地域資

源を活かし、生

産者と中心市街

地を結びつける

ためにマルシェ

を定期的に実施

（同）まち元

気小田原 

生産者と生活者が顔の見える関

係を築き、安心感のある商業の場づ

くりにより商業活性化に寄与する。 

歩行者天国などに参入すること

で、商店街へのにぎわいを誘因す

る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

【事業名】 

小田原まちなか

市場 

【事業内容】 

街なかの商業者

と地元生産者が

連携して魅力的

な商品を販売す

るマーケットを

開催する。 

【実施時期】 

平成 22年度～ 

緑一番街商店

街、ほっとフ

ァイブタウン 

「地産地消」をモットーに、小田

原・足柄地域の生産物・加工品を中

心とする商品を、生産者の顔が見え

る対面販売により提供し、コミュニ

ケーションを通じて、活気と魅力溢

れる商店街の再生を図る。 

 この事業により、魅力的かつ継続

的な商店街などのにぎわいづくり

を推進していくことが期待できる

ことから“訪れたくなる・歩きたく

なるまち”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

オダワラ・ソウ

ルフード・フェ

スティバル 

【事業内容】 

小田原ならでは

の 食 材 や 加 工

品、創作料理な

ど、食に視点を

置いたイベント

を実施する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

オダワラ・ソ

ウルフード・

フェスティバ

ル実行委員会 

 

「食」のイベントブームを活かし

たイベントを城址公園で実施する。

集客を地域経済の活性化へとつな

げるとともに「小田原どん」など地

域の食文化の高揚や地元出店者な

ど、飲食店舗のＰＲの場とする。 

この事業により、地域性を活かし

た産業振興やにぎわいづくりが期

待できることから、“訪れたくな

る・歩きたくなるまち”の実現に必

要である。 

  

【事業名】 

小便小僧を活用

した回遊促進事

業 

【事業内容】 

小便小僧をダイ

ヤ街商店会に移

設し、商店街回

遊の拠点として

利活用する。 

【実施時期】 

平成 25 年度 

駅周辺 10 商

店街 

古くから小田原駅にあり市民に

親しまれてきた小便小僧を、商店街

などの新しい回遊拠点とするため

に、ダイヤ街商店会の敷地に移設

し、街なかのイベントのシンボル・

ランドマークとして利活用してい

く。 

この事業により、回遊性の向上に

よるにぎわいづくりが期待できる

ことから“訪れたくなる・歩きたく

なるまち”の実現に必要である。  

  

【事業名】 

郷土学習推進事

業 

小田原市 小田原固有の豊かな自然・歴史・

文化資産を活かした学習機会を提

供することにより、郷土に対する誇
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

【事業内容】 

郷土文化館を中

心に、誰もが親

しめる内容の講

座や研究会、体

験学習会などを

開催する。 

【実施時期】 

昭和 30年度～ 

りや愛着を育むとともに、個性豊か

なまちづくりに寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち” の実現に必要で

ある。 

【事業名】 

おだわらっ子ド

リームシアター

【事業内容】 

市内全小学校を

対象とした観劇

を開催する。 

【実施時期】 

平成 17年度～ 

小田原市、劇

団四季 

本格的なホール（現在は市民会館

大ホール、平成 29 年以降は芸術文

化創造センター）でプロの劇団のミ

ュージカルを見る機会を提供する

ことで、質の高い芸術文化に触れ情

操教育を高める。 

「劇団四季」のこころの劇場とし

て市内小学 4 年生全員を無料招待

し、実施する。 

この事業は、回遊性の向上に寄与

することから、“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要であ

る。 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

[１] 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

（１）現状分析 

小田原駅は、ＪＲ東海道本線、ＪＲ東海道新幹線、小田急小田原線、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根

登山鉄道の 5 路線が乗り入れる県西地区の最大のターミナル駅であり、平成 15（2003）年の小田原

駅東西自由連絡通路（アークロード）の全面開通に伴い、駅の東西の連携が強化された。また、駅前

広場には 4社のバス事業者が乗り入れ、小田原駅を起点として、中心市街地を経由する路線や、市内

各所・周辺市町を結ぶ路線が、約 50系統整備されている。 

しかしながら、自家用車の普及などから公共交通利用者は減少傾向にあり、小田原市の公共交通を

取り巻く環境は大変厳しいものとなっており、不採算路線の廃止や運行数の削減などが進み、今後さ

らに進む高齢化に対応するため、将来的に持続可能な公共交通ネットワークを構築することが強く求

められている。 

このような背景を踏まえ、平成 24（2012）年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

の規定に基づき、市民代表、バス事業者、タクシー事業者、行政などで構成する「小田原市生活交通

ネットワーク協議会」を設置し、平成 25（2013）年 3 月までに、地域公共交通の方向性、公共交通

ネットワークの全体像、サービス水準の目標、市民・バス事業者・行政の役割分担などを定めた「小

田原市地域公共交通総合連携計画」を策定する予定となっている。 

  

（２）公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

中心市街地における回遊性を高めるために、また、住みやすさをより高めるために、公共交通機関

の利便性を増進させることは、高齢化が進行している現状においては、より必要となっている。 

移動時の安全性と利便性を高めるための交通施設のユニバーサルデザイン化や、鉄道からバス・バ

スからバスなどへの乗換えがしやすくなるよう、ハードとソフト両面の改善を図る必要がある。 

 

（３）フォローアップについての考え方 

基本計画に位置付けた事業については、各年度末に事業の進捗状況の調査を行う。必要に応じて事

業促進のための改善措置を講じ、推進を図る。 

 

 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現するため

の位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

小田原宿観光回

遊バス運行事業 

小田原市 観光客の入込みが増加する春・秋シ

ーズンに、中心市街地と周辺のスポッ

トを回遊（周回）する、乗り降り自由

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

再掲 
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事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現するため

の位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

【事業内容】 

春・秋の観光シ

ーズンに、中心

市街地で行われ

るイベントと連

動して駅やその

周辺を回遊する

バ ス を 運 行 す

る。 

【実施時期】 

平成 14年度～ 

のバスを運行する。 

中心市街地で行われるイベントと

連動して小田原駅や小田原城址公園

周辺に集中する観光客などの各エリ

アへの交通ツールとして、回遊性の向

上に寄与する。 

加えて、中心市街地内の、小田原駅

からの徒歩移動には距離がある観光

ニーズの高いエリア（伝統の街なみ形

成ゾーン、居住・文教ゾーン）への公

共交通手段として、利便性向上による

誘客も図る。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要である。 

〔運行概要〕 

・春・秋の観光シーズン（3月～5月、

9月～11月） 

・土日祝日を中心に年間約 40日間 

・1 日 12 便、中心市街地及び周辺地

域の 14か所のバス停を周回 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

【事業名】 

駐車場整備計画

の見直し事業 

【事業内容】 

中心市街地にお

ける駐車需要を

把握し、適切な

駐車施策を図る

ための駐車場整

備 計 画 を 見 直

す。 

【実施時期】 

平成 26～27年 

小田原市 中心市街地のさまざまな活性化方

策やお城通り地区再開発事業、地下街

再生、芸術文化創造センターなどの各

種計画に基づく駐車場の需要・供給バ

ランスを勘案し、将来的な需給予測な

ど検証し、駐車場整備計画を見直す。 

平成 26 年度策定予定の駐車場整備

計画に基づき、平成 27 年度に公共駐

車場の利便性向上及び小田原駅東口

ロータリー周辺への車の流入を抑制

するため、駐車場誘導システムの導入

を実施する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（暮ら

し・にぎわい再

生事業） 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

公共交通ネットワ

市民、事業者、

行政（小田原

公共交通のあり方を定める

「小田原市地域公共交通総合連

【支援措置】 

地域公共交通確
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事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

ーク充実促進事業 

【事業内容】 

市民、交通事業者、

行政が連携し、持続

可能な公共交通ネ

ットワークの構築

を図る。 

【実施時期】 

平成 23～34年度 

市ほか） 携計画」を策定し、これに基づ

き、市民・交通事業者・行政な

どが連携し、持続可能な公共交

通ネットワークの構築を図る。 

この事業はより、“住みたくな

る・暮らしやすいまち”の実現

に必要である。 

保維持改善事業

補助金 

【実施時期】 

平成 23、24年度 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

ぐるりん小田原

（レンタサイク

ル事業） 

【事業内容】 

小田原城址公園

内（小田原城歴

史見聞館前）を

貸出し拠点とし

た、レンタサイ

クル事業を実施

する。 

【実施時期】 

平成 17年度～  

（特非）小田

原ガイド協会 

中心市街地を回遊する観光客の利

便性、周遊性を高めるためのレンタサ

イクル事業（20台、9時～16時 30分）

である。 

この事業により、観光客の回遊性向

上や滞留時間の増加が期待できるこ

とから、“訪れたくなる・歩きたくな

るまち”の実現に必要である。 

 

 再掲 

 



 

★･･･街かど博物館整備事業 

■中心市街地 全エリア事業 
 

○歴史的風致形成建造物等整備事業 

○史跡小田原城跡八幡山古郭・総構整備事業 

○市街地沿道ほか草花等配布事業 

〇保存樹・保存樹林奨励金交付事業 

○下水道総合地震対策事業及び下水道長寿命化 

計画事業 

○緊急輸送路沿い建築物耐震診断事業費補助 

○はつらつ健康相談事業 

○共に育ち合う子育てにやさしいまちづくり事業 

○地域防災事業 

○地震被害軽減化促進事業 

○防災マップ作成事業 

○街かど博物館活用事業 

○街かど博物館体験ツアー 

○小田原宿観光回遊バス運行事業 

○ウォーキングタウン小田原 

○小田原☆ウォーカー 

○街かどお休み処事業 

○商店街街路灯電気料補助金 

○商店街フェア 

○持続可能な商店街づくり事業 

○らくらくカエル便 

○小田原駅周辺主要商店街流動客調査 

○中心市街地商店街実態調査 

○小田原ブランド元気プロジェクト 

○城下町おだわらツーデーマーチ 

○一店逸品運動 

○駐車場整備計画の見直し検討事業 

○公共交通ネットワーク充実促進事業 

○津波避難施設指定事業 

第４章から第８章までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

○小田原まちなか市場 

★ 

★･･･街かど博物館活用事業 

■歴史・文化ゾーン 事業 
 

○史跡小田原城跡本丸・二の丸整備事業 

○天守閣耐震補強事業 

○城址公園植栽管理事業 

○小田原・箱根産業まつり 

○菊花展 

○北條五代祭り 

○小田原ちょうちん夏まつり 

○小田原桜まつり 

○小田原城あじさい花菖蒲まつり 

○ぐるりん小田原 

○小田原城門番事業 

○観光ガイド事業 

○農業まつり 

○小田原おでん祭り 

○小田原おでんサミット 

○小田原城北條六斎市 

○小田原映画祭 

○郷土学習推進事業 

○オダワラ･ソウルフード･フェスティバル 

○小田原城天守閣展示リニューアル整備事業 

 

■住居・文教ゾーン 事業 
 

○小田原散策マップ等作成事業 

○上水道老朽管更新事業 

○文学のまちづくり 

○小田原城ミュージックストリート 

清閑亭 

小田原文学館 

■伝統の街なみ形成ゾーン 事業 
 

○空き店舗活用事業 

○景観形成修景事業 

○海水浴場管理運営事業（御幸の浜） 

○小田原宿なりわい交流館管理運営事業 

○小田原ニューツーリズムプロジェクト 

○市民ホール整備事業 

○芸術文化活動活性化事業 

○芸術文化創造活動担い手育成事業 

○市民による芸術文化創造事業 

○小田原･箱根「木･技･匠」の祭典 

○おだわらっ子ドリームシアター 

○ものづくり・デザイン・アート 

○市民文化祭 

○市民による小田原音楽フェスティ

バル 

■複合市街地ゾーン 事業 
 

○空き店舗活用事業 

○都市廊 

○銀座・竹の花周辺地区におけるま

ちなみ環境の向上 

○おだぴよ子育て支援センター運営

事業 

○高校生チャレンジショップ 

○若手クリエイター育成支援事業 

○おだわら街なか起業家支援センタ

ー運営事業 

○家守事業 

○mame元 cafe 

○「小田原経営塾」開催事業 

■広域交流ゾーン 事業 
 

○小田原駅観光案内所運営事業 

○小田原駅周辺流動客調査 

○都市廊 

○計画的な維持管理による安全・安心

な道路環境の確保 

○誘導サイン等設置事業 

○小田原マルシェ 

○小便小僧を活用した回遊促進事業 

○旧ベルジュ新規建物建設事業 

○菓子祭り 

 

 ○お城通り地区再開発事業 

○お城通り緑化歩道整備事業 

○情報案内板設置事業 

太字 … 新規事業 

赤字及び赤囲い …数値目標の積算事業 

下線…変更申請に伴う修正箇所 

○中心市街地における優良建築物等

の整備事業 

○清閑亭活用事業 

○清閑亭保存整備活用事業 

 ・清閑亭の整備 

 ・清閑亭周辺散策路整備 

★ ★ 

★ 

★ 

★ 
★ 

★ 

★ 

○小田原文学館整備事業 

・施設等整備改修 

・庭園整備 

市民会館 

★ 

小田原駅 

○小田原地下街再生事業 

小田原城天守閣 

小田原城址公園 

★ 

★ 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

[１] 市町村の推進体制の整備等 

（１）小田原市における庁内の推進体制について 

本市では、中心市街地は川東地域における郊外型の大型店舗・ショッピングモールなどとは一線を

画した特色のある商業地域として展開していく必要があるとの考えから、小田原駅東西自由連絡通路

の一部供用開始を控えた平成 14（2002）年 9 月に「小田原市中心市街地活性化推進本部」を設置す

るとともに、具体的な協議・検討を進める組織として「中心市街地活性化推進委員会」を置き、交通

拠点機能、観光機能、公共施設の集積など、中心市街地の持つさまざまな特性を活かした諸施策を推

進し、新たな中心市街地の創生へ向けて体制を整備した。 

また、本基本計画の策定検討及びその推進にあたっては、関係部局との協議、調整を適宜行うとと

もに、「ワーキングチーム」を設置、活用し、庁内的な連携体制を取りながら、中心市街地活性化に

向けた取組みを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

■中心市街地活性化推進本部 

本 部 長 市長 

副本部長 両副市長 

本 部 員 
企画部長、総務部長、市民部長、文化部長、環境部長、福祉健康部長、子ども青

少年部長、経済部長、都市部長、建設部長 

 

■中心市街地活性化推進委員会 

委 員 長 （所管）副市長 

委  員 

企画政策課長、広報広聴課長、地域政策課長、文化政策課長、生涯学習課長、環

境政策課長、高齢介護課長、子育て政策課長、産業政策課長、観光課長、都市政

策課長、都市計画課長、市街地整備課長、建設政策課長 

 

■ワーキングチーム 

メンバー 

企画政策課企画政策係長、広報広聴課広報係長、地域政策課自治振興係長、文化

政策課文化政策係長・市民ホール建設係長、生涯学習課生涯学習係長、文化財課

文化財係長、環境政策課環境政策係長、高齢介護課高齢社会係長、子育て政策課

子育て政策係長、観光課観光振興係長、都市政策課都市政策係長、都市計画課都

市計画係長、市街地整備課市街地整備係長・広域交流拠点整備係長・地下街再生

係長、建設政策課建設政策係長 

   平成 24年 3 月現在 

小田原市中心市街地活性化推進本部 

中心市街地活性化推進委員会 

ワーキングチーム 
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[２] 中心市街地活性化協議会などに関する事項 

（１）小田原市中心市街地活性化協議会の概要 

旧基本計画において、協働して事業を推進したＴＭＯは、平成 18（2006）年 8 月の改正中心市街

地活性化法の施行により法的な位置付けを失った。これを受け、まちづくりに関わる幅広い関係者の

関わりとそれぞれの役割を明確にし、民間による活性化策が実効性を持つ仕組みにすることで、官民

協働による中心市街地活性化を図れるよう、平成 20（2008）年 2 月から 4 月にかけて小田原市中心

市街地活性化協議会準備会において協議が行われ、平成 20（2008）年 4月 24日の設立総会において

小田原市中心市街地活性化協議会（以下、「協議会」という。）が設立された。 

協議会は、中心市街地活性化基本計画及びその実施に関し必要な事項について市へ意見を提出する

ほか、活性化事業の総合調整、活性化に寄与する調査研究の実施、関係者相互の意見及び情報交換、

勉強会・研修会の開催などを主な活動としているが、独立行政法人中小企業基盤整備機構のアドバイ

ザー制度を活用したセミナーやフォーラムの開催、商業者や市民が自由に参加できる勉強会の開催を

はじめ、中心市街地活性化に向けた機運を高める取組みも行っている。 

この勉強会では、歴史や自然などの地域資源を生かしたグランドデザインの必要性、中心市街地の

活性化を推進する公益性と事業性を兼ね備えたまちづくり会社の必要性などが検討された。その結

果、平成 22（2010）年 1 月に協議会会長から市長へ提出された提言書に基づいてまちづくり会社が

設立され、現在、中心市街地活性化に向けた取組みが進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小田原市中心市街地活性化協議会の経過 

開催年月日 議  題 

平成 20年 2 月 26日 準備会 

○新小田原市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

○中心市街地活性化協議会について 

○協議会構成員について 

平成 20年 3 月 12日 

 

準備会 

○小田原市中心市街地活性化協議会委員（案）について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画（素案）への意見について 

平成 20年 3 月 21日 

 

準備会 

○中心市街地活性化協議会規約・組織について 

 

 

中心市街地整備推進機構 

（一般財団法人小田原市事業協会） 

都市機能の増進 

 

小田原箱根商工会議所 

経済活力の向上 

 

小田原市、商店街、交通事業者、住民代表ほか 

任意構成員 

協
議
会 

事
務
局 

小田原市中心市街地活性化協議会 
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開催年月日 議  題 

平成 20年 4 月 16日 

 

準備会 

○小田原市中心市街地活性化協議会委員（案）について 

○小田原市中心市街地活性化協議会設立総会について 

平成 20年 4 月 24日 

 

小田原市中心市街地活性化協議会 設立総会 

○設立趣意の件 

○規約承認の件 

○役員選任の件 

○事業計画（案）収支予算の件 

○小田原市中心市街地活性化基本計画（案）について 

平成 20年 11月 7日 

 

第 2回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原駅・小田原駅小田原城周辺のまちづくりについて 

○中心市街地の事業について 

平成 21年 1 月 21日 

 

第 3回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原駅・小田原城周辺まちづくり検討委員会報告 

○中心市街地に関する意見交換 

平成 21年 4 月 13日 

 

第 4回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 20年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 21年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○小田原駅・小田原城周辺まちづくり検討委員会報告 

平成 21年 4 月 27日 

 

第 1回 中心市街地活性化セミナー 

テーマ：賑わいある中心市街地に向けて 

～中心市街地関連の各種制度や各地まちづくり会社等に

よるまちづくりの事例に学ぶ～ 

講 師：中心市街地サポートマネージャー 西濱弘樹 氏 

 平成 21年 6月 26日 

 

第 2回 中心市街地活性化セミナー 

テーマ：賑わいある中心市街地に向けて 

～高松丸亀町商店街のまちづくり事例に学ぶ～ 

講 師：高松丸亀町商店街振興組合 理事長 古川康造 氏 

平成 21年 12月 18 日 

 

第 5回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○中心市街地活性化勉強会報告について 

○小田原駅・小田原城周辺の主要事業について 

○小田原宿観光回遊バス運行について 

○体験教室について 

平成 22年 1 月 22日 中心市街地活性化勉強会の市長へ報告と提言 

平成 22年 2 月 24日 

 

まちづくりフォーラム 

テーマ：金沢中心市街地活性化に果たしたまちづくり会社の取組み 

講 師：（株）金沢商業活性化センター 代表取締役 加納明彦 氏 
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開催年月日 議  題 

平成 22年 5 月 19日 

 

第 6回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 21年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 22年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○役員改選の件 

○まちづくり会社設立準備会経過報告 

平成 23年 2 月 14日 

 

第 7回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○まちづくり会社設立準備会報告 

○小田原地下街再生について 

平成 23年 5 月 12日 

 

第 8回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 22年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 23年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○合同会社まち元気小田原報告 

平成 24年 3 月 27日 

 

第 9回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○協議会構成委員について 

○小田原地下街再生計画について 

平成 24年 5 月 9日 

 

第 10 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 23年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 24年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画について 

平成 24年 7 月 6日 

 

第 11 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○名称変更に伴う規約改正について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画素案について 

平成 24年 8 月 20日 第 12 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原市中心市街地活性化基本計画素案への意見について 

平成 24年 11月 21 日 

 

第 13 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○柏市中心市街地視察会報告について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画案について 

平成 25年 5 月 7日 

 

第 14 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 24年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 25年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○規約改正について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画認定の報告について 

平成 25年 7 月 24日 第 15 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原市中心市街地活性化基本計画認定後の状況報告について 

平成 25年 10月 17 日 第 16 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原地下街再生事業について 

○高崎市中心市街地視察研修会報告について 

○インターネットによる来街者調査報告について 
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開催年月日 議  題 

平成 26年 1 月 28日 第 17 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○会長の選任について 

○合同会社まち元気小田原について 

平成 26年 4 月 28日 第 18 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 25年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○小田原市中心市街地活性化基本計画変更について 

平成 26年 10月 31 日 

 

第 19 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原市中心市街地活性化基本計画変更について 

○旧ベルジュ新規建物建設事業の概要について 

○中心市街地視察研修の開催について 

平成 27年 2 月 18日 第 20 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○優良建築物等整備事業の見直しについて 

○中活計画の指標に関する事業の状況について 

○流動客調査報告 

平成 27年 5 月 8日 

 

第 21 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 26年度事業報告並びに収支決算承認について 

○平成 27年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○小田原市中心市街地活性化基本計画変更について 

平成 27年 10月 29 日 第 22 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○旧ベルジュ新規建物建設事業について 

○市民アンケート実施について 

○小田原駅東口周辺への提案について 

平成 28年 2 月 9日 

 

第 23 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原市中心市街地活性化基本計画変更について 

平成 28年 5 月 10日 

 

第 24 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 27年度事業報告並びに収支決算承認について 

○平成 28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○中心市街地のパース・模型について 

平成 29年 1 月 30日 

 

第 25 回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原市中心市街地活性化基本計画の変更について 
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■小田原市中心市街地活性化協議会の委員構成 

  NO 
構成員 

区分 法令根拠 
団体名 団体役職名 

 1◎ 

小田原箱根商工会議所 

副会頭 

経済活力の向上 法第 15条第 1項    

 

 

2 
中心市街地活性化 

特別委員会委員長 

3○ （一財）小田原市事業協会 代表理事 都市機能の増進 法第 15条第 1項 

 4 小田原市 副市長 市町村 法第 15条第 4項 

 5 
小田原市土木建設協同組

合 
理事長 

市街地の整備改

善 
法第 15条第 4項 

 6○ 小田原市商店街連合会 会長 

商業者 法第 15条第 4項 
 7 

小田原市大型店連絡協議

会 
会長 

 8 小田原市自治会総連合 会長 

市民 法第 15条第 4項 
 9 

小田原市自治会総連合緑

地区自治会連合会 
代表 

 10 市民代表   消費者 法第 15条第 4項 

 11 東日本旅客鉄道（株） 小田原駅長 交通事業者 法第 15条第 8項 

 12 箱根登山鉄道（株） 代表取締役社長 

交通事業者 法第 15条第 8項 
 13 

（社）神奈川県タクシー協

会小田原支部 
副支部長 

 14 
小田原市老人クラブ連合

会 
会長 

都市福利施設整

備事業者 
法第 15条第 4項 

 15 小田原市保育会 会長 

 16 
（社福）小田原市社会福祉

協議会 
会長 医療福祉 法第 15条第 8項 

 17◆ さがみ信用金庫 専務理事 地域経済 法第 15条第 8項 

 18 （同）まち元気小田原 代表社員 地域経済 法第 15条第 1項 

◎…会長、○…副会長、◆…監事                 ※平成 28 年 3 月現在 

 

■小田原市中心市街地活性化協議会規約 

（設置） 

第１条 小田原箱根商工会議所及び一般財団法人小田原市事業協会は､中心市街地の活性化に関する

法律（平成 10年法律第 92号｡以下「法」という｡）第 15 条第１項の規定に基づき､中心市街地活性

化協議会を設置する｡ 

（名称） 

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は､「小田原市中心市街地活性化協議会（以下「協

議会」という｡）」と称する｡ 

（事務所） 

第３条 協議会は､事務所を神奈川県小田原市城内１丁目 21番 小田原箱根商工会議所内に置く｡ 

（目的） 

第４条 協議会は､次に掲げる事項に係る協議を行なうことを目的とする｡ 
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（１）法第９条第１項に規定する基本計画（以下「基本計画」という｡） 

（２）法第９条第 10 項に規定する認定基本計画（以下「認定基本計画」という｡）及び認定基本計

画の実施に必要な事項 

（３）前２号に掲げるもののほか､中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項 

（公告） 

第５条 協議会の公告は､小田原市の広報並びに小田原箱根商工会議所会報及びホームページに掲載

することにより行う｡但し､必要があると認めるときには､新聞掲載等により行なう｡ 

（活動） 

第６条 協議会は､その目的を達成するため､次の事業を行う｡ 

（１）基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し､必要な事項についての意見提出 

（２）中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

（３）中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

（４）中心市街地活性化に寄与する調査研究の実施 

（５）中心市街地活性化のための勉強会､研修会 

（６）協議会活動の情報発信（会報の発行､ホームページ開設等） 

（７）その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施 

（協議会の構成員） 

第７条 協議会は､次の者をもって構成する｡ 

（１）小田原箱根商工会議所 

（２）一般財団法人小田原市事業協会 

（３）法第 15条第４項及び第８項に規定する者 

（４）全各号に掲げるもののほか､協議会において特に必要があると認める者 

２ 前項第３号に該当する者であって､協議会の構成員でない者は､自己を協議会の構成員として加

えるよう協議会に申し出ることができる｡この場合、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当

該申し出を拒むことができない。 

３ 前項の申出により協議会の構成員となったものは､第１項第３号に規定する者でなくなったと

き､又はなくなったと認められるときは､協議会を脱会するものとする｡ 

（委員） 

第８条 委員は､第７条各号に該当する委員をもって組織する｡ただし､企業・団体等にあっては､その

構成員の指名するものを委員とする｡ 

２ 委員の任期は２年とする｡ただし､再任を妨げない｡ 

３ 委員の任期中に変更が生じた場合､当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものとし､その

任期は前任者の残任期間とする｡ 

（役員） 

第９条 協議会に､会長､副会長、監事を置き､次の者をもって充てる｡ 

２ 会長は､小田原箱根商工会議所担当副会頭をもって充て、会務を総理し協議会を代表する｡ 

３ 副会長は､小田原市中心市街地整備推進機構代表、小田原市商店街連合会代表が担う｡ 

４ 副会長は会長を補佐し､会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは､会長の職務を代理する｡ 

５ 監事は委員の中から会長が１名指名し、会計を監査する。 

６ 役員の任期は２年とする｡ただし､再任を妨げない｡ 
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（オブザーバー） 

第 10 条 協議会は､必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる｡ 

（会議） 

第 11 条 協議会の会議（以下「会議」という）は､会長が召集する｡ 

２ 会議は､委員の委任状を含め半数以上が出席しなければ､これを開くことができない｡ 

３ 会長は､会議の議長となる｡ 

４ 会議の議事は､出席者の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによる｡ 

５ 協議会の構成員は､会議において協議が調った事項について､その協議結果を尊重しなければな

らない｡ 

（専門部会の設置） 

第 12 条 協議会は､その目的の実現のために協議・検討が必要な事項ごとに専門部会を置くことがで

きる｡ 

２ 専門部会の組織､運営その他必要な事項は､会長が別に定める｡ 

（アドバイザーの設置） 

第 13 条 協議会は､認定基本計画等を実施するために先導的な役割を担う､専門家等のアドバイザー

を置くことができる｡ 

（事務局） 

第 14 条 協議会の事務を処理するため､小田原箱根商工会議所に事務局を置く｡ 

（経費の負担） 

第 15 条 協議会に要する経費は､補助金及び助成金､負担金により負担するものとする｡ 

（会計年度） 

第 16 条 協議会の会計は､毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする｡ 

（解散） 

第 17 条 協議会が解散した場合においては､協議会の収支は､解散の日をもって打ち切り､小田原箱

根商工会議所がこれを決算する｡ 

（規約の改正） 

第 18 条 この規約は､必要に応じて協議会において改正することができるものとする｡ 

（補則） 

第 19 条 この規約に定めるもののほか､協議会に関し必要な事項は､会長が会議に諮って定める｡ 

附 則 

１ この規約は､平成 20年４月 24日から施行する｡ 

２ この規約は、一部改正し、平成 24 年４月１日から施行する。 

３ この規約は、一部改正し、平成 24 年 12月 11日から施行する。 
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■本基本計画（案）に対する小田原市中心市街地活性化協議会からの意見書 
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（２）合同会社まち元気小田原の概要 

中心市街地活性化協議会勉強会から中心市街地の活

性化を推進する公益性と事業性を兼ね備えたまちづく

り会社の必要性が提言されたが、商業者、市民の有志

などにより「まちづくり会社設立準備会」が設置され、

会社理念や事業計画案などの検討を経て、平成 23

（2011）年 4 月に「合同会社まち元気小田原」が設立

された。 

合同会社まち元気小田原は、中心市街地活性化のエ

ンジンとして、マルシェ開催などによる地産地消推進や宅配サービス事業などに取り組むとともに、

平成 23（2011）年度に経済産業省の中心市街地活性化の取組みに対する診断・助言等支援事業の採

択を受け、民間再開発事業の推進について検討を行うなど、中心市街地活性化に向けた取組みを進め

ている。 

 

[３] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 

（１）中心市街地活性化フォーラムなどの開催 

平成 21（2009）年度に小田原市中心市街地活性化協議会主催によるセミナーやフォーラムを開催

し、中心市街地活性化の必要性や先進的な取組みなどについて、市民や経済団体等関係者に広く理解

と周知を図った。 

（同）まち元気小田原 
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今後も、中心市街地活性化協議会を中心に、活性化事業の総合調整、活性化に寄与する調査研究、

関係者相互の意見及び情報交換、勉強会・研修会開催などの取組みを進めていく。 

■開催実績 

開催日時 内 容 参加者 

平成 21年 4 月 27日 賑わいある中心市街地に向けて 

～中心市街地関連の各種制度や各地まちづくり会社等によ

るまちづくりの事例に学ぶ～ 

（中心市街地サポートマネージャー 西濱弘樹 氏） 

50 名 

平成 21年 6 月 26日 賑わいある中心市街地に向けて 

～高松丸亀町商店街のまちづくり事例に学ぶ～ 

（高松丸亀町商店街振興組合 理事長 古川康造 氏） 

78 名 

平成 22年 2 月 4日 金沢中心市街地活性化に果たしたまちづくり会社の取組み 

（（株）金沢商業活性化センター 代表取締役 加納明彦 氏） 

105名 

 

（２）地域ニーズの把握 

① 基本計画素案に対する市民意見 

中心市街地活性化に対する市民の意見・意識などを把握するため、「小田原市中心市街地活性化基

本計画（素案）」に対する市民意見の募集（パブリックコメント）を平成 24（2012）年 7月 9日から

8 月 8 日まで実施した。その結果、6 人（団体含む）から 16 件のご意見をいただき、基本計画に反映、

または参考とした。 

 

② 商店街アンケート調査とヒアリングの実施 

平成 23（2011）年 7月に中心市街地を含めた市内 41商店街に対し、商店街活性化支援策に係るア

ンケート調査を実施するとともに、平成 24（2012）年 7 月から 9 月にかけて商店街ヒアリングを行

い、商店街の状況や活性化事業の実施、中心市街地活性化に対するニーズの把握を行った。 

今後も、このようなアンケート調査やヒアリングを継続的に行うことにより、地域ニーズの把握に

努めていく。 
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１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

 

[１] 都市機能の集積の促進の考え方 

（１）第５次小田原市総合計画『おだわらＴＲＹプラン』における考え方 

『おだわらＴＲＹプラン』（平成 23年 3月）では、基本構想（平成 23（2011）～34（2022）年度）

において、「市民の力で未来を拓く希望のまち」を将来都市像とし、まちづくりの目標の一つに「豊

かな生活基盤のある小田原」を掲げ、「交通の結節点、観光振興の拠点、県西地域の商業拠点、神奈

川県の西の玄関口としての都市機能と利便性を高めるとともに、歴史的景観に配慮した風格のあるま

ちを目指す」と位置付けている。 

その基本計画（平成 23（2011）～28（2016）年度）においては、将来都市像の実現にあたり、基

本計画に掲げる施策のうち貢献度や波及効果が大きく期待できる施策群を先導的施策としているが、

「都市の顔をつくる」をその一つに位置付けている。そこでは、「中心市街地における都市機能の適

正配置を進めるとともに、民間活力が発揮された取組みを促すことで、交流と回遊が活発に行われる

にぎわいのある中心市街地をつくる」としている。 

総合計画である『おだわらＴＲＹプラン』に基づき、中心市街地において、歴史、文化、産業など

の地域資源を活かして、にぎわいを創出し商業の活性化につなげていくとともに、広域交流拠点とし

て多様な都市機能の集積を図っていく。 

 

（２）小田原市都市計画マスタープランにおける考え方 

『小田原市都市計画マスタープラン』（平成 23年 3月）では、都市の目標像を「小田原らしさ（自

然・歴史・交通の利便性）を生かし、多様な交流によりにぎわいを生む持続可能なまち」とし、都市

機能の集積や都市の魅力づくりの展開地として、小田原駅周辺を広域交流拠点に位置付けている。 

○小田原駅周辺地区：再開発の促進などによる商業業務機能等の集積を図るとともに、質の高い駅

前市街地空間の整備推進を図る。 

○小田原城：『史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想』（平成 5年 3 月）に基づき、御用米曲輪

などの整備を進め保存と活用を図りながら歴史的観光価値の拡大を図るとともに、八

幡山古郭・総構は保存管理計画に基づき整備・活用を進める。 

○旧東海道沿線：『小田原市歴史的風致維持向上計画』（平成 23年 5月）により魅力的なまちづく

りを推進するとともに、地域資源を活用した賑わいの創出と回遊性の向上によ

り、市民と来訪者の交流が盛んに行われる活力ある市街地の形成を図る。 

 

[２] 都市計画手法の活用 

『小田原市都市計画マスタープラン』（平成 23 年 3 月）では、小田原駅周辺を中心商業・業務地、鴨

宮駅周辺を副次中心商業地として位置付けている。 

社会経済情勢の大きな変化などにより、その他の地域における大規模集客施設の立地が進んでいるが、

これまで検討を進めてきた都市計画法に定める特別用途地区の指定に限らず、広域的見地による大規模

集客施設立地のあり方や、商業者等の地域貢献に関する条例制定などについて検討するとともに、大規

模集客施設の立地につながる企業流出防止の観点から工場立地法による特定工場の緑地面積率及び環境

施設面積率の緩和措置について検討を行う。 
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[３] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

（１）中心市街地における都市福利施設の立地状況 
 

分類 主な施設 

公共機関 

小田原駅 
小田原市アークロード市民

窓口 
小田原市中央連絡所 

小田原市社会福祉センタ

ー 
小田原公証役場 小田原公共職業安定所 

小田原警察署交番（小田

原駅東口、西口、三の丸） 
鉄道警察隊小田原分駐所 小田原市消防署南分署 

法務省横浜地方検察庁小

田原支部 
横浜地方裁判所小田原支部 小田原簡易裁判所 

横浜家庭裁判所小田原支

部 
小田原郵便局 

日本政策金融公庫小田

原支店 

教育 

子育て支援 

機関 

小田原市立城山乳児園 みどりの家愛児園 みゆき愛児園 

城山幼稚園 御濠端幼稚園 花園幼稚園 

おだぴよ子育て支援セン

ター 
小田原市立三の丸小学校 新名学園旭丘高等学校 

国際医療福祉大学   

文化 

スポーツ 

施設 

小田原城址公園 小田原市立図書館 小田原市郷土文化館 

小田原市民会館 小田原文学館・白秋童謡館 おだわら女性プラザ 

おだわら市民活動サポー

トセンター 
おだわら国際交流ラウンジ 小田原スポーツ会館 

小田原市城内弓道場 小田原市御幸の浜プール  

医療機関 医療法人同愛会小澤病院 医療法人小林病院 
医療法人社団温知会間

中病院 

 

（２）大規模小売店舗などの立地状況など 

① 中心市街地における大規模小売店舗の立地状況 
 

店舗名称 所在地 店舗面積 開業年月 

小田原ラスカ 栄町 1-1-19ほか 7,669㎡ 平成 17年 6月 

エポ（小田原市栄町二丁目Ａブロック商業ビル） 栄町 2-9-39ほか 10,206㎡ 平成 5年 4月 

ドン・キホーテ 栄町 2-8-15 6,017㎡ 平成 21年 12月 

ナック小田原（新第一ビル・相産ビル） 栄町 1-14-48 6,315㎡ 昭和 47年 11月 

アプリ（小田原ショッピングデパート） 栄町 2-9-33 11,691㎡ 昭和 47年 11月 

箱根登山ベルジュ 栄町 2-1-2 2,216㎡ 昭和 34年 10月 

オービックビル 栄町 2-9-46 1,298㎡ 昭和 55年 8月 

茶半家具センター 栄町 2-12-35 1,028㎡ 昭和 44年 9月 
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② 小田原駅周辺の一次商圏である 2市 9町における、大規模小売店舗立地法に基づく届出店舗（売り

場面積 1,000㎡以上） 

市町名 届出店舗数 店舗面積合計 

小田原市 32 199,172㎡ 

   うち中心市街地 8 46,440㎡ 

南足柄市 5 17,247㎡ 

二宮町 4 12,124㎡ 

中井町 0 0 ㎡ 

大井町 6 13,817㎡ 

松田町 0 0 ㎡ 

山北町 0 0 ㎡ 

開成町 4 9,520 ㎡ 

箱根町 0 0 ㎡ 

真鶴町 0 0 ㎡ 

湯河原町 5 13,801㎡ 

合計 56 265,681㎡ 

小田原市全体に占める中心市街地の割合 25.0% 23.3% 

2 市 9 町に占める小田原市全体の割合 57.1% 75.0% 

2 市 9 町に占める小田原市中心市街地の割合 14.3% 17.5% 

※いずれも平成 24年 3月 31 現在（資料：神奈川県商業流通課『大規模小売店舗一覧』） 

 

（３）既存ストックの有効活用 

中心市街地では空き店舗が増加傾向にあるが、こうした空き店舗などを活用し、観光案内やお休み

処、イベントスペースとして活用している「小田原宿なりわい交流館」「おだわら女性プラザ」「おだ

わら街なか起業家支援センター」「おだぴよ子育て支援センター」などの施設を市が設置しているほ

か、商店会が運営を支援している高校生チャレンジショップや、まちづくり会社の小田原マルシェ常

設店「マルげん商店」をはじめとした既存ストックの活用が行われている。 

また、明治から昭和にかけての政財界人の別邸・別荘が存在しているが、清閑亭、小田原文学館な

ど、市民や観光客に親しまれる施設として有効活用している。 

さらに、平成 19（2007）年 6 月末で営業を終了した小田原地下街を本市の魅力を情報発信し、中

心市街地の回遊促進及び地域経済振興の拠点として再生させるとともに、空き店舗活用方策の検討な

どの既存ストックの有効活用方策を進めていく。 

 

[４] 都市機能の集積のための事業等 

都市機能の集積にあたっては、「訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり」「住みたくなる・暮らしや

すいまちづくり」「持続可能な地域経済の再構築」の 3 つの基本方針のうち、「持続可能な地域経済の再

構築」につながる「訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり」と「住みたくなる・暮らしやすいまちづ

くり」について、主に以下に示す事業を行う。（再掲含む） 
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■訪れたくなる・歩きたくなるまちづくり 

・芸術文化創造センター整備事業 

・お城通り地区再開発事業 

・小田原地下街再生事業 

・歴史的風致形成建造物等整備事業 

・清閑亭保存整備活用事業（清閑亭整備、周辺散策路整備） 

・小田原文学館整備事業（施設等整備改修、庭園整備） 

・史跡小田原城跡本丸・二の丸整備事業 

・史跡小田原城跡八幡山古郭・総構整備事業 

・都市廊（もてなしの道路空間づくり事業、魅力ある商店街づくり事業） 

・銀座・竹の花周辺地区におけるまちなみ環境の向上 

・お城通り緑化歩道整備事業 

・中心市街地における優良建築物等の整備事業 

・街かど博物館整備事業 

・小田原マルシェ、小田原マルシェ常設店「マルげん商店」 

・小田原まちなか市場 

 

■住みたくなる・暮らしやすいまちづくり 

・中心市街地における優良建築物等の整備事業 

・都市廊（住みよい居住空間づくり事業） 

・お城通り地区再開発事業 

・小田原地下街再生事業 

・空き店舗活用事業 

・計画的な維持管理による安全・安心な道路環境の確保 

・おだぴよ子育て支援センター運営事業 

・津波避難施設指定事業 

・地域防災事業 

 



１１．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

- 132 - 

１１．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

 

[１] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

本基本計画に掲げる事業については、実践的、先導的な活動を中心に活性化に資する事業を位置付け

ているが、お城通り地区再開発事業、芸術文化創造センター整備事業については、平成 11（1999）年に

策定した旧基本計画から位置付いている事業であり、小田原地下街については、平成 19（2007）年 6月

に営業を終了して以来、5年以上経過している。 

この 3 事業（お城通り地区再開発事業、芸術文化創造センター整備事業、小田原地下街再生事業）に

ついては、平成 20（2008）年度に、有識者、団体代表、公募市民の 18 名で構成された「小田原駅・小

田原城周辺まちづくり検討委員会」による検討が行われたほか、平成 23（2011）年度からスタートした

総合計画『おだわらＴＲＹプラン』（平成 23 年 3 月）の基本計画における先導的施策として位置付ける

とともに、平成 23（2011）年度から国土交通省の「暮らし・にぎわい再生事業計画」を活用し、それぞ

れ事業を推進している。 

また、平成 23（2011）年 6 月には、『小田原市歴史的風致維持向上計画』（平成 23 年 5 月）が国の認

定を受けたが、中心市街地では、小田原城下の旧三大明神例大祭にみる歴史的風致、宿場町小田原の水

産加工業にみる歴史的風致、城下の伝統工芸にみる歴史的風致が位置付けられており、中心市街地の活

性化を推進していくうえでは、このような城下町・宿場町として培われてきた本市の地域資源を活かし

ていくことに留意していく必要がある。 

 

[２] 都市計画等との調和 

『小田原市都市計画マスタープラン』（平成 23 年 3 月）では、中心市街地を「県西地域の広域交流拠

点として様々な機能を集約することで、利便性が高く、歴史・文化を楽しめるまち」として位置付け、

次のとおり方針を定めている。 

 

＜拠点別の方針＞ 

○小田原駅周辺： 

再開発の促進などによる商業・業務機能等の集積を図るとともに、質の高い駅前市街地空間の整備

推進を図る。 

○小田原城本丸・二の丸（城址公園）： 

『史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想』（平成 5 年 3 月）に基づき、御用米曲輪などの整備

を進め、保存と活用を図りながら市民生活の中に役立てるとともに、歴史的観光価値の拡大を図る。 

○小田原城八幡山古郭・総構： 

『史跡小田原城郭八幡山古郭・総構保存管理計画』（平成 22年 3月）に基づき整備・活用を進める。 

○三の丸地区： 

芸術文化創造の拠点として、芸術文化創造センターを整備するとしている。 

○旧東海道沿線： 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく『小田原市歴史的風致維持向上

計画』（平成 23年 5月）により魅力的なまちづくりを推進するとともに、地域資源を活用したにぎ

わいの創出と回遊性の向上により、市民と来訪者の交流が盛んに行われる活力ある市街地の形成を

図る。 
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＜土地利用の方針＞ 

○県西地域の広域交流拠点である小田原駅周辺： 

「中心商業・業務地」と位置付け、県西地域の中心、また県際の交流拠点にふさわしい商業・業

務の集積地として、高度利用の促進と駅周辺市街地空間の再整備により、快適な市街地形成の再

編を図る。 

○小田原城周辺及び旧東海道に連なる地区 

中心市街地活性化基本計画や歴史的風致維持向上計画により、歴史や文化などの地域資源を活用

した市街地を整備・誘導し、「小田原らしさ」の演出と回遊性の向上によるアーバンツーリズム（都

市型観光）の促進によって、市民や来訪者に魅力ある都市の形成と交流による活性化を図る。 

 

これらのことを踏まえ、本基本計画の内容と土地利用をはじめとした都市計画などは調和していると

いえる。 
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１２．認定基準に適合していることの説明 

 

基準 項目 説明 

第 1号基準 

基本方針に適合するも

のであること 

意義及び目標に関する事項 中心市街地において、歴史や文化などの地域資

源や生活利便性を活かしながら、住民や観光客

などが豊かな時間を味わうことができるにぎ

わいのある中心市街地を目指すこととしてい

る。 

※「1［3］中心市街地の活性化に関する基本的

な方針」参照 

認定の手続 本基本計画の内容は、小田原市中心市街地活性

化協議会との協議や公募による市民意見（パブ

リックコメント）の反映などを行っている。 

※「9．4から 8までに掲げる事業及び措置の総

合的かつ一体的推進に関する事項」参照 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項 

交通機能や商業・都市機能の集積などを視点と

して、小田原駅から海岸線までを中心とした約

170ha を中心市街地として位置付けている。 

※「2．中心市街地の位置及び区域」参照 

4 から 8 までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項 

庁内の推進体制と小田原市中心市街地活性化

協議会が中心に、各事業との連携・調整を図り

ながら、総合的かつ一体的に推進し、取り組ん

でいる。 

※「9．4から 8までに掲げる事業及び措置の総

合的かつ一体的推進に関する事項」参照 

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項 

都市機能の集積や都市の魅力づくりの展開地

として、歴史、文化、産業などの地域資源を活

かして、にぎわいを創出し商業の活性化につな

げていく、広域交流拠点に位置付けている。 

※「10．中心市街地における都市機能の集積の

促進を図るための措置に関する事項」参照 

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項 

第 5次小田原市総合計画『おだわらＴＲＹプラ

ン』や『小田原市都市計画マスタープラン』な

どと整合を図るとともに、先導的、中心的な事

業である「お城通り地区再開発事業」「芸術文

化創造センター整備事業」「小田原地下街再生

事業」については、その効果が派生して裾野を

広げるよう、実践的に推進している。 

※「11．その他中心市街地の活性化のために必

要な事項」参照 
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基準 項目 説明 

第 2号基準 

基本計画の実施が中心

市街地の活性化の実現

に相当程度寄与するも

のであると認められる

こと 

中心市街地の活性化を実現す

るために必要な 4 から 8 まで

の事業等が記載されているこ

と 

基本方針に掲げる「訪れたくなる・歩きたくな

るまちづくり」「住みたくなる・暮らしやすい

まちづくり」「持続可能な地域経済の再構築」

の推進に必要となる事業を、4 から 8 において

記載している。 

基本計画の実施が中心市街地

の活性化の実現に相当程度寄

与するものであることが合理

的に説明されていること 

位置付けている各事業の実施が、基本方針に基

づく数値目標の達成に寄与することを、合理的

に説明している。 

※「3．中心市街地活性化の目標」参照 

第 3号基準 

基本計画が円滑かつ確

実に実施されると見込

まれるものであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込み

が高いこと 

4 から 8 に記載している各事業について、事業

主体は概ね特定されており、特定されていない

事業についても、これまでの検討の経緯などか

ら事業主体が特定される見込みは高いといえ

る。 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

すべての事業について、計画期間である平成 29

年度末までに完了、または着手できる見込みが

ある。 

 


